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令和４年第３回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年９月９日（金）午前１０時開会 

（第１日目） 
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日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 議席の変更並びに指定について 

日程第 ３ 会議録署名議員の指名 

日程第 ４ 会期の決定 
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日程第 ５ 村長挨拶 

日程第 ６ 承認第１３号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第３号）の専決処分報
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日程第 ８ 議案第２９号 白馬村景観条例の制定について 

日程第 ９ 議案第３０号 白馬村開発行為の調整等に関する条例の制定について 
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いて 

日程第１１ 議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正について 

日程第１２ 議案第３３号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第３４号 白馬村保育料条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第３５号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に
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日程第１５ 議案第３６号 令和３年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ
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日程第１６ 議案第３７号 令和３年度白馬村下水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて 

日程第１７ 議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号） 

日程第１８ 議案第３９号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１９ 議案第４０号 令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第２０ 議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第１号） 
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日程第２１ 認定第 １号 令和３年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第２２ 認定第 ２号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第２３ 認定第 ３号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
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日程第２４ 認定第 ４号 令和３年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認
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日程第２６ 認定第 ６号 令和３年度白馬村下水道事業会計決算認定について 

日程第２７ 決算特別委員会の設置について 

 



－3－ 

令和４年第３回白馬村議会定例会（第１日目） 

 

１．日  時 令和４年９月９日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   丸 山 和 之      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ２ 番   増 井 春 美      第 ９ 番   松 本 喜美人 

   第 ４ 番   切久保 達 也      第１０番   加 藤 亮 輔 

   第 ５ 番   加 藤 ソフィー     第１１番   丸 山 勇太郎 

   第 ６ 番   尾 川   耕      第１２番   太 田 伸 子 

   第 ７ 番   太 谷 修 助       

４．欠席議員  

   第 ３ 番   横 川 恒 夫 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   丸 山 俊 郎    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者会計室長   長 澤 秀 美 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   田 中 洋 介    上下水道課長   関 口 久 人 

 税 務 課 長   田 中 克 俊    住 民 課 長   太 田 洋 一 

 教 育 課 長   横 川 辰 彦    子育て支援課長   下 川 浩 毅 

 生涯学習スポーツ課長   松 澤 宏 和    総務課長補佐兼総務係長   鈴 木 広 章 

 代表監査委員   松 沢 晶 二 

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長          山 岸 茂 幸 

７．本日の日程 

 １）諸般の報告 

 ２）議席の変更並びに指定 

 ３）会議録署名議員の指名 

 ４）会期の決定 

 ５）村長挨拶 

 ６）承認事項 

   承認第１３号 （村長提出議案）説明、質疑、討論、採決 
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 ７）議案審議 

   議案第２８号から議案第４１号まで（村長提出議案）説明、質疑、委員会付託 

   認定第１号から認定第６号まで（村長提出議案）説明、質疑、委員会付託 

 ８）決算特別委員会の設置について 

８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

 １．承認第１３号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第３号）の専決処分報告について 

 ２．議案第２８号 白馬村認定こども園条例の制定について 

 ３．議案第２９号 白馬村景観条例の制定について 

 ４．議案第３０号 白馬村開発行為の調整等に関する条例の制定について 

 ５．議案第３１号 白馬村地区計画等の案の作成手続きに関する条例の制定について 

 ６．議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正について 

 ７．議案第３３号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部を改正ついて 

 ８．議案第３４号 白馬村保育料条例の一部を改正する条例について 

 ９．議案第３５号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

１０．議案第３６号 令和３年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

１１．議案第３７号 令和３年度白馬村下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

１２．議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号） 

１３．議案第３９号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号） 

１４．議案第４０号 令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号） 

１５．議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第１号） 

１６．認定第 １号 令和３年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定について 

１７．認定第 ２号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について 

１８．認定第 ３号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

１９．認定第 ４号 令和３年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

２０．認定第 ５号 令和３年度白馬村水道事業会計決算認定について 

２１．認定第 ６号 令和３年度白馬村下水道事業会計決算認定について 
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開会 午前１０時００分  

 １．開会宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１１名です。 

 これより、令和４年第３回白馬村議会定例会を開会いたします。 

 横川恒夫議員が療養のため欠席しております。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 諸般の報告   

議長（太田伸子君）  日程第１ 諸般の報告をいたします。 

 初めに、田中麻乃さんから、６月１８日をもって議員を辞職したい旨の辞職願が議会閉会中の

５月２５日に提出されました。会議規則第９９条第２項の規定により、議長において同日付で辞職

を許可しましたので、同項の規定により報告いたします。 

 次に、７月１日に議会広報特別委員会を開催し、田中麻乃さんの議員辞職に伴い欠員となってお

りました議会広報特別委員会委員長の互選を行ない、副委員長の尾川耕議員が委員長に就任いたし

ました。 

 副委員長が委員長に就任したことに伴い、副委員長の互選を行ない、加藤ソフィー議員が副委員

長に就任しましたので報告いたします。 

 次に、７月１０日執行の議会議員補欠選挙で当選された丸山和之議員に対し、議会委員会条例第

７条第４項ただし書の規定により、７月１４日付で産業経済委員及び議会広報特別委員に選任する

旨の通知を同日交付いたしましたので報告いたします。 

 次に、監査委員から、令和４年５月、６月、７月分の一般会計、特別会計、水道事業会計、下水

道事業会計の例月現金出納検査報告書が提出されております。 

 また、村長から令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告がありました。

内容につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告に代え

させていただきます。 

 次に、北アルプス広域連合議会及び白馬山麓事務組合議会の開催状況について報告いたします。 

 北アルプス広域連合議会令和４年８月定例会が、８月２５日及び２６日に行なわれました。また、

白馬山麓事務組合議会令和４年第２回定例会が８月２９日に行なわれました。内容につきましては、

お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告に代えさせていただきます。 

 次に、白馬村教育委員会から、令和３年度白馬村教育に関する事務の管理及び執行の状況に係る

点検評価報告書が提出されました。内容につきましては、お手元に配付いたしました報告書のとお

りですので、これをもって報告に代えさせていただきます。 
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 これで、諸般の報告を終わります。 

 △日程第２ 議席の変更並びに指定について   

議長（太田伸子君）  日程第２ 議席の変更並びに指定を行ないます。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部を変更します。増井春美議員の議席を第２番に、

横川恒夫議員の議席を第３番に、切久保達也議員の議席を第４番に、加藤ソフィー議員の議席を第

５番に、尾川耕議員を第６番にそれぞれ変更いたします。 

 次に、丸山和之議員の議席を会議規則第４条第２項の規定により、第１番に指定いたします。 

 次に、本定例会において受理いたしました陳情は、お手元に配付いたしました陳情文書表のとお

りですが、この文書表のとおり所管の常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、陳情文書表のとおり所管の常任委員会に付託

することに決定いたしました。 

 △日程第３ 会議録署名議員の指名   

議長（太田伸子君）  日程第３ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第１１９条の規定により、第６番 尾川耕議員、第７番 太谷修助議員、第８番 津滝

俊幸議員、以上３名を指名いたします。 

 △日程第４ 会期の決定   

議長（太田伸子君）  日程第４ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、別紙令和４年第３回白馬村議会定例会会期日程表のとお

り、本日から９月２９日までの２１日間と決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から９月２９日まで

の２１日間と決定いたしました。 

 △日程第５ 村長挨拶   

議長（太田伸子君）  日程第５ 村長より招集の挨拶を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  令和４年第３回白馬村議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、ご多忙の中ご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 ７月１０日の白馬村長選挙におきまして、村民の皆様からの温かいご支援を賜り、私が村政の舵

取り役を担わせていただくこととなりました。その責任を痛感するとともに、身の引き締まる思い

でございます。 

 この９月議会定例会は、私にとりましては初議会となります。伝統と歴史ある白馬村に新たな

１ページを加え、活気ある村として次の世代に引き継いでいくために、村民の皆様からの信頼と期



－7－ 

待をしっかりと受け止め、職務を全うしていく所存です。 

 私は、村政運営に挑むにあたり、コロナ禍を乗り越え持続可能な次の白馬へとして、５つの公約

を掲げました。 

 １つ目は、コロナ禍からの早期回復を図り持続可能な観光地へ。四季を通じた観光資源の積極活

用や付加価値の向上を図り、国内旅行需要の増加や国際観光再開のチャンスに乗り遅れることなく、

地域経済の活性化に取り組んでまいります。 

 ２つ目は、農業を振興し白馬らしい環境を創造する村へ。地域産業である農業の振興を図り、田

園風景を守るとともに自然環境維持のため、気候非常事態宣言、ゼロカーボンシティー宣言にのっ

とり地球温暖化対策に取り組みます。 

 ３つ目は、福祉で支え、多様性を尊重し、誰もが安心して暮らせる白馬へ。子育て世代や高齢者、

障がい者への福祉施策を充実させ、誰一人取り残さない温かい地域社会を目指します。 

 ４つ目は、白馬らしい教育を充実させ次世代に誇れる場所へ。白馬高校存続のための魅力化や積

極的な情報発信のほか、教育環境を整え、移住・定住の増加も目指します。 

 ５つ目は、村民目線で健全な行財政運営をする村へ。広報・広聴活動を大切にし、幅広い分野で

各施策を推進するため財源の確保に努めます。 

 これらを達成し、次世代に誇れる未来ある白馬を創り上げていくために、村民の皆様はじめ白馬

村に関係する皆様と力を合わせていく所存です。 

 時代の変化に合わせて、未来に向かって大きく舵を切っていくためには、中長期的な視点で将来

を見据えたビジョンも必要であると実感しております。また、公約に掲げた事項を実現するために

は、様々な課題に対し正面から向き合うとともに、現実的な視点も加えていかなければならないと

考えております。 

 各種の施策展開のためには財源の確保が非常に重要な課題となってまいりますので、職員には、

アンテナを高くし、国・県補助金の活用や経常経費の削減に引き続き努めるなど促すとともに、長

期的な視点で新たな財源の確保など、持続可能で健全な財政運営を行なっていく考えであります。 

 議員各位におかれましては、村民の民意を代表する立場からの知見を賜りたく、執行機関と一体

となって持続可能な白馬を目指す村づくりにご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株の中でより感染力が高いとされるＢ

Ａ.５の流行により、全国的に感染が拡大しており、本村においても、連日、新規感染者が報告さ

れております。村民の皆様には、引き続き基本的な感染症対策の徹底をお願いし、村としましても

感染拡大の防止と社会経済活動の両立を図るため、引き続き、関係機関と連携を図りながら対策を

講じてまいります。 

 次に、この夏の観光客の入り込み状況についてですが、梅雨の時期にもかかわらず、６月下旬か

ら７月中旬までは天候に恵まれ、７月の利用者数は令和元年度並みの１２万１,９００人と推計し
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ています。中旬以降は、感染第７波により多くの地域において急速な感染拡大が始まったことと、

天候が安定しなかったこともあり、若干ブレーキがかかったとのことでありました。８月も、感染

第７波や不安定な天候が続きましたが、行動制限がなかったことにより、お盆休みを含む第２週か

ら第３週にかけては堅調な入り込みがあったと伺っています。 

 ８月１３日には、グリーンスポーツの森において、白馬の夏祭りが３年ぶりに開催されました。

あいにくの天候でしたが、多くの来場があり、打ち上げ花火も計画どおり行なわれ、にぎわいが戻

りつつあることを感じたところであります。 

 この夏は行動制限がなかったことにより、帰省や旅行などといった人の移動が全国的に活発であ

ったとの報道がありました。白馬村でも、国内観光客に限っては回復基調にあると感じている一方

で、気にかかるのは外国人観光客の受入れに直結する日本の水際対策です。岸田首相は、８月

２４日、日本への入国や帰国時に求める海外での検査を９月７日から条件つきで免除すると表明し

ました。また、国内外の感染状況や他国の水際対策を勘案して段階的に緩和を進めるとも話されま

した。 

 本村経済の本格的な回復にはインバウンド消費が欠かせませんので、パッケージツアーに限らず

海外個人旅行の受入れ及びビザの緩和等を含め、関係機関と連携しながら国に早期の緩和実現を先

頃要望したところでございますが、継続してまいります。 

 次に、各課の事業執行状況について説明させていただきます。 

 総務課関係では、持続可能な通年型山岳マウンテンリゾートの構築を目指し、気候非常事態宣言

及びゼロカーボンシティー宣言の具現化に向けて策定した白馬村ゼロカーボンビジョンの住民啓発

の取組については、関連ハンドブックの設置、行政公式ホームページの特設ページの開設及び広報

紙でのシリーズ化に取り組んできたところです。これらの取組について理解していただき、住民並

びに村内事業者の皆様には、持続可能なマウンテンリゾートを意識し、カーボンニュートラルにつ

ながる行動変容が実践されることを期待しています。 

 一方で、地域課題の解決と脱炭素の取組を一体として進めるモデル事業を公募する国の補助事業、

脱炭素先行地域への取組については、本村でもカーボンニュートラルの取組を加速させるため、応

募の検討を進めているところではありますが、事業の採択要件は、当該地域における計画範囲の類

型等に応じて多様な地域を選定することとしており、再エネの質を高めること、関係者の合意形成

の見通しを踏まえた取組とすること、事業継続性が確保されていること、他地域への展開可能性等

を確実に評価するなど、選定要件の新設や評価事項の一部明確化を図っており、初回に比べてハー

ドルが高くなり、選択基準を満たす計画策定までには、種々の関係者間との調整や地域との合意形

成などが必要と感じています。 

 本年度の当初予算において、債務負担行為としてお認めいただいた白馬村役場庁舎空調設備設置

等事業については、最近の夏季の気温上昇による職員の執務環境の向上や体調維持、来庁される皆
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様へ快適な環境を提供する意味で喫緊の課題であることから、現在の冬季の庁舎暖房をボイラーか

らエアコンに切り替えることで、ＣＯ２の削減を図るものであり、施工期間は令和５年６月末まで

に設備設置終了箇所から順次稼働する予定です。 

 最近の世界情勢による半導体等の供給不足から、機器の入手が困難となり、施工期間の長期化が

懸念されましたが、関連機器の調達については滞りなく進んでおり、現在は設置工事の設計を行な

っています。 

 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予算総額に２億４,１７２万

７,０００円を追加し、予算総額６３億４,５２５万４,０００円とするものです。 

 補正の主なものは、ふるさと白馬村を応援する寄附金の増額に伴う必要経費と関連する基金積立

金の増額、コロナ禍における原油高・物価の高騰による経済的負担軽減を図るための給付金事業、

新型コロナウイルスワクチン接種事業の増額や、４月の人事異動に伴う人件費の組替え、電気料の

高騰による光熱水費の増額ですので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 観光課関係ですが、白馬村プレミアム付き商品券事業の実施状況について報告します。 

 ７月１５日に引換券を対象世帯３,９６０世帯に発送し、７月２０日から８月１９日までに

３,７１９世帯に９,５１３冊の商品券を配布しました。８月３１日で商品券の利用期間が１か月経

過したことになりますが、換金ベースでは、この間に約２万４,０００枚、２,４００万円相当が利

用されたとの報告を受けています。 

 なお、当初発行冊数は１万１,１００冊でありましたので、配布残余は約１,６００冊になります

が、これに本定例会に補正予算として要求している１,４００冊の増刷分を加え、約３,０００冊を

追加販売することで、本事業の趣旨である経済対策と物価高騰に対する生活支援を充実してまいり

ます。 

 健康福祉課関係では、新型コロナワクチンの接種状況についてご報告します。 

 本村では、令和３年３月に医療従事者への先行接種から開始された新型コロナワクチン接種は、

今月で早１年６か月がたち、延べ人数で２万２,０００人超に接種を行ない、現在４回目のワクチ

ン追加接種を実施しております。数百人規模の集団接種については、先月末で一旦終了し、今月以

降は、小児の予防接種の後、数十人規模の集団接種と村内医療機関での個別接種で実施してまいり

ます。また、オミクロン株対応の新しいワクチンを使用した３回目から５回目のワクチン接種が速

やかに開始できるよう準備を進めているところです。 

 ８月末時点でのワクチン接種率は、１回目接種者数に対する２回目接種率は９９.４％、２回目

の接種者数に対する３回目接種率は８７.６％、３回目接種者数に対する４回目接種率は４５.４％

となっており、接種回数に関わらず、引き続き希望する方への接種が確実に実施できる体制整備を

取ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 農政課関係では、今年の米の作況指数予想は、７月末で全国平均の１０１の平年並みとなってい
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ますが、収穫までの期間の台風、秋雨前線の状況等が強く影響すると思われます。また、最近、ウ

クライナ紛争等の影響で肥料の価格が高騰しており、農家への負担増加が懸念され、国では

７８８億円規模の支援を公表しましたが、今後は情報に注視をしてまいります。 

 林務関係では、令和２年度から開始した飯田地区の森林整備事業、約６９ヘクタールが今年度で

完了する予定です。整備された林内は、明るく、良好な森林景観を生み出しており、今後、この一

帯が森林サービス産業の拠点として、観光、教育、健康など、様々な分野で活用されることを期待

しております。 

 木質バイオマス振興として、集落支援業務等で発生した支障木等の無償配布を２回実施したとこ

ろ、多くの来場者により約２６トンの支障木がエネルギーとして地産地消される見込みとなり、今

後も間伐材等の有効利用を村民に呼びかけていく予定です。 

 土地改良関係ですが、姫川水系犬川に設置予定の小水力発電施設・電動ゲート遠隔操作システム

設置事業は、繰越事業として測量を実施し設計業務を行なっており、現地の測量調査が終了し、現

在は県の河川協議及び砂防協議の許認可を待っている状況です。また、今年度は工事発注を予定し

ておりますが、昨今の世界情勢の影響による機器の全般的な物価の値上がりや機器の納品にめどが

つかない状況にあり、現在、県と協議を行ないながら今後の事業計画を調整しているところです。 

 建設課関係では、これまで５年近くにわたって検討を行なってまいりました白馬村景観計画につ

きまして、先頃、景観計画策定委員会の席において素案の報告をいただきました。これまでの間、

議員勉強会などでご説明申し上げているとおり、今後は景観行政団体への移行に向けた手続を進め

てまいりますとともに、本村のこのすばらしい景観をみんなで育み、みんなで生かしていくために

は、何より村民の皆様のご理解が必要不可欠でありますので、計画の実効性が図られますよう、引

き続きご協力をお願いします。また、これに関しまして、白馬村景観条例を含めた関係条例４件を

本議会に提出させていただきますので、ご審議を賜りますようお願いいたします。 

 住民課関係では、毎月、総務省においてマイナンバーカードの普及促進について、その交付実績

を基に整理し、前月からの伸び率が平均を下回った場合などは、重点的フォローアップ対象団体と

して指定をし、対象団体となった市町村は情報共有や意見交換を行ない、今後の普及促進につなが

るようウェブ会議に参加することとなっています。 

 白馬村では７月に指定を受け、８月に参加しましたが、そのほかの月は平均を上回っており、重

点的フォローアップ対象団体には該当していません。しかしながら、月が進むにつれ伸び率のクリ

アが難しくなりつつあります。普及を図るために、７月には選挙における期日前投票に併せてマイ

ナンバーカード申請窓口を開設し、８月にはウイング２１でのイベントに併せて、また、村内スー

パーマーケット２店舗での出張申請受付を行なうなど、１回は私も参加してマイナンバーカード取

得の呼びかけを実施してまいりました。 

 ７月末現在のマイナンバーカード普及率は４４.４％となっており、引き続き普及促進に努めて
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まいります。 

 北アルプス広域連合が進めます白馬リサイクルプラザの建設につきましては、事後審査型の一般

競争入札を５月２７日に実施しましたが、予定価格に達しなかったため不落となりました。この結

果を受け、工事費内容の精査を行ない、予定価格を最新の価格に直し、２回目の入札を８月２４日

に実施しましたが、２回目も予定価格に達しなかったため不落となりました。 

 今後について、北アルプス広域連合では、工期や工法、補正予算の検討、今年度事業と来年度事

業に分割、もしくは来年度に一括発注をしていくことなど、総合的に検討していくとのことであり

ます。 

 税務課関係では、適正課税推進の一環として導入いたします家屋評価システムは、現在、委託事

業者により評価基準のセットアップと動作確認に伴う作業が進められておりまして、今月下旬には

操作説明が実施され、１０月から運用を開始できる見込みです。 

 また、地方税共通納税システムの対象税目拡大と統一ＱＲコード納付に伴うシステム改修であり

ますが、今月初めに契約を締結しており、今後、地方税共同機構が示す標準仕様書に基づいた改修

がされていくとともに、新たな納付書の様式につきましては、１０月中に金融機関における読み取

りテストを実施し、１２月から１月にかけて校正作業に入っていく予定です。 

 上下水道課関係では、白馬駅前無電柱化工事や反田橋に係る県道の水道本管布設替え工事が順調

に進んでおります。また、北城南部地区ほ場整備に係る農道に、昨年度水道本管を新設した配水管

は、この秋頃には重要給水拠点への給水状況を見ながら、本格運用を始める予定です。 

 これにより、今後は災害時等において二股水系と源太郎水系の切替えが可能になり、断水の範囲

や断水時間が短縮されることとなります。 

 教育委員会部局、最初に教育課関係です。 

 当初予算に計上した学校施設の改修工事は、夏休み期間を利用して行なっており、南小の特別支

援学級と職員室の床の張り替え、中学校のトイレ洋式化工事を施工し、共に８月中に終了していま

す。今後は、南北小学校の遊具改修工事と中学校教室等の照明ＬＥＤ化工事が予定されています。

ＬＥＤ化工事は、８月に交換する器具類がそろいましたので、順次交換工事を進めていきます。 

 ９月１日に白馬インターナショナルスクールが開校し、開校式に参列してまいりました。この学

校の特徴は、課題解決型の学習を英語で行なう学校であると伺いました。今年度は、中学校年齢の

生徒が２０名入学したと聞いています。今後は、何らかの形で白馬中学校と交流の場を設けられ、

白馬村の子供に国際的な視野が広がることにつながればと思います。 

 夏休み期間中に、児童生徒が新型コロナウイルスに感染した事例は、１９名の報告がありました。

その後、新学期が始まってから小学校を中心に新型コロナウイルス感染症の報告が相次ぐようにな

り、南北小学校では感染状況に応じて学級を閉鎖する措置を取ったと報告を受けております。 

 いまだ終息の見えない状況ではありますが、学校生活は徐々に通常を取り戻しつつあり、音楽会
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や総合発表会など学習成果を発表する行事が控えておりますが、感染症対策を施しながら、引き続

き教育活動を継続していくとの報告を受けております。 

 子育て支援課関係では、新型コロナウイルス感染症に係る国の給付金事業であります、低所得の

子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）は、昨年度に引き続き今年度

も実施しており、８月末現在の給付状況は、生徒数１７４人、８７０万円を給付しております。 

 また、村独自の給付金事業であります学生等応援給付金の８月末現在の給付状況は、学生数

１０５人、５２５万円を給付しており、どちらの給付金事業もまだ申請期限まで期間がありますの

で、引き続き周知に努めます。 

 小規模保育事業者の応募状況ですが、９月２日に申請を締め切り、３社の応募がありました。

９月２６日に審査を行ない、事業者を決定し、令和５年度中に開設できるよう事業者と連携し進め

てまいります。 

 しろうま保育園ですが、来年度から認定こども園に移行することで準備を進めております。認定

こども園に移行することにより、３歳児以上のお子さんを持つ共働きでない家庭でも保育料の無償

化制度が利用でき、しろうま保育園に入園することができるようになります。本定例会に関係議案

を提出しておりますので、ご審議のほどお願いいたします。 

 生涯学習スポーツ課関係では、７月末に３年ぶりに開催されたスノーハープクロスカントリー大

会は、コロナ対策を講じながら村内外から約１,７００人の参加者を迎えることができ、選手、役

員の喜ぶ顔を見ることができました。 

 ８月１５日には、従来の成人式から名称を「二十歳の集い」に改め、新型コロナウイルス感染症

の状況を見ながら、規模を縮小した上で開催し、今年２０歳、２１歳になる学年を対象に４３名の

出席者を迎えました。 

 また、氷河調査につきましては、令和元年に唐松沢が氷河であることが確認されており、現在は、

不帰沢、杓子沢、白馬沢の３氷河についても、一昨年度より調査を実施しております。白馬に合計

４か所の氷河が確認されますと、学術的価値は非常に大きく、ＪＲ白馬駅から正面に臨む杓子沢は

壮観であり、氷河の存在は観光にも大きく寄与するものと思われます。 

 決算関係についてですが、一般会計の決算の状況を申し上げますと、決算規模は歳入７０億

６００万円余り、歳出６８億４,８００万円余り、どちらも前年度と比べますと６億円以上の減額

となりました。 

 歳入の面では、ふるさと白馬村を応援する寄附金が寄附者の意向に添えるよう、企業版ふるさと

納税の対象事業を増やしたことなどにより、５億２,０００万円まで増えました。地方債は、新規

発行債を元金償還額以下としたため、前年度比２億４,９００万円余りの大幅な減額となり、年度

末地方債現在高も３億５,７００万円余りの減額となっております。 

 また、村税の決算状況は、総額１２億９,０００万円余りで、前年度と比較して１億９,４００万
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円余りの減額となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う中小事業者等の事業用家屋

及び償却資産の特例による固定資産税の減免分が全額補てんされる地方税減収補てん特別交付金が

１億６,７００万円余り交付されましたので、実質２,７００万円の減収となりました。 

 その要因としましては、固定資産税において土地の評価替え後の税額を減額分は反映させながら、

増額分は前年度の税額に据え置いた特例措置に加え、総所得及び譲渡所得の減収による個人村民税

の減、業績悪化による法人村民税の減が主なものであります。 

 一方、徴収率は現年徴収率９８.３％で、昨年度を２.５ポイント上回り、平成から令和を通じて

過去最高となりました。滞納繰越分を含んだ合計徴収率も８３.３％で、前年度を１.５ポイント上

回り、平成１０年度以降最高の値となりました。 

 この要因としましては、固定資産税の特例による軽減が中小事業者等の納税負担につながったこ

とに加え、公平性・公正性の観点から、滞納村税の縮減を図るため、粛々と滞納整理を進めてきた

結果であると考えております。 

 歳出の面では、新型コロナウイルス感染症対策により、扶助費が子育て世帯への給付金や非課税

世帯と家計急変世帯に対する給付金などにより、前年度比１億７,６００万円余りの増額となって

おります。 

 また、令和元年度から引き続き財政調整基金は取崩しをせず、前年度の余剰金処分の４,８００万

円と今年度の歳出から１億３,０００万円ほど積み立て、久しぶりに減債基金も３,５００万円積み

立てたことによって、両基金を合わせた年度末基金残高は１３億８００万円余りとなりました。 

 また、前年度に引き続き義務教育施設整備基金も８,０００万円、久しぶりに福祉基金も

３,５００万円の積立てを行なうなど、健全財政の堅持に努めました。 

 特別会計等の決算状況ですが、国民健康保険事業勘定特別会計は、歳入総額は１０億３,０４１万

５,８７７円、歳出総額は１０億２,４９８万３,２３５円で、実質収支額は５４３万２,６４２円と

なり、全額、翌年度への繰越しとしました。 

 国民健康保険財政調整基金は積立ても行ないましたが、国保特別会計への繰入れも行なったこと

から、令和３年度末の残高は１億８,２４９万円余りとなりました。 

 後期高齢者医療特別会計の歳入総額は１億３６０万８,１９７円、歳出総額は１億３０９万

５,３０３円で、実質収支額は５１万２,８９４円です。 

 農業集落排水事業特別会計の歳入総額は４０７万５,５６６円、歳出総額は４０６万４,９３６円

で、歳入歳出差引き額は１万６３０円です。 

 水道事業会計における収益的収入は３億１,４０２万２,１１４円で、収益的支出は２億

４,１４６万４４９円です。資本的収入は６,８２２万９,８９１円で、資本的支出は１億

５,５０５万５,９８９円です。不足する８,６８２万６,０９８円は、消費税及び地方消費税資本的

収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしております。 
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 下水道事業会計における収益的収入は５億２,３１２万３,４１９円で、収益的支出は４億

９,４８４万４,９０８円です。資本的収入は３億３,２１８万１,０１６円で、資本的支出は４億

５,２９４万２,１４３円です。不足する１億２,０７６万１,１２７円は、過年度分損益勘定留保資

金及び現年度分損益勘定留保資金で補てんしております。 

 本定例会に提出します案件は、報告１件、議案１４件、決算認定６件であります。議案等につき

ましては、担当課長等に提案説明をさせますので、慎重なご審議を賜りますようお願い申し上げ、

本定例会の開会に当たりましてのご挨拶といたします。 

議長（太田伸子君）  これより承認案件の審議に入ります。 

 なお、本定例会の質疑につきましては、会議規則第５５条の規定により、１議員１議題につき

３回まで、また、会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意見を述べることができないと定

められておりますので、申し添えます。 

 お諮りいたします。日程第６ 承認第１３号は承認案件でありますので、会議規則第３９条第

３項の規定により、委員会付託を省略することといたしたいと思いますが、これについて採決いた

します。 

 この採決は挙手によって行ないます。 

 日程第６ 承認第１３号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、承認第１３号について、委員会付託を省略する件は

可決されました。したがって、委員会付託を省略し、質疑、討論、採決をすることにいたしました。 

 △日程第６ 承認第１３号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第３号）の専決処分報告につ

いて   

議長（太田伸子君）  日程第６ 承認第１３号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第３号）の

専決処分についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  承認第１３号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第３号）の

専決処分についてご説明をいたします。 

 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第３号）について、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、令和４年６月２１日に専決処分をしたので、同条第３項の規定により議会に報告し承認を求

めるものであります。 

 おめくりをいただきたいと思います。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１６０万８,０００円を増額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ６１億３５２万７,０００円とするものであります。この補正予算は、６月
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２０日付で白馬村議会から白馬村選挙管理委員会宛ての議員欠員通知を受けたことにより、白馬村

議会議員補欠選挙を７月１０日執行の参議院議員通常選挙及び白馬村長選挙と同日に執行すること

による関連経費の増額になります。 

 ６ページの歳出明細を御覧ください。 

 白馬村議会議員補欠選挙事業に係る経費として１６０万８,０００円を計上するものです。主な

内容は、村議補選の執行に伴い、投開票に関する職員手当が２９万円、選挙執行に係る需用費とし

ての消耗品、印刷製本費などに７０万９,０００円、選挙公営に関する負担金補助及び交付金とし

て５０万２,０００円です。 

 なお、今回の補正の財源につきましては、前の５ページの歳入明細のとおり全額繰越金としてご

ざいます。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決をいたします。承認第１３号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第３号）の専決処分報

告についてを、報告のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、承認第１３号は報告のとおり承認されました。 

 次に、議案の審議に入ります。 

 △日程第７ 議案第２８号 白馬村認定こども園条例の制定について   

議長（太田伸子君）  日程第７ 議案第２８号 白馬村認定こども園条例の制定についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。下川子育て支援課長。 

子育て支援課長（下川浩毅君）  議案第２８号 白馬村認定こども園条例の制定について、ご説明

申し上げます。 

 この条例の制定は、しろうま保育園を令和５年４月１日から認定こども園に移行するに当たり、

本条例を整備するものでございます。 

 第１条は設置で、根拠法令に基づき設置することを規定しております。第２条は認定こども園の

類型を定義し、第３条は名称、位置、類型、定員を規定し、第４条から第１１条までは職員、事業、

入園の資格、入園の申込み、入園の制限、入園の取消し、保育料、給食費について規定してござい
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ます。第１２条は委任について、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めると規定してご

ざいます。 

 附則でございますが、第１項でこの条例の施行日を令和５年４月１日とし、第２項で、白馬村保

育所設置条例を廃止、第３項で、認定こども園の入園に関する必要な申請等はこの条例の施行日前

においても行なえることを規定してございます。 

 説明は以上となります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第８ 議案第２９号 白馬村景観条例の制定について   

議長（太田伸子君）  日程第８ 議案第２９号 白馬村景観条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第２９号 白馬村景観条例の制定について、ご説明いたします。 

 この条例は、景観法の規定に基づき本村が景観行政団体に移行すること、また景観計画を策定す

ることを前提といたしまして新たに制定するものでございます。 

 かがみのページをおめくりいただきまして、１ページ目から御覧ください。 

 前文に続きまして第１章、総則です。第１条は、この条例の目的を明記をし、続いて２ページ、

第２条では、この条例で使用する用語の定義を、また第３条から３ページの第５条にかけて、村、

村民、事業者の責務についてそれぞれうたっております。 

 第２章の景観計画の策定等は第６条から第１０条にかけて、景観計画の策定手続、計画提案、景

観育成重点地区などをうたっております。 

 その下、第３章、行為の規制等でございますが、第１１条で景観計画への適合の努力規定を設け

たほか、４ページに入りまして、第１２条から第１４条にかけて届出の義務及び届出を要しない行

為などについて明記をしております。 

 第１５条から第１７条にかけて、届出に対する助言、指導及び勧告等についてうたっております。 

 ５ページ、第２１条から第２２条は、大規模行為に関する事前協議とそれに対する指導、助言に

ついて明記をしております。 

 第２４条から６ページの第２８条まで、こちらは景観法に規定された景観重要建造物及び景観重

要樹木の指定、管理基準、指定解除の手続などについてうたったものでございます。 

 第５章、自主活動の支援は、第２９条において景観地区の決定手続、７ページに入りまして第

３１条で景観協定の締結、第３４条で景観育成住民協定の締結、８ページに入りまして、第３６条

で景観育成村民団体の位置づけ、そういったものをうたっております。 
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 第６章は、白馬村景観審議会です。第３８条から９ページの第４５条までかけまして景観法で規

定された景観審議会について、その設置、任務、委員構成、任期などを明記したものでございます。 

 ９ページの下段から１０ページにかけまして附則でございます。令和４年１０月１日を施行日と

しておりますが、行為制限等に関する事項などにつきましては令和５年１月１日から、大規模行為

に関する事前協議については令和５年３月１日からの施行としております。 

 以上で説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。８番

津滝俊幸議員。 

第８番（津滝俊幸君）  ８番津滝俊幸です。議案第２９号 白馬村景観条例の制定について質疑い

たします。 

 本村の景観については、現在白馬村環境基本条例及び施行規則、開発指導要綱さらには景観形成

住民協定提携によりコントロールされています。なぜ今新たに景観条例を制定し、県から景観行政

団体の認定を受けて景観計画を策定しなければならないのか、お伺いいたします。 

 また、この条例制定により何が変わり、何が規制されるのか、住民生活においての影響について

もお伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  それでは、津滝議員のご質問にお答えをします。 

 ご質問の内容につきましては、現在白馬村景観条例などでコントロールされているものをなぜ新

たな条例を制定するかということでございますけれども、まず現在の状況でございますけれども、

議員のご質問にございますとおり白馬村景観条例で運用しているということでありますけれども、

ただし現在の景観行政団体はあくまで県でございますので、並行して長野県の景観条例あるいは長

野県の景観計画に基づいた運用を行なっているということです。 

 つまり村と県と２つの制度の下で動いているということでございますけれども、これまでの制度

の成り立ちから村と県の制度を比較をいたしますと、本村の環境基本条例は県条例と比べて、より

きめ細やかな内容でつくられておりますので、運用していく上で双方の制度の細かい部分で齟齬が

生じている部分もございました。 

 こういった点を踏まえ様々なご意見をいただき検討を重ねた中で、これまでの環境基本条例の趣

旨にのっとって、より主体的に村が景観行政を進めていくために県の枠組みから独立した景観条例

あるいは景観計画をつくっていくべきであるという方針決定をし、４年以上の歳月をかけて作業を

進めてまいりました。まず行程についてご理解をお願いできればというふうに思います。 

 また、規制内容ですとか住民の生活の影響につきましては、今回上程している景観条例の中で細

かい数値基準までうたっているわけではございません。例えば建物の配置ですとか高さあるいは色

彩などの基準につきましては、景観条例に基づいて策定をされます景観計画の中で明記されていく
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わけでございますけれども、こちらも基本的には環境基本条例、現在村が運用しております条例の

考え方を大方の部分で踏襲した内容で検討してきております。 

 この景観計画の策定作業の中では、津滝委員からも検討メンバーに加わっていただいた経過もご

ざいますけれども、今回上程した景観条例がもし制定されなければ、この長い年月を費やしてきた

計画も日の目を見ることもありませんので、本条例のご審議をいただく中で可決に向けて議会の皆

様のご協力をお願いしたいというふうに考えております。 

 説明は以上でございます。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。津滝議員、質問はありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  条例制定後の告知方法と住民への説明、また施行していく中で専門的知識

や指導が必要とされると予想されます。これらについてどのように行なっていくかお伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  周知のご質問でございますけれども、これ今回単発で条例を出したとい

うわけではなくてですね、過去４年間かけて景観計画の原案とともに何回もそういった作業を行な

ってまいりました。その都度ワークショップ開催をしたりあるいは素案ができた段階でパブリック

コメントなども行ないながら計画作業を進めてまいりまして、それを踏まえて景観計画策定審議会

の中で協議を行なってきたところでございます。 

 現在素案まで仕上がっている段階でございますけれども、先頃、村長のほうへその報告をいただ

きまして、今度は素案の段階から今度村の案として最終案に仕上げていくわけでございますので、

その段階でまた再度パブリックコメントなどを行ない、最終的な意見集約を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

   （「答えてない」の声あり） 

議長（太田伸子君）  初めの専門的知識のこと。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  すみません、ちょっと答弁が漏れておりました。 

 専門的知識が必要の場合はどうなるかということでございますけれども、先ほど申しましたけれ

ども、これまでの景観計画策定委員会検討経過の中で、それぞれの部門でいわゆる有識者の方に入

っていただいて検討してきたという経過もございますので、最終的には現在つくり上げております

素案をベースに今後も最終的な計画案に仕上げていくというような形になろうかと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。津滝議員、質疑はありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  先ほど述べられておりました景観計画についてなんですけども、これから

パブリックコメントが予定されているというようなお話もありますが、このパブコメと言われるも

のの意見ですね、可否やさらには計画へのフィードバック、そういったものの扱いについてどのよ
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うにやっていくのかということをお伺いします。村民からいただいた意見を、どのように計画に反

映させていくのかということをお伺いします。 

議長（太田伸子君）  矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  お答えいたします。 

 現段階でパブリックコメント、どういった内容のものが出てくるかというものはまだ定かであり

ませんので、予定としましては１０月の下旬頃を目安に公表してパブリックコメントを求めていき

たいと思っていますので、当然意見の内容等につきましてはそれぞれ個別に判断をして結論を出し

ていくと。その結果については、また環境審議会などを通じてお諮りをし、最終案として村民の皆

さんにもお示しをしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第９ 議案第３０号 白馬村開発行為の調整等に関する条例の制定について   

議長（太田伸子君）  日程第９ 議案第３０号 白馬村開発行為の調整等に関する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第３０号 白馬村開発行為の調整等に関する条例の制定について、

ご説明いたします。 

 この条例は、白馬村環境基本条例の内容を原則として踏襲しつつ、単独の条例として新たに制定

するものでございます。 

 かがみのページをおめくりいただきまして、１ページ目から御覧ください。 

 第１条は、この条例の目的を明記をし、第２条では、この条例で使用する用語の定義をうたって

おります。 

 ２ページに入りまして、第３条から３ページの第５条にかけて村、村民等、開発事業者の責務に

ついてそれぞれ明記をしております。 

 第６条は、この条例の適用範囲をうたっておりますが、一部を除き原則として白馬村環境基本条

例を引き継いだ内容となっております。 

 ４ページ、第７条は、公共事業などこの条例の適用除外となるものを第４号まで明記をしており

ます。 

 第２章でありますけれども、第８条で事前協議、さらに５ページの第９条では協定の締結をうた

っておりまして、こちらも原則として白馬村環境基本条例の内容を踏襲したものでございます。 

 第３章は、第１１条において開発事業者が遵守すべき基本事項を明記をしております。 
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 ６ページ、第４章でありますけれども、第１２条から第１３条において開発計画に対する指導基

準の策定、そしてその使用基準の公表、その遵守についてうたっております。 

 第５章は、第１４条から７ページの第２１条にかけて、新たに設置する白馬村開発審議会の任務、

組織、任期、会議などをうたった内容でございます。 

 第６章は雑則で、８ページ、第２２条では立入りの調査、第２４条は工事完了後の検査、第

２５条では指導、勧告及び命令、さらに第２６条では勧告・命令に従わなかった場合の事業者の公

表などについてうたっております。 

 ９ページの附則において、この条例の施行日を令和５年１月１日としております。 

 以上で説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１０ 議案第３１号 白馬村地区計画等の案の作成手続きに関する条例の制定について   

議長（太田伸子君）  日程第１０ 議案第３１号 白馬村地区計画等の案の作成手続きに関する条

例の制定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第３１号 白馬村地区計画等の案の作成手続きに関する条例の制定

について、ご説明をいたします。 

 かがみのページをおめくりいただきまして、１ページ目から御覧ください。 

 第１条では、この条例の趣旨をうたっておりまして、都市計画法第１６条第２項及び第３項に基

づく条例制定である旨を記載しております。 

 第２条は、地区計画等の原案の提示方法、第３条は説明会の開催等、そして第４条は、地区計画

等の原案に対する意見の提出方法についてうたっております。 

 第５条は、住民または利害関係人からの地区計画等の案の内容となるべき事項の申出方法、条件

などについてうたっております。 

 ２ページに入りまして、第６条から第８条にかけて地区計画等に関する申出があった場合の判断、

都市計画審議会への付議、申出を踏まえた案を作成しない場合の措置などについてうたっておりま

す。 

 附則において、この条例の施行日を公布の日からとしておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上で説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０５分  

再開 午前１１時１０分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  先ほど、議案第２９号の津滝議員の関連質問に対する答弁の中で、私、

環境審議会と申し上げたようでありますけれども、正しくは景観計画策定委員会の中で審議をして

きたということでございますので、お詫びを申し上げ、訂正させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

 △日程第１１ 議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正について   

議長（太田伸子君）  日程第１１ 議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正について、ご説明

申し上げます。 

 この条例の全部改正は、本村が景観行政団体への移行に際し、現行の環境基本条例で規定してい

る開発の基準等について、白馬村景観条例及び白馬村開発行為の調整等に関する条例といった関係

条例に分離し個別条例の制定として議案を提出することから、本来あるべき環境政策の基本となる

環境基本法等に基づく環境基本条例として全部改正をしたいため議会の議決を求めるものです。 

 それでは、条例本文について概要をご説明させていただきます。 

 前文は、今日の社会経済活動は生活の豊かさをもたらした一方で環境への負荷を増大させ、地域

の環境にとどまらず地球規模での環境にまで影響を及ぼしており、私たちはこの豊かな自然や恵ま

れた自然を生かしながら健康で安心して暮らせる村づくりに取り組まなければならず、白馬村の地

域特性、自然環境、産業構造等を総合的に勘案し、人と自然が共生し環境への負荷の少ない安全・

安心な白馬村を村民が一体となって創造しつつ、持続可能な脱炭素社会づくりを効果的に推進し将

来に継承していくため、この条例を全部改正としております。 

 第１条の目的は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、それぞれの責務を明らかにする

とともに環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより総合的かつ計画的

に推進し、もって現在及び将来の村民の健康で安全かつ快適な生活の確保に期することを目的とす

るものです。 

 第２条では定義として用語の意味を、第３条は基本理念として４つの項目を定め、第４条から第

６条までは村や村民などそれぞれの責務を規定しております。 

 第７条は、各種環境施策の基本方針として施策の相互連携について規定しています。 
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 第８条から第１７条は、第３章として環境の保全等に対する基本的施策としております。 

 第８条は環境と景観に対する配慮、第９条及び第１０条は規制と誘導的措置、第１１条は快適な

環境の保全及び創造、第１２条から第１７条までは資源の循環的利用や各種資源の保全などを規定

しております。 

 第１８条では地球環境の保全の推進、第１９条は地球温暖化対策のための取組について規定をし

ております。 

 附則として、この条例の施行日につきましては、今回、提出する関係条例との整合を図るため、

令和５年１月１日から施行するものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。第

１１番丸山勇太郎議員。 

第１１番（丸山勇太郎君）  議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正について、３問、質疑

します。 

 初めに、この条例改正は、先ほどの景観条例、開発行為の調整等に関する条例の新規制定に伴い、

２３年間、環境、景観行政のよりどころとしてきた同条例を気候非常事態宣言、ゼロカーボンシテ

ィー宣言を次々と発した村として、気候変動対策、カーボンニュートラルへの施策を積極的に展開

するための理念条例として生まれ変わらせるということが全部改正の本旨であり、行政側、議会側

の勉強会等も通じた一致した認識となっていました。 

 上程された条例には前文が添えられていますが、２つの宣言をしたことの記載がありませんし、

その本旨が全体を貫くものになっていないのはなぜか伺います。 

 また、気候非常事態宣言第２項、ゼロカーボンシティー宣言第３項に共通してうたった２０５０年

再生可能エネルギー自給率１００％を達成するために必要な再生可能エネルギーを自ら積極的につ

くり出すことの記載がない理由を併せて伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまご質問いただきました２つの宣言が条例を貫くものにな

っていないという点と、再生可能エネルギーを積極的につくり出す記載がないということについて

お答えをさせていただきます。 

 今回の環境基本条例の全部改正の位置づけにつきましては、先ほどの提案のときに申し上げさせ

ていただきました。これにつきましては、現行条例を意識しつつ文言の整理等の調整を踏まえた条

例構成とさせていただきました。 

 併せて、基本理念を地球規模の環境問題に対応し環境負荷の少ない社会を実現することなどを、

国、地方自治体、事業者及び国民の責務を明らかにする環境基本法や廃棄物処理、リサイクル対策

の重要性を定めた循環型社会形成基本法及び水の公共性など総合的な水環境の適正化をうたう水循
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環基本法に倣って、現在及び将来の村民の健康と快適な生活環境の確保を目的に掲げる理念条例と

して位置づけをさせていただきました。 

 条例の構成は、この中でも環境基本法を柱とさせていただいております。この環境基本法におけ

る地球環境保全の定義とは、人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進行、野生

生物の種の減少、その他の地球全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の

保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものを

言うとしており、本提出をいたしました条例でも同様に定義をさせていただいております。 

 ご質問の２つの宣言につきましては、この法律における地球環境の保全に包含をさせております

ので、理念条例であることから具体的な宣言をいたしました固有名詞は使用しなかったということ

でございます。 

 しかしながら、前文において地球温暖化に起因にする気候変動は本村にとっても極めて深刻な脅

威であり、自然の恵みを受けてきた本村だからこそ、この危機的状況に正面から向き合い、再生可

能エネルギーにシフトするなど将来に向けた持続可能な社会を引き継いでいかなければなりません

と前置きをさせていただきました。 

 また、再生可能エネルギーを積極的につくり出す記載がないとのご指摘でございますが、条例の

基本理念には地域の特性を最大限に生かした再生可能エネルギーの利活用、さらにはゼロカーボン

社会の構築に向けて取り組まなければならないとしており、個々の条例の中にも再生可能エネル

ギーについて、シフトまたは有効利用、温室効果ガスの排出抑制といった取組を掲げておりますの

で、ご理解をいただければと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  丸山議員、質疑はありませんか。丸山議員。 

第１１番（丸山勇太郎君）  では、２問目です。 

 今、脱炭素が全世界の喫緊の課題です。気候変動対策に関しては、末尾に地球環境保全の推進と

章立てし２条を書き加えただけです。地球環境保全という表現は２３年前策定の現条例での表現で

あり、さきの質疑のとおり、２つの宣言をした村として、気候変動、ゼロカーボンあるいはカーボ

ンニュートラルという表現を第２条の用語の定義にも加え、解説し、積極的に用いるべきものであ

ること、また、第１８条に規定したことこそ、条例前段の村、村民、事業者それぞれの責務に明記

し論旨を組立てるべきであり、したがって、第４条、第５条はもちろんのこと、第６条の事業者の

責務では公害防止云々ではなくてＣＯ２排出抑制こそ真っ先にくることではないかと考えますが、

そのようになっていない理由を伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ２点目の質疑に対してお答えをさせていただきます。 

 条例の中に特に第６条へのＣＯ２排出抑制を優先すべきということでございますけれども、先ほ
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どの１点目でもお答えいたしました柱となる環境基本法では定義の１番目に地球環境保全を２番目

に公害を規定しております。 

 公害とは、環境保全上の支障のうち事業活動、その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康また

は生活環境に係る被害が生ずることを言うとしております。 

 関係課で複数回集まりまして、内容をどういうふうにしていくのかという協議の中でも、公害に

ついてもしっかりと触れておくべきということで先ほどの法律であります環境基本法では第１項で

法律上の順位が地球環境の保全、第２項のところで公害となっておりますので、法律上の順位の項

を合わせ第２項で環境の負荷等を規定させていただいたということでご理解をいただければと思い

ます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質疑はありませんか。丸山議員。 

第１１番（丸山勇太郎君）  では、３問目です。 

 この全部改正の中には、環境の保全及び創造という表現を複数回使用していますが、環境の保全

はよく分かりますけれども、本村において環境の創造とはどういうことをしていくことなのか具体

的に説明してください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ３点目の質疑にお答えいたします。 

 環境の創造につきましての具体的な内容ということでございますが、地球温暖化対策の推進、循

環型社会の形成の促進、美しい自然環境の再生、安全な水循環の回復、大気汚染、騒音の防止等に

よる生活環境の改善の施策を推進するものです。 

 なお、詳細な取組につきましては、各課横断的に連携を図った施策が必要と感じておりますので、

ご理解をいただければと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１２ 議案第３３号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部を

改正する条例について   

議長（太田伸子君）  日程第１２ 議案第３３号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第３３号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例
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の一部を改正する条例について、ご説明いたします。 

 この一部改正は、白馬村景観条例の制定に伴い新たに設置される景観審議会について、その委員

報酬を明記するものでございます。 

 最終ページの新旧対照表を御覧ください。 

 別表の中に新たに景観審議会委員を追記し、報酬額は他の委員と合わせ、日額６,１００円、半

日額３,８００円としたいものでございます。 

 １ページ前の改め文にお戻りいただきまして、附則でこの条例の施行日を令和４年１０月１日と

しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１３ 議案第３４号 白馬村保育料条例の一部を改正する条例について   

議長（太田伸子君）  日程第１３ 議案第３４号 白馬村保育料条例の一部を改正する条例につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。下川子育て支援課長。 

子育て支援課長（下川浩毅君）  議案第３４号 白馬村保育料条例の一部を改正する条例について、

ご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正につきましては、しろうま保育園を令和５年４月１日から認定こども園に移

行することに伴うものでございます。 

 ４枚めくっていただきまして、新旧対照表１ページを御覧ください。 

 まず、本条例の本文中の全体の改正でございますが、保育所を認定こども園に改めてございます。 

 また、認定こども園に移行することで、教育標準時間でお預かりする子供の料金を新たに定めて

ございます。 

 第３条の保育料の規定では、特定教育、保育のうち３歳以上児に係る保育料をゼロ円に、保育に

係る３歳未満児の保育料を別表１に所得割課税額の階層ごとに保育料を定めてございます。 

 また、２ページに移りまして、第５条では３歳未満児の私的契約時の保育料について別表第１で

定めてございます。 

 第４条延長保育料、第７条副食費につきましては、９ページになりますが別表第２で定めてござ

います。 

 附則といたしまして、この条例は令和５年４月１日から施行するものでございます。 

 説明は以上でございます。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１４ 議案第３５号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい

て   

議長（太田伸子君）  日程第１４ 議案第３５号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第３５号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例について、ご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、年金制度の機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律が公布さ

れ、同法附則で消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部も改正となり、これを踏

まえて令和４年３月の改正条例における附則に経過措置を追加する改正を行なうものです。 

 最終ページの新旧対照表を御覧ください。 

 附則第２項の次に第３項として、この経過措置について加える理由は条例の施行日において、公

務災害補償を受ける権利を担保に出していた場合は担保に供することができるという経過措置を加

えるものです。 

 なお、第２項についても第３項を加えることに伴い、括弧書きの文言を加えるものです。 

 改め文にお戻りいただき、この条例の施行日を公布の日とし、令和４年４月１日から遡及して適

用するものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１５ 議案第３６号 令和３年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分について   

議長（太田伸子君）  日程第１５ 議案第３６号 令和３年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余

金の処分についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第３６号 令和３年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の

処分について、ご説明いたします。 

 令和３年度の未処分利益剰余金は、令和２年度からの繰越利益剰余金に当年度純利益を合わせた

７,４０５万１,６４２円となっております。 

 令和３年度未処分利益剰余金のうち７,０００万円を建設改良積立金に積立て、残額の４０５万

１,６４２円は翌年度へ繰越利益剰余金として処分しようとするもので、地方公営企業法第３２条
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第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１６ 議案第３７号 令和３年度白馬村下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て   

議長（太田伸子君）  日程第１６ 議案第３７号 令和３年度白馬村下水道事業会計未処分利益剰

余金の処分についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第３７号 令和３年度白馬村下水道事業会計未処分利益剰余金

の処分について、ご説明いたします。 

 令和３年度未処分利益剰余金は、令和２年度からの繰越利益剰余金に当年度純利益を合わせた

４,７１０万８,５２８円となっております。 

 令和３年度未処分利益剰余金のうち４,０００万円を建設改良積立金に積立て、残額の７１０万

８,５２８円は翌年度へ繰越利益剰余金として処分しようとするもので、地方公営企業法第３２条

第２項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１７ 議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）   

議長（太田伸子君）  日程第１７ 議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）に

つきまして、ご説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億４,１７２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を６３億４,５２５万４,０００円とするものであります。 

 ８ページ、歳入明細を御覧ください。 

 主なものについてご説明をさせていただきます。 

 １４款２項２目衛生費国庫補助金３,８２６万３,０００円の増額は、新型コロナウイルスワクチ

ン接種のオミクロン株対応に伴うものです。 
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 ４目教育費国庫補助金３３８万８,０００円の増額は、中学校防火シャッター危害防止装置設置

に係る学校施設環境改善補助金１８１万３,０００円と新型コロナウイルス感染症対策に係る学校

保健特別対策事業費補助金の計１５７万５,０００円によるものです。 

 ９ページを御覧ください。 

 同じく６目総務費国庫補助金１億３,４３１万９,０００円の増額は、コロナ禍における原油価格、

物価高騰対応分の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金７,５２２万５,０００円増額

と新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、住民税非課税世帯等に対して１世帯当たり

１０万円を支給するための非課税世帯等臨時給付金給付事業費とその事務費５,６３０万５,０００円

増額などによるものです。 

 １５款２項４目農林水産業費県補助金１０２万４,０００円の増額は、農業生産性向上を図る施

設、機械整備のための産地生産基盤パワーアップ事業補助金１００万円などによるものです。 

 ３項１目総務費県委託金２３８万円の増額は、白馬ジャンプ競技場の電気料高騰に係る県からの

指定管理料であるジャンプ競技場管理委託金２３３万円の増額などによるものです。 

 １０ページを御覧ください。 

 １７款１項１目一般寄附金５,６４６万７,０００円の増額は、前年度に比べて現在８％ほど伸び

ているふるさと白馬村を応援する寄附金５,０００万円増額などによるものです。 

 １８款１項１目減債基金繰入金３,０２９万３,０００円の減額は、前年度に新型コロナウイルス

感染症対策として実施をした非課税世帯等臨時給付金事業や新型コロナウイルスワクチン接種事業

の前年度精算金が今年度に入ることにより、一般財源が３,０００万円以上増えるため、それに伴

う減額です。 

 ２目ふるさと白馬村を応援する基金繰入金４０６万円の減額は、前年度の協働のまちづくり事業

者支援に係る寄附金が当初の見込みより少なかったことなどによるものです。 

 １１ページを御覧ください。 

 １９款繰越金２,２９３万４,０００円の増額は、令和３年度決算額の確定によるものです。 

 ２０款５項１目雑入３,０５９万２,０００円の増額は、山岳観光施設などの雪害や落雷の被害に

充てるための損害保険料７２０万２,０００円増額、北アルプス広域連合過年度還付金１,９４８万

９,０００円、白馬山麓事務組合過年度還付金３８７万４,０００円などによるものです。 

 １２ページを御覧ください。 

 ２１款１項村債の１目臨時財政対策債１,６１４万３,０００円の減額は発行可能額の決定による

もの、６目教育債３２０万円の増額は、先ほど国庫補助金でも説明をいたしました中学校防火シャ

ッター危害防止装置設置に係る学校教育施設等整備事業債によるものです。 

 １３ページ、歳出明細を御覧ください。 

 全般的に一般職給料、職員手当、共済組合負担金、退職手当組合負担金の増額、減額は４月の人
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事異動に伴う人件費の組替えによるもので、正職員の配置などにより会計年度任用職員の人件費に

関しましても組替えを行なっております。 

 また、光熱水費はロシア、ウクライナの国際情勢や新型コロナウイルス感染症の影響により高騰

した電気料の増額によるものです。 

 人件費の組替えと光熱水費の増額につきましては説明を割愛させていただき、それ以外の主な事

業について説明をさせていただきます。 

 ２款１項６目企画一般事業３３０万円の増額は、デジタル田園都市国家構想推進交付金の活用に

より地域交通課題の解決を図る地域交通の分析及び最適化に向けた提言を受けるための地域課題マ

ッチング事業、地域交通検討業務委託料です。 

 ふるさと納税事業２,４２１万１,０００円の増額は、歳入でも説明をいたしましたふるさと白馬

村を応援する寄附金の増額に伴い、返礼業務委託料など所要経費を増額するものです。 

 １３ページから１４ページにかけまして、同じく白馬高校支援事業６４４万２,０００円の増額

は、入寮生が減ったことによる学生寮使用料の減額から白馬山麓事務組合等負担金の増額などです。 

 １４ページ、非課税世帯等臨時給付金事業２,３５２万５,０００円の増額は、先ほど歳入でも説

明をいたしました新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面していた

方々が速やかに生活や暮らしの支援を受けられるよう住民税非課税世帯等に対して１世帯当たり

１０万円を支給する非課税世帯等臨時給付金などです。特定財源としまして国庫補助金が１０分の

１０交付されます。 

 原油高・物価高騰現金給付事業５,３４２万７,０００円は、コロナ禍における原油高、物価の高

騰による経済的負担軽減を図るため、合理的範囲と設定いたしました世帯合計所得３００万円以下

の世帯に対し、１世帯当たり１万５,０００円を支給する原油高・物価高騰給付金などです。 

 １５ページから１６ページかけまして、３項１目戸籍住民基本台帳事業２７６万６,０００円の

増額は、マイナンバーカード交付事業拡大による臨時受付窓口開設に係る所要経費の計上、前年度

の中長期在留者居住地届出等事務委託費の精算による過年度国庫補助金返還金などです。 

 １７ページ、３款１項２目老人福祉事業９５万５,０００円の減額は、敬老会中止による所要経

費の皆減になります。 

 高齢者移動支援事業９６万円の増額は、新型コロナウイルスワクチンの４回目接種の実施に伴う

タクシー乗車券使用料です。 

 １８ページ、２項１目児童手当等給付事業１４９万円の増額は、前年度の子育て世帯等臨時特別

支援事業費補助金の精算による過年度還付金です。 

 ２０ページを御覧ください。 

 ４款１項２目保健予防事業３,７３７万２,０００円の増額は、先ほど歳入で説明をいたしました

新型コロナウイルスワクチン接種のオミクロン株対応に伴う所要経費などの増額によるものです。 
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 ２１ページから２２ページにかけまして、２項１目塵芥処理事業１４１万２,０００円の減額は、

廃棄物処理費やリサイクル推進費に係る北アルプス広域連合負担金の減額などです。 

 ５款１項１目農業委員会補助事業１７２万２,０００円の増額は、農家台帳のデータ修正業務な

どのために新たに会計年度任用職員を雇用したことから会計年度任用職員報酬の増額などです。 

 ２３ページ、３目農業振興事業１１５万４,０００円の増額は、先ほど歳入で説明をいたしまし

た農業生産性向上を図る施設、機械整備のための白馬村農業再生協議会負担金の新規計上などです。 

 少し飛びまして、２５ページを御覧ください。 

 ６款１項２目山岳観光施設維持補修事業４１４万３,０００円の増額は、落雷による八方池山荘

と雪害による白馬岳頂上宿舎の修繕費、白馬岳頂上宿舎修繕のための資材運搬業務に係る施設維持

管理委託料、八方池山荘建替計画基本設計業務において測量業務の追加に伴う委託料の増額です。 

 ３目２１観光戦略事業６２万３,０００円の増額は、長野県事業となるオーストラリアセールス

に同行するための旅費です。 

 海外観光客受皿整備事業９９０万８,０００円の増額は、この冬のシーズンの外国人観光客の入

り込みが見込めることから、１２月から２月までの間、ナイトシャトルバスを運行するための委託

料です。 

 ２６ページ、２項１目商工振興事業７５万円の増額は、商工会の補助対象外となる臨時職員１名

分の人件費の半額を補助するための負担金です。 

 新型コロナウイルス感染対策事業１,７９８万３,０００円の増額は、コロナ禍における原油価格、

物価高騰に対して村民の経済的負担軽減を図るため、１人でも多くの購入希望者に広く行き渡るよ

う商品券の増刷をするためのプレミアム付商品券事業補助金です。 

 ２７ページから２８ページかけまして、９款１項２目学校環境整備事業５４０万７,０００円の

増額は、白馬中学校の防火シャッター危害防止装置の設置工事に係る経費です。 

 ２８ページ、２項１目南小学校管理事業１８９万円の増額と北小学校管理事業１６５万７,０００円

の増額、２９ページ、３項１目中学校管理事業３９６万６,０００円の増額は、それぞれ新型コロ

ナウイルス感染症対策に係る支援として学校保健特別対策事業補助金の交付が決定したため、アル

コール消毒液購入などの経費に係る増額が主なものです。 

 ３０ページ、５項２目ウイング２１維持管理事業６６５万９,０００円の増額は、雪害によるウ

イング２１西面北側の屋根の修繕費の増額などによるものです。 

 ３１ページから３２ページにかけての１２款１項３目ふるさと納税基金事業３,５００万円の増

額は、ふるさと白馬村を応援する寄附金の増額に基づきまして積立金を増額するものです。 

 お戻りいただき、５ページを御覧ください。 

 第２表地方債補正につきましては、先ほども説明をいたしました中学校防火シャッター危害防止

装置設置に係る学校教育施設等整備事業債の新規発行に伴い学校教育施設改修事業の限度額を増額
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し、上段は発行可能額の決定に伴い臨時財政対策債の限度額を減額しております。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１８ 議案第３９号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

１号）   

議長（太田伸子君）  日程第１８ 議案第３９号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  議案第３９号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第１号）について、ご説明いたします。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５８万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１０億１,９５７万１,０００円とするものです。 

 ３ページの歳入明細をお開きください。 

 ３款１項１目保険給付費等交付金１６万５,０００円の増額は、未就学児均等割導入に伴う報告

等システム改修に係る経費について特別調整交付金として受けるものであります。 

 ５款１項１目一般会計繰入金５７万５,０００円の増額は、人事異動に伴う人件費増額分です。 

 ２項１目国民健康保険財政調整基金繰入金１７４万円の減額は、６款の令和３年度からの繰越金

確定に伴う増額により財政調整基金からの繰入金を減額するものであります。 

 ４ページ、７款３項５目雑入３８５万円の増額は、令和３年度に長野県国民健康保険団体連合会

へ支払った療養給付費審査支払手数料の精算により同連合会から還付されたことによるものです。 

 続いて、５ページからの歳出についてご説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、歳入でも説明いたしましたが人事異動による人件費分の増額です。 

 ２項１目賦課徴税費１６万５,０００円の増額は、こちらも歳入で説明いたしましたが、未就学

児均等割額導入に伴う報告等システム改修のための増額です。 

 ５ページから６ページかけての３款１項１目一般被保険者医療給付費分は、財源の組替えを行な

うものであります。 

 ６款１項３目保険給付費負担金等償還金３８４万２,０００円の増額は、歳入で補正しました還

付金について歳出時の財源が長野県から交付される普通交付金であることから、還付された金額を

長野県に返還するため当初予算計上額に不足する額を増額するものであります。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１９ 議案第４０号 令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号）   

議長（太田伸子君）  日程第１９ 議案第４０号 令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第４０号 令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号）

について、ご説明いたします。 

 第２条として、令和４年度白馬村水道事業会計予算第３条に定めました収益的収入及び支出の予

定額の収益的支出、１款水道事業費用を５１９万６,０００円を追加し２億７,１９０万８,０００円

とし、第３条では、当初予算第４条本文、括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額を１億８８３万円に改め、資本的収入及び支出の予定額の資本的支出、１款資本的支出に

９５０万７,０００円を追加し１億５,７６８万３,０００円とするものです。 

 この補正は、電気料金の値上げや資材費の高騰による動力費や工事費の増額、また職員の人事異

動による人件費を減額したものであります。 

 また、第４条として、当初予算第８条に定める職員給与費を人事異動により２８４万５,０００円

減額し３,９０６万５,０００円とするものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２０ 議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第１号）   

議長（太田伸子君）  日程第２０ 議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第

１号）についてご説明いたします。 

 第２条として収益的収入及び支出の予定額の収益的収入、１款水道事業収益に５４０万円を追加

し、４億８,３９０万６,０００円とし、資本的支出、１款下水道事業費用５３１万８,０００円を

追加し、４億８,３８２万４,０００円とします。 

 第３条として当初予算第４条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

を１億２,１０９万５,０００円に改め、資本的収入の１款、資本的収入を５４０万円減額し、３億

５,６８４万５,０００円とし、１款資本的支出に２２５万２,０００円を追加し、４億７,７９０万
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円とするものです。 

 この補正につきましては、一般会計からの繰入金算入の組替えと人事異動に伴う人件費の増、電

気料金値上げなどに伴う動力費の増などとなります。 

 また、当初予算第８条に定めました職員給与費を人事異動により２２５万２,０００円を増額す

るものです。 

 説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議案議題となっております、第３６号及び議案第３７号を除く議案

第２８号から議案第４１号までは、お手元に配付いたしました令和４年第３回白馬村議会定例会常

任委員会等付託書のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって議案第３６号及び議案第３７号を除く、議案第

２８号から議案第４１号までは、常任委員会等付託書のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託

することに決定いたしました。 

 ただいまから午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５９分  

再開 午後 １時００分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き、会議を始めます。 

 これより、認定案件の審議に入ります。 

 △日程第２１ 認定第１号 令和３年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定について   

 △日程第２２ 認定第２号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定

について   

 △日程第２３ 認定第３号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て   

 △日程第２４ 認定第４号 令和３年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて   

 △日程第２５ 認定第５号 令和３年度白馬村水道事業会計決算認定について   

 △日程第２６ 認定第６号 令和３年度白馬村下水道事業会計決算認定について   

議長（太田伸子君）  お諮りいたします。日程第２１ 認定第１号から日程第２６ 認定第６号ま

でを一括議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第６号までは一括議題と

することに決定いたしました。 

 最初に、日程第２１ 認定第１号 令和３年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定についての説明

を求めます。初めに、吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  認定第１号 令和３年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定につき

ましてご説明いたします。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査員の意見をつけて議会の認定に付するも

のでございます。私からは歳入全般と議会、監査、総務課所管の歳出につきまして、その概要を説

明し、その他の歳出につきましては、担当課等の長が、順次、説明をしてまいります。 

 それでは、令和３年度歳入歳出決算書９６ページを御覧ください。 

 歳入総額が７０億６６５万７,３６７円、歳出総額が６８億４,８６７万６,１７４円で、歳入歳

出差引額は１億５,７９８万１,１９３円、繰越明許費繰越額１,８２４万円、実質収支額は１億

３,９７４万１,１９３円、実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額は

７,０００万円です。 

 ６ページにお戻りください。 

 まず、歳入でございますが、村税は１２億９,０３２万９,５６５円で、内訳は村民税が４億

１,０７９万８,２０６円、固定資産税が７億４,７２３万２,１４２円、軽自動車税が３,６２１万

４,８７９円、村たばこ税が６,４５８万６,９００円、入湯税が３,１４９万７,４３８円です。 

 ６ページの不納欠損額は１,１４２万２,９７７円で、収入未済額は２億４,６４０万９,４６７円

です。 

 ７ページ、地方譲与税が７,４１０万７,０００円です。 

 ８ページ、法人事業税交付金が１,５３４万円で、地方消費税交付金が２億４,１８３万

２,０００円、８ページから９ページにかけまして、地方特例交付金が新型コロナウイルス感染対

策地方税減収補てん特別交付金のため大幅な増により１億７,３６７万８,０００円、地方交付税も

普通交付税が新型コロナウイルス感染症の影響による基準財政収入額の減などのため増額となり

２３億９,４３５万１,０００円です。 

 ９ページから１０ページにかけまして、分担金及び負担金は１億１,５５７万５７３円です。主

なものは、１０ページ、保育所保育料及び延長一時及び休日保育料負担金計１,４０１万円余り、

白馬村土地改良区負担金５１２万円余り、土地改良事業受益者負担金４,９７５万円、学校給食費

負担金３,４５２万円余りです。 

 １０ページから１２ページにかけまして、使用料及び手数料は４,７７１万４,４８１円です。使

用料の主なものは、ジャンプ競技場リフト使用料１,３５６万円余り、１１ページに移りまして、
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ケーブルテレビ白馬ＩＲＵ契約利用料６６０万円余り、ケーブルテレビ施設保守費等指定管理者負

担分利用料５７９万円余り、土木施設の公有財産占用料６９７万円余りです。 

 手数料の主なものは、１２ページを御覧ください。 

 雑排水汲取手数料等２７４万円余りです。 

 国庫支出金は８億７,１８９万３,１５８円で、国庫負担金の主なものは、児童手当負担金

８,０３８万５,９９９円、国民健康保険基盤安定負担金１,１３４万８,８６８円、身体障害者福祉

費負担金６,９３１万１,０００円、新型コロナウイルスワクチン接種負担金５,１０９万円余りで

す。 

 １２ページから１５ページにかけまして、国庫補助金の主なものは、民生費の子ども・子育て支

援交付金１,８１６万円余り、子どものための教育・保育給付国庫交付金２,５４６万円余り、

１３ページに移りまして、新型コロナウイルス感染症対策のための子育て世帯への臨時特別給付金

給付事務費補助金計１億１,１５９万円余り、子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金計

１,０７０万円、衛生費の新型コロナワクチン接種事業補助金３,５４４万円余り、１４ページに移

りまして、橋梁修繕工事などに係る土木費補助金１億２,４４４万７,０００円、グランピング事業

など観光商工費の地方創生推進交付金８,１４６万円余り、１５ページに移りまして、総務費の新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億４,３０３万円余り、再エネ導入計画実現支

援事業補助金６６０万円、新型コロナウイルス感染症対策のための非課税世帯等臨時給付金給付事

業費補助金、給付事務費補助金計６,２５０万円です。 

 国庫委託金の主なものは、ナショナルトレーニングセンター委託金１,７３８万円余り。 

 １６ページを御覧ください。 

 県支出金は３億７,８２９万３,２０３円です。 

 県負担金の主なものは、児童手当負担金１,８３３万６,１６５円、国民健康保険と後期高齢者医

療保険の保険基盤安定負担金５,２４９万２,２７０円、身体障害者福祉費負担金３,３５５万

２,３１５円です。 

 県補助金の主なものは、民生費の障害者医療給付事業補助金７３１万円余り、１７ページに移り

まして、子ども・子育て支援事業交付金９５５万円、地方単独分を含む子どものための教育・保育

給付交付金１,８６５円余り、農業費の中山間地域等直接支払事業交付金６５７万円余り、

１８ページに移りまして、青年就農給付金補助金７５０万円、多面的機能支払交付金２,３６４万

円余り、地籍調査事業補助金６００万円、１９ページに移りまして、商工費の新型コロナウイルス

感染症対策のための地域活性化ＰａｙＰａｙキャンペーンに充当した特別警報２発出市町村等事業

者支援交付金６,６３０万円余りです。 

 県委託金の主なものは、ジャンプ競技場管理委託金５,６３８万円余り、県民税徴収委託金

１,６３２万円余り、衆議院議員・参議院議員補欠選挙に係る選挙費委託金１,３３１万８,１３４円
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です。 

 財産収入は、２,０６２万５,７９９円です。 

 ２０ページに移りまして、主なものは財産売払収入で、建設課所有の重機を売り払った車両売払

収入９３９万３,０００円です。 

 寄附金は５億２,２２７万７,０１８円です。主なものは、ふるさと白馬村を応援する寄附金５億

円余り、協働のまちづくり寄附金２,０７７万円余りです。 

 ２１ページを御覧ください。 

 繰入金は２億８,７６８万９２８円で、令和３年度も財政調整基金繰入金も減債基金繰入金もあ

りません。主なものは、繰越しを含むふるさと白馬村を応援する基金繰入金２億７,４３１万

８,０９１円、中小企業融資利子補給基金繰入金１,２６８万９,２２１円です。 

 ２１ページから２２ページにかけまして、繰越金は明許繰越事業分を含み６,６４２万２,０１９円

です。 

 ２２ページを御覧ください。 

 諸収入は１億５,７５２万５,６２３円です。主なものは、村税延滞金５９０万円余り、白馬村商

工振興資金預託金回収金２,０００万円、介護保険地域支援事業受託金３,６６５万円余り、

２３ページに移りまして、下側、コミュニティ助成事業助成金１,６００万円、北アルプス広域連

合過年度還付金８６９万円余り、村職員の派遣に伴う北アルプス広域連合派遣職員負担金８８２万

円余り、２４ページに移りまして、中ほど下、長野県後期高齢者医療広域連合補助金６６１万円余

り、村職員の派遣に伴う長野県地方税滞納整理機構負担金８３３万円余り、ＥＶシェアリング事業

補助金５００万円です。 

 ２５ページを御覧ください。 

 村債は３億３,１５９万８,０００円です。主なものは、臨時財政対策債１億４,５８９万

８,０００円、庁舎屋根改修工事に伴う一般単独事業債８７０万円、ほ場整備事業に伴う公共事業

等債１,８６０万円、落倉木道改修事業に伴う辺地対策事業債１,１７０万円、道路新設改良事業に

伴う土木債１億４,２３０万円であります。 

 次に、２７ページからの歳出でありますが、議会費７,３２９万６,０２１円は、議員１２名の報

酬、手当、一般職職員２名の人件費が主なものです。 

 総務費、総務管理費の一般管理費２億３,６８３万６,６５６円は、２７ページから２８ページに

かけて、特別職２名、一般職職員１４名及び会計年度任用職員５名などの人件費、２９ページに移

りまして、１１節役務費、通信運搬費等１,２５７万円余りです。 

 ３０ページから３１ページにかけまして、財産管理費５,１２２万５,７３８円の主なものは、会

計年度任用職員２名の人件費、１０節需用費、庁舎の電気水道代である光熱水費５２３万円余り、

１１節役務費、建物災害共済保険料５３６万円余り、１４節工事請負費、多目的研修集会施設の屋
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根などの庁舎改修修繕工事費１,５８２万円余りです。 

 ３２ページを御覧ください。 

 交通安全対策費４８万円は白馬村交通安全協会への補助金、防犯対策費４０万円は白馬村防犯協

会への補助金です。 

 姉妹都市提携費１３万２,３３５円は、静岡県河津町との交流経費です。 

 企画費５億６,３２１万４,５１２円の主な内容についてですが、白馬高校支援事業以外の、総務

課が所管する事業についてご説明をいたします。主なものは移住・交流集落支援事業で、会計年度

任用職員４名の人件費８０４万円余り、３３ページに移りまして、１１節役務費、ふるさと納税事

業のクレジット決済手数料等９８８万円余り、１２節委託料、返礼品送料等１,５８７万円余り、

返礼業務委託料２億１,２１４万円余り、１３節使用料及び賃借料、ケーブルテレビ白馬の電柱添

架使用料６７３万円余り、いこいの森借上料６９０万円、３４ページに移りまして、１８節負担金

補助及び交付金、北アルプス広域経常費負担金１,４７９万円余り、地域づくり事業等補助金他

５１９万円余り、塩島区の公民館建て替えに係るコミュニティセンター補助金２,０００万円、

３５ページに移りまして、新型コロナウイルス感染症対策のための非課税世帯等臨時給付金

９,２４０万円、同じく、灯油価格高騰対策として全世帯に一律１万円ずつ支給しました灯油等給

付金３,５０５万円です。 

 電算業務費３,１００万８,５１２円の主な内容は、電算総合行政システム業務委託料１,２９５万

円余り、庁内システム広域設置負担金１,１３５万円余りです。 

 ３６ページを御覧ください。 

 環境政策費１,３３１万７,２５０円の主な内容は、クールチョイスイベントに係るＥＶシェアリ

ング事業委託金５００万円、再エネに関する基本方針調査等業務委託料６６０万円です。 

 少し飛びまして、３８ページを御覧ください。 

 選挙費１,８８２万７,４９４円の主な内容は、３９ページからの３目令和３年１０月３１日に投

開票が行なわれました衆議院議員総選挙に係る衆議院議員選挙費６９５万２,５７５円、４０ペー

ジに移りまして、令和３年４月２５日に投開票が行なわれました村議会議員選挙費５３０万

１,１６３円、４１ページ、同日に投開票が行なわれました参議院議員補欠選挙に係る参議院議員

選挙費６４１万９,３３７円です。 

 統計調査費１３２万１,６７８円の主な内容は、４２ページに移りまして、経済センサス活動調

査に係る統計調査員報酬７９万円余りです。 

 監査員費４９万８,０００円の主な内容は、監査員報酬であります。 

 飛びまして、７８ページを御覧ください。 

 非常備消防費２,０７０万７,３０４円の主な内容は、消防団員報酬７７４万円余り、消防団員等

公務災害補償掛金等５３０万円余りです。 
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 ７９ページを御覧ください。 

 広域常備消防費１億４,９７０万２,９００円は、北アルプス広域連合への負担金などです。 

 消防施設費３６７万４,８６０円の主な内容は、８０ページに移りまして、消火栓管理負担金

１８０万円です。 

 防災費１,５５６万４,５９０円の主な内容は、新防災情報配信システムに係る防災システム等保

守委託料５２３万円余りです。 

 飛びまして、９４ページを御覧ください。 

 公債費７億１,２７７万６,４３４円は、長期債の元金と利子、一時借入金の利子です。 

 諸支出金５億３,９７１万５,６６１円の主な内容は、９５ページに移りまして、財政調整基金積

立金１億３,０００万円、減債基金積立金３,５００万円、ふるさと白馬村を応援する寄附金に基づ

く積立金３億６,７３７万円余り、白馬村地域情報化施設基金積立金６６１万円余りです。 

 次に、９７ページを御覧ください。 

 財産に関する調書でありますが、令和３年度中の増減は、土地につきましてはほとんどが国土調

査の成果による増減であり、建物につきましては村営住宅白馬団地の解体による減少であります。 

 ９８ページを御覧ください。 

 物品につきましては、主に古くなった重機の売払いによる減少であります。 

 基金につきましては、令和３年度末基金の現在高は、財政調整基金が１０億５,５５８万円余り、

減債基金が２億５,２５６万円余り、福祉基金が１億５,３３９万円余り、義務教育施設整備基金が

１億２,５８２万円余り、ふるさと白馬村を応援する基金は総額６億５２６万円余りで、計２３億

２,５２５万１,２４３円となっております。 

 私からの説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  続いて、長澤会計室長。 

会計管理者会計室長（長澤秀美君）  それでは、会計室関係につきましてご説明いたします。 

 決算書は３５ページになります。 

 ７目会計管理費、支出済額は２８２万８,９１４円です。主な内容は、１１節役務費７９万

７９０円は、窓口収納事務に係る手数料、１２節委託料６３万３,６００円、納付書の読み取り機

器の保守委託料が主なものです。 

 会計室関係は以上になります。 

議長（太田伸子君）  続いて、田中税務課長。 

税務課長（田中克俊君）  税務課関係につきましてご説明をいたします。 

 決算書は３６ページをお願いします。 

 ３６ページ下段から３７ページ上段にかけまして、２項徴税費１目税務総務費、支出済額

６,８１０万９,９１６円は、地方税滞納整理機構へ派遣している職員１名を含む職員１０名と会計
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年度任用職員１名の人件費が主な内容でございます。 

 ３７ページの下段、２目賦課徴収費３,８３４万６,５７９円の主な内容ですが、１節報酬

１６３万円余りは、外国人対応と申告相談に従事する会計年度任用職員の報酬、１２節委託料

２,１９９万円余りのうち、備考欄、賦課収納業務電算委託料１,４４７万円余りは、村税の賦課徴

収や滞納整理システムの保守と角公対応納付書の導入に関する委託料、地番図更新等作成委託料

５１９万円余りは、航空写真等を活用した地図情報システムの更新に係る委託料、クレジット収納

導入委託料１０１万円余りは、本年度から運用を開始したクレジット納付に係るシステム構築委託

料であります。 

 １３節使用料及び賃借料１５３万円余りは、コンビニ収納やヤフー公金支払いに係るシステム使

用料、１ページおめくりいただき、３８ページ、２２節償還金利子及び割引料８４３万円余りは、

税法上の規定によります修正申告、確定申告、税額更正による村税還付金が主な内容でございます。 

 税務課関係の説明は以上になります。 

議長（太田伸子君）  続いて、太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  住民課関係についてご説明いたします。 

 ３８ページをお開きください。 

 ３項１目戸籍住民基本台帳費２,０９２万６,８０６円は、職員人件費のほか、１８節負担金補助

及び交付金の戸籍及び住民基本台帳システムに関する共同サーバーの維持管理に要する北アルプス

広域連合負担金、番号カード関連事務交付金が主なものでございます。 

 ５０ページをお願いします。 

 ６目住民総務費２億１,４４８万２,３６９円は、職員人件費のほか、主なものは５１ページ、

１８節負担金補助及び交付金の後期高齢者医療に係る負担金として、療養給付費負担金７,０２４万

円余りと長野県後期高齢者広域連合負担金３６５万円余り、２７節繰出金として国民健康保険事業

勘定特別会計繰出金９,８１３万円余り、後期高齢者医療特別会計繰出金２,３３１円余りです。 

 ７目福祉医療費３,９２３万２５１円は、５１ページから５２ページにかけての１９節扶助費と

して１８歳以下の子供、母子等、障がい者、それぞれの医療給付費が主な支出です。 

 次に、５６ページをお願いいたします。 

 ３項１目年金総務費５９１万９０２円は、職員人件費が主なものでございます。 

 ４款衛生費１項１目環境衛生費５,４２２万９,６３６円のうち、住民課で執行した金額は、合併

浄化槽整備事業補助金を除く４,２４７万２,６３６円で、職員人件費のほか、主に５７ページの

１２節委託料の雑排水処理に係る委託料、公衆トイレ１６施設の管理委託料、１８節負担金及び補

助金の北アルプス葬祭場の運営に係る北アルプス広域連合負担金が主なものでございます。 

 続いて、６０ページをお願いいたします。 

 ２項１目塵芥処理費１億５,７３１万８,７６５円で、主なものは１１節役務費、一般廃棄物処理
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手数料６６０万円余りは、焼却灰等の埋立て処分に要した費用です。１２節委託料、塵芥処理委託

料４,０１７万円余りは、ごみの収集運搬に要した費用です。６１ページ、１８節負担金補助及び

交付金のごみ処理広域化に伴う北アルプス広域連合負担金は９,８０７万円余り、ごみ集積場設置

補助金は４３９万円余りです。 

 ２目し尿処理費８,７７２万８,０００円は、し尿処理の運営管理に係る費用としての白馬山麓事

務組合への負担金です。 

 住民課関係は以上です。 

議長（太田伸子君）  続いて、関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  上下水道課関係につきましてご説明いたします。 

 決算書５７ページを御覧ください。 

 ４款衛生費関係でございますが、１項１目環境衛生費の合併浄化槽整備事業でございます。

１８節負担金補助及び交付金の備考欄、合併処理浄化槽整備事業補助金として１,１７５万

７,０００円を支出し、令和３年度では３５基に対して補助を行ないました。 

 上下水道課関係は以上です。 

議長（太田伸子君）  続いて、松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  健康福祉課所管の決算についてご説明申し上げます。 

 決算書４５ページをお開きください。 

 ３款１項１目社会福祉総務費は９,２０４万９,８９０円で、正規職員４名の人件費のほか、主な

ものは１８節社会福祉協議会への運営補助金が２,０７６万円余り、積立金の３,５００万円は福祉

基金への積立金です。 

 続きまして、２目老人福祉費は４,８９３万５,４５０円の決算額で、４６ページを御覧ください。

主なものは、委託料のデマンドタクシーの運行委託料１,０３８万円余り、配食サービス事業委託

料３１８万円余り、デイサービス岳の湯の指定管理料１９３万円余り、使用料賃借料の新型コロナ

ワクチン接種に係る高齢者移動支援事業のタクシー乗車券使用料３７９万円余り、次ページ、負担

金補助金及び交付金の温泉施設利用料高齢者等補助金１９４万円余り、シニアクラブ活動等助成金

１１５万円、高齢者に優しい住宅改良事業補助金が３件で１８９万円、扶助費については養護老人

ホーム入所者７名への措置費１,７５８万円余りです。 

 次に、３目障害者福祉費は１億４,４２０万８,９３０円で、４８ページを御覧ください。こちら

は障害サービスの各種給付費用に係る扶助費が主なもので、自立支援給付費１億９３７万円余り、

児童福祉給付費が２,０７６万円余りで、償還金利子及び割引料の２４７万円余りは、前年度に超

過交付となりました国庫負担金の返還金でございます。 

 続きまして、４目社会福祉施設費１,１８４万９,００３円は、保健福祉ふれあいセンター維持管

理に係る経常経費のほか、４９ページ、負担金補助金及び交付金の北アルプス広域連合負担金
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５９９万円余りは、養護老人ホーム鹿島荘の運営と改築の償還金に係る負担金でございます。 

 続きまして、５目介護保険費は２億７２２万４,５４３円の決算額で、保健師１名、会計年度任

用職員３名の人件費のほか、５０ページ、委託料ですが、介護予防・日常生活支援総合事業委託料

６０７万円余り、北アルプス広域連合負担金１億６,７４７万円余り、こちらは介護保険事業の運

営負担金でございます。あと、社会福祉協議会負担金１,５２７万円余りは、包括支援センターへ

の職員２名の派遣に係る人件費の負担金でございます。 

 少し飛ばしまして、５７ページを御覧ください。 

 ４款１項２目保健予防費は１億１,１０３万８,８０６円の決算額で、保健師２名と新型コロナワ

クチンコールセンターの会計年度任用職員、その他集団接種の折の医師、看護師等に係る謝礼など

の人件費が総額で４,３６０万円余りで、次ページをお願いします。 

 そのほか、需用費ではコロナワクチン接種に係る消耗品が２６８万円余り、役務費はワクチン接

種の接種券の郵送等に関わる費用、通信運搬費で１８５万円余り、委託料は株式会社電算への委託

料が１,１３１万円余りで、健診等委託料が４,１６４万円余りで、うち個別接種に係る村内医療機

関への委託料約２,０００万円が含まれています。備品購入費は集団接種会場の椅子などの購入に

２５２万円余り、償還金利子及び割引料は国庫負担金の返還金でございます。 

 ３目医療対策費８０３万４,６８２円は、５９ページを御覧ください。北アルプス広域連合負担

金ですが、病院群輪番制等の運営負担金で５７０万円余り、白馬村索道事業者協議会へのスキー傷

害診療負担金が２００万円でございます。 

 健康福祉課所管の決算の説明は以上でございます。 

議長（太田伸子君）  続いて、田中農政課長。 

農政課長（田中洋介君）  農政課関係についてご説明いたします。 

 ６１ページ中段からとなります。 

 ５款農林業費の決算額は２億４,６９２万４,３９８円です。１項１目農業委員会費は１,２０２万

３,３８８円の支出で、職員人件費及び農業委員の報酬、会計年度任用職員の報酬等が主なものと

なります。 

 １２節委託料は農家台帳システム移行に係わる電算委託料１２０万円余り、６２ページの１８節

負担金補助及び交付金は、北アルプス地区農業委員会協議会負担金等４１万円余りが主なものとな

ります。 

 ２目農業総務費は４,０９６万３７６円の支出で、職員人件費のほか、１８節負担金補助及び交

付金は大北農業振興協議会、ＪＡ派遣職員等の負担金２２５万円余りが主なものとなります。 

 ３目農業振興費は３,４１６万２３円の支出で、会計年度任用職員の報酬のほか、１０節需用費

の２４９万円余りは、施設の光熱水費、飯田交流センター屋根修繕工事等が主となります。 

 １３節使用料及び賃借料１２５万円余りは、公用車の借り上げ、体験実習館等の土地の借上料等、
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６３ページの１８節負担金補助及び交付金の主な内容は、重点作物の推進に係わる産地づくり対策

負担金９０万円、中山間地域等直接支払交付金が８７６万円余り、経営所得安定対策等推進事業補

助金２３３万円余り、北城南部地区ほ場整備の農地集積協力金３９６万円余り、特産品開発団体の

支援補助金として６８万円余り、新規就農者５名の支援として青年就農交付金が７５０万円余り、

認定農業者３件への農業機械等導入支援補助金１４９万円余り、新型コロナ対策支援負担金として

指定管理者である道の駅白馬のＰＯＳレジシステム更新負担金１６６万円余りが主なものとなりま

す。 

 ４目農地費は１億１,８８５万３４５円の支出です。１節報酬及び２節給料は、会計年度任用職

員の人件費となります。 

 ６４ページを御覧ください。 

 １２節委託料ですが、木流用水の取水等の維持管理委託２９６万円余り、奈良井地籍に係る防除

等の業務委託１１８万円余りが主なものとなります。 

 １３節使用料及び賃借料では、各頭首工の土砂上げ重機借上料１１３万円余りが主なものとなり

ます。 

 １４節工事請負費の２２３万円余りは、農業用施設の村単工事費となります。 

 １８節負担金補助及び交付金は１億１４８万円余りですが、主なものは１２組織に交付している

多面的機能支払交付金３,１１６万円余り、北城南部地区の県営ほ場整備事業等負担金６,９６５万

円は、令和３年度の事業分と令和４年度分の前倒し分の事業費に対しての負担となります。 

 ２７節繰出金３１２万円ですが、農業集落排水事業特別会計への繰り出しとなります。 

 ６５ページにかけた２項林業費１目林業振興費ですが、１,７４５万６,８６５円の支出です。 

 １節報酬２８１万円余りは、鳥獣被害対策実施隊員への出動報酬となります。 

 １２節委託料５３１円余りは、貸出し用電気柵の設置、県の森林税を活用した森林づくり推進支

援事業委託ナラ枯れ被害木伐倒が主なものとなります。 

 ６６ページにかけました１８節負担金補助及び交付金４６８万円余りですが、間伐等の促進補助

１２０万円余り、有害鳥獣防止対策協議会への負担金２３０万円余りが主なものとなります。 

 ２２節償還金利子及び割引料の４０万円余りは、北アルプス森林組合からの返還金になります。 

 ２４節積立金１８４万円余りは、森林環境譲与税の積立金となります。 

 ３項地籍調査費１項の地籍調査事業費ですが、２,３４７万３,４０６円となります。人件費のほ

か、１２節委託料は八方地区の数値測量業務１,０５９万円余りが主なものとなります。 

 農政課関係は以上であります。 

議長（太田伸子君）  続いて、太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  それでは、観光課関係の決算について説明いたします。 

 決算書は６７ページからになります。 
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 ６款観光商工費の支出済額は５億３,９７８万５,４４４円、この主な内容について説明してまい

ります。 

 １項観光費１目観光総務費の支出済額は３,６１２万４３１円です。観光課職員３名、会計年度

任用職員２名分の人件費と１６節公有財産購入費が主なものです。 

 ６８ページに移りまして、２目観光施設整備費の支出済額は３,９２５万６,１３０円です。

１０節需用費のうち山岳観光施設修繕費２９０万円余りは、村営山小屋の施設設備の修繕に要した

費用が主なものです。 

 １２節委託料では、山岳観光施設維持管理委託料として８１８万円余り、平地観光施設管理等委

託料として５３９万円余りを支出しました。 

 １４節工事請負費では、落暮自然園木道改修工事請負費１,１４４万円、頂上宿舎修繕工事請負

費２６１万円余りを支出しました。 

 ６９ページに移りまして、１８節負担金補助及び交付金は、鑓温泉登山道整備事業負担金

３００万円が主な支出となっております。 

 ３目観光宣伝振興費の支出済額は２億２,６４９万９３５円です。 

 １２節委託料の主な支出は観光動向調査モバイル空間統計業務委託料７１５万円、宿泊産業イノ

ベーション研修専門家派遣等委託料４４７万円余りです。 

 ７０ページに移りまして、１４節工事請負費では、頂上宿舎トイレ改修工事請負費として

４９９万円余りを支出しました。 

 １８節負担金補助及び交付金では、白馬村観光局や広域観光団体に対する負担金、地方創生推進

交付金事業に係る負担金や補助金、これらを支出しまして、支出済額は２億４６１万６,５７２円

です。 

 ７０ページから７１ページにかけまして、４目観光安全浄化対策費の支出済額は５９４万

４,１６０円です。山岳美化活動、山岳トイレ維持管理、高山植物やライチョウ保護活動に要する

費用が主なものです。 

 ５目観光特産費の支出済額は２２２万６,２２８円で、１３節使用料及び賃借料の道の駅白馬敷

地の土地借上料１０６万円余りと１４節工事請負費の道の駅白馬店内壁紙修繕工事請負費９１万円

が主な支出になります。 

 ７１ページから７２ページにかけまして、６目遭難対策費の支出済額は２６２万５,１４１円で、

登山相談所の開設に要する費用と山岳遭難防止対策協会の負担金が主なものです。 

 続きまして、２項商工費１目商工振興費の支出済額は２億２,７１２万２,４１５円です。感染症

対応事業はこの商工振興費の中で実施しました。 

 なお、翌年度、繰越額欄の繰越明許費７,２５０万円は第６波対応事業者特別支援金事業に関す

る予算で、令和４年度に繰り越して事業を実施しました。まず経常的な商工振興事業についてです
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が、白馬商工会が実施する経営改善普及事業に対する補助金９０５万円余り、地域総合振興事業に

対する補助金４７万円余り、創業支援事業補助金４７５万円余りのほか、７３ページの２０節貸付

金にある預託金２,０００万円が主な支出です。 

 次に、感染症対応事業についてですが、備考欄に括弧書きで感染症対応と記載した項目が該当支

出になります。経済対策事業、資金繰り支援事業、特別支援金事業、感染拡大防止事業等を実施し

まして、その総額は１億９,１７０万円余りとなります。 

 観光課関係の説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  続いて、矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  建設課関係、引き続き決算書７４ページからお願いいたします。 

 ７款土木費１項１目土木総務費４,６７７万２,６１３円は５名の職員人件費など経常的な経費の

ほか、１８節負担金補助及び交付金では、白馬駅前無電柱化事業に伴う県単事業負担金として

１,３８７万円余りを支出しております。２項１目道路橋梁総務費３３８万１,３５６円は、道路台

帳の補正委託料２９０万４,０００円などが主なものです。その下、２目道路維持費４億６,７４９万

６,２２１円は、村道の維持補修と除雪業務に要した費用であります。 

 次の７５ページ、１２節委託料のうち除雪委託料は３億９,１００万円余りで、前年比では１億

３,５００万円ほどの増額となりました。これは前年に比べ昨シーズンは大雪の年だったことが主

な要因であります。そのほか１４節工事請負費は村道関連の維持補修工事費で２,２００万円余り、

１５節原材料費は、各地区へ支給した資材費や冬季の融雪剤購入費などを合わせて１,４００万円

余りを支出しております。 

 ７６ページに入りまして、３目道路新設改良費は２億２,５８４万９,４７７円で、１２節委託料

は、工事に伴う測量設計、実施設計委託料等で２,３９８万円余りの支出であります。１４節工事

請負費は補助事業、起債事業を合わせて１億８,６６０万円余りで、姫川通橋の修繕工事費

８,３００万円などが主なものであります。 

 ７７ページの上段、４目交通安全施設整備費２４９万７,０００円は、村道のセンターラインや

ガードレール設置修繕などに要した費用です。その下３項１目の河川総務費４２０万５００円は、

県単河畔林整備事業の工事請負費２９１万円余りの支出が主なものであります。その下、４項の都

市計画費の関係です。この費用の支出済額には、公共下水道事業への繰出金が含まれた金額と思っ

ております。１目都市計画総務費４７０万３００円は、都市計画マスタープラン策定業務委託料

４５８万５,０００円などが主なものです。その下、２目都市公園費１３５万７,７７６円は大出公

園の維持管理に要した費用が主なものであります。 

 ７８ページ、５項住宅費関係です。１目住宅管理費７４５万４,５４８円は、村営住宅の維持管

理費に要した費用でありますが、前年度からの繰越事業で行ないました、村営住宅２棟の解体工事

費７２３万８,０００円が主な支出であります。その下、２目住宅費２７万８,０００円は、克雪住
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宅普及促進事業の補助金であります。 

 以上で建設課関係の説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  続いて、横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  それでは、教育課関係につきましてお願いいたします。 

 決算書、戻っていただきまして、３２ページをお願いします。 

 白馬高校支援に関する決算についてご説明いたします。 

 ２款１項６目企画費５億６,３２１万４,５１２円のうち、白馬高校支援事業に係る経費は

９,６６３万円余りです。１節報酬から４節共済費に白馬高校支援事業に従事する地域おこし協力

隊３名分の人件費が含まれます。１節報酬は４６９万円余り、３節職員手当等は４１万円余り、

４節共済費、社会保険料は７３万円余り及び雇用保険料８万円余りということであります。 

 ３４ページの１８節負担金補助及び交付金、白馬山麓事務組合等負担金９,０３５万円余りの内

訳でありますけれども、小谷村へ６７万円余り、白馬山麓事務組合へ８,９６８万円余りというこ

とです。 

 ３５ページ、地域おこし協力隊の活動助成金として支出した補助金５３万円余りのうち、白馬高

校支援に係るものについては３４万円ということでございます。 

 それでは、８０ページへお願いします。 

 ９款教育費の教育課所管部分についてご説明いたします。１項１目教育委員会費１３６万

８,３２０円は、教育委員４名の報酬、旅費と関係団体への負担金等であります。 

 ８１ページ、２目事務局費１億６,０４０万６,３７２円の主な内容であります。１節報酬は学校

のあり方検討委員、就学前検診の医師報酬、会計年度任用職員２名の報酬です。２節給料から４節

共済費は、教育長と教育委員会事務局職員４名分です。なお、３節退職手当組合負担金５８８万円

余りは、教育委員会事務局に携わる全員分の負担金となります。１０節需用費、修繕費４０３万円

余り、灯油地下貯蔵タンクのＦＲＰライニング、ＦＦ暖房機交換、学校の樹木枝打ちなどを行なっ

ております。 

 ８２ページ、１２節委託料、学校施設安全点検委託料５５万円余りですけれども、建築基準法に

定められた安全点検を３年に一度行なうもので、村内学校の安全点検を行ないました。１３節使用

料及び賃借料、情報機器等リース料６４５万円余りは、小学校のパソコン教室のリース料でありま

す。令和３年度が最終年度でありました。１４節工事請負費１,１７５万円余りですけれども、北

小学校のトイレと教室の床張り替え、各学校の水道の非接触型蛇口への交換を行なっております。

なお、繰越明許費は、国庫補助事業の中学校トイレ改修工事であります。１０節需用費１万

６,０００円と１４節工事請負費４８０万円を令和４年度に繰り越すものであります。２項１目小

学校費、学校管理費２,１２５万１,４５２円は、南北小学校の維持管理に伴う経常的な経費であり

ます。１節報酬から８３ページ８節旅費までは学校用務員２名分の支出です。１０節需用費
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１,３４５万円余りは、前年に比較して修繕費の支出が少なく減額となりましたが、燃料費につい

ては灯油が高騰したため増となりました。１２節委託料、防犯防災業務等委託料２０７万円余り、

施設警備や電気保守、校庭遊具点検等を行なっています。２目教育振興費６,９７８万５,４９２円

は、南北小学校の運営に係る経費です。１節報酬、学校医報酬は内科、眼科、耳鼻科、歯科、薬剤

師の報酬、会計年度任用職員報酬は７名分、以降４節共済費までは、会計年度任用職員に係る費用

です。 

 ８４ページ、１０節需用費、消耗品費５６５万円余り、前年度は小学校の学習指導要領改訂に伴

い、指導書を購入しているため、前年度に比べて減額となっています。１２節委託料、スキー教室

講師委託料は、新型コロナウイルス感染症の影響によるスキー教室中止で減額となりました。ス

クールバス運行業務委託料１,３９２万円余り、令和３年度は１０月、１月から３月の試験運行を

行ないました。１７節備品購入費、教具備品購入費３０５万円余り、主なものは電子黒板、百科辞

典、クロスカントリースキーなどであります。 

 ８５ページ、３項１目中学校費、学校管理費８４４万６,０６０円は、中学校の維持管理に伴う

経費です。１節報酬から８節旅費までは、会計年度任用職員１名の人件費です。１０節需用費以降

は、概ね前年度を下回る支出となりました。２目教育振興費５,２２９万４,０２０円は、中学校の

運営に係る経費です。１節報酬、学校医報酬は小学校と同様です。 

 ８６ページ、１節報酬から４節共済費まで会計年度任用職員８人の人件費です。１０節需用費、

消耗品費４８８万円余り、中学の学習指導要領改訂に伴い指導書を購入したため、前年度に比較し

て増となっています。１２節委託料、教育用コンピュータ保守委託料２０２万円余り、中学校のパ

ソコン教室の撤去を行ないましたので、例年よりも増となっています。それに伴い８７ページの

１３節使用料はソフト使用料が不要となり、前年に比較して減となりました。１７節教具備品購入

費２０３万余りは、空気清浄機や机、椅子の購入などにより、前年度に比較して増となっておりま

す。 

 少し飛びまして、９２ページを御覧ください。 

 ５項３目学校給食費９,９１９万７,１２８円は、給食センターの維持運営に係る経費です。１節

報酬から８節旅費までは、会計年度任用職員、調理員１１人と栄養士１人に対する支出で、全員が

パートタイム会計年度任用職員です。 

 ９３ページ、１０節需用費、光熱費、燃料費は前年に比較して微増、賄材料費については、喫食

数の増や材料費高騰などで増ということになっております。１７節備品購入費３４１万円余りは、

白馬南小から移設したスチームコンベクションが破損したため１台購入いたしました。 

 ９４ページ、１９節負担金補助及び交付金、自治振興組合負担金１４９万円余りは、給食費を管

理する学校徴収金管理システムの負担金です。２０節扶助費、準要保護児童援助費３１９万円余り、

学級閉鎖等でご家庭が負担する喫食数が減ったこともあり減額となりました。 
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 教育課の説明は以上であります。 

議長（太田伸子君）  続いて、下川子育て支援課長。 

子育て支援課長（下川浩毅君）  子育て支援関係についてご説明いたします。 

 決算書５２ページをお開きください。 

 ２項１目児童福祉総務費支出済額３億４,５８９万８,７８９円の主な内容は、職員３名の人件費、

南小及び北小放課後児童クラブ、北小放課後子ども教室の運営経費のほか、５３ページ、１８節臨

時特別給付金１億１,１７０万円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯へ

の給付金、施設型給付費４,９８０万円余りは、子ども・子育て支援新制度による幼稚園等への給

付費、１９節児童手当１億１,７１５万円などでございます。 

 続きまして、２目子育て支援費は、支出済額２,１２８万８,８２６円で、主に子育て世代包括支

援センターの運営経費でございます。保育士２名の人件費、相談員として任用しております会計年

度任用職員２名の人件費のほか、５４ページ、１２節ホームページ改修委託料４４万円は、村ホー

ムページ内に子育て支援の特設ページの作成費、１８節北アルプス連携自立圏負担金５１万円余り

は、病児・病後児保育事業の負担金でございます。続きまして、３目保育所費支出済額１億

６,０３９万１,０７９円は、しろうま保育園と子育て支援ルームの運営費でございます。主な内容

につきましては、正職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の保育士及び給食調理員等の人件費

のほか、５５ページ、１０節光熱水費３６０万円余り、給食等賄材料費９２４万円余りなどでござ

います。 

 少し飛びまして、５９ページをお開きください。 

 ４目母子健康費支出済額３,５２５万８,２２３円で、主に母子健康事業及び予防接種事業の経費

でございます。主な内容は、保健師２名、会計年度任用職員１名の人件費のほか、１０節医薬材料

費６０１万円余り、１２節健診等委託料７５７万円余りなどでございます。 

 説明は以上となります。 

議長（太田伸子君）  続いて、松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  それでは、生涯学習スポーツ課の関係につきまして、ご説

明させていただきます。 

 決算書４２ページをお願いいたします。 

 ７項１目スポーツ事業総務費は１,７５３万５,７２９円で、職員の人件費等でございます。 

 次に、決算書４３ページを御覧ください。 

 ２目施設管理費は１億２９万８,３４４円で、ジャンプ競技場とスノーハープの維持管理費でご

ざいます。１０節需用費のうち修繕費９９９万円余りのうちジャンプ競技場におけるリフトの改修

に５９０万円余り、１２節委託料のうち、ジャンプ競技場の施設管理委託料等では６,６８７万円

余りのうち、競技場管理運営業務に４,９８０万円余り、雪止めネット着脱業務に７７０万円余り
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が主なものでございます。スノーハープでは、１２節委託料のうち施設管理委託料１,３９２万円

余りで、芝生管理業務に１４０万円余り、受付や施設等の管理委託業務に９１５万円余りが主なも

のでございます。 

 ４３ページ下部から４４ページにかけまして、３目スポーツ事業振興費は２,０６１万７,０１２円

になります。スポーツ功労賞等を２８名に授与しております。また、東京２０２０オリンピック聖

火リレー運営委託料が３０７万円余り、各種スポーツイベントや事業への負担金及び補助金として

１,６３２万円余りを支出しております。４目ナショナルトレーニングセンター費は５１４万

６,６２８円で、マネジメントスタッフ等の講師謝礼２２９万円余り、競技場施設整備委託、医科

学データの収集分析、機能強化ディレクターへの委託２２８万円余りが主なものでございます。全

額国の委託金で賄われているというものでございます。 

 少し飛びますが、８７ページをお開きください。 

 ４項１目社会教育総務費は１,２５２万８,６６４円で、主な内容は社会教育委員の報酬、職員の

人件費でございます。 

 ８８ページを御覧ください。負担金になりますが、子ども育成会とウイング２１ホール、自主公

演の負担金が主なものであります。２目公民館費は５６１万９,９７１円で、公民館分館長と会計

年度任用職員の人件費、生涯学習の講座として、はくば塾、ふれあい教室などの各教室の経費でご

ざいます。 

 ８９ページを御覧ください。３目図書館費１,２１６万６,８２９円、主な内容は、図書館司書の

人件費、図書館システム保守や機器の借り上げに９９万円余り、９０ページを御覧いただきまして、

図書等の購入費が１４０万円余りでございます。４目文化財保護費の６９万５１０円は、伝統的建

造物群保存事業と文化財審議委員会開催に係るものが主な内容でございます。 

 ９０ページ下部から９１ページになりますが、５項１目保健体育総務費１,３８７万６,０１４円

は、職員２名の人件費とスポーツ推進委員などの報酬、スポーツ協会補助金が主な内容でございま

す。 

 ９１ページ後段、２目体育施設費３,７９７万２,６９６円は、社会体育施設とウイング２１の維

持管理費で、ウイング２１会計年度任用職員の報酬等と光熱水費９０１万円余りでございます。 

 ９２ページを御覧ください。ウイング２１の管理委託料６２２万円余りが主なものでございます。 

 以上で、生涯学習スポーツ課関係の説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午後 ２時１１分  

再開 午後 ２時１６分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、日程第２２ 認定第２号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算
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について、日程第２３ 認定第３号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についての説明を求めます。太田住民課長。 

住民課長（太田洋一君）  認定第２号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算認定についてご説明いたします。 

 決算書１１２ページをお開きください。 

 歳入総額が１０億３,０４１万５,８７７円、歳出総額が１０億２,４９８万３,２３５円で、歳入

歳出差引額は５４３万２,６４２円となり、実質収支も同額です。 

 １０１ページにお戻りください。歳入についてご説明いたします。 

 １款国民健康保険税は２億２,８６９万８,６３１円で、不納欠損額は１５９万９,５４３円です。

徴収率は、現年課税分が９８.７％で、前年比２.５ポイントの増、滞納繰越分を含めた全体の徴収

率は９２.９％で、前年比２.６ポイントの増となっております。 

 ２款国庫支出金１項１目災害臨時特例補助金１０８万９,０００円は、新型コロナウイルス感染

症の影響により収入が減少した被保険者の国保税の減免に対する国の財政支援です。 

 １０２ページから１０３ページにかけての３款県支出金１項県補助金６億７,３４１万９,６７５円

は、長野県から白馬村が行なう保険給付等に必要な費用の交付を受けるためのもので、１節普通交

付金が６億５,７３３万円余り、２節特別交付金が１,６０８万円余りです。 

 ５款繰入金は１億６１３万７,８０６円で、１項一般会計繰入金は一定のルールに基づき

９,８１３万円余りの繰入れ、１０３ページ、２項基金繰入金は８００万円の繰入れです。 

 ７款諸収入７６８万１,１８９円は、１項１目延滞金が１３８万円余り、３項雑入が６２９万円

余りで、主に１０４ページ、５目雑収入の令和２年度に概算払いをした療養給付費などの清算によ

る国保連からの還付金が５８２万円余りです。 

 次に、歳出についてご説明いたしますので、１０５ページをお願いします。 

 １款総務費２,２７３万２,５７１円です。１項総務管理費は１,９７７万円余りは、人件費のほ

か１２節委託料、国保連との共同事務処理や給付システム等の委託料が主なものです。 

 ２項徴税費２９１万５,５９０円は国保税の賦課徴収に要した費用です。 

 １０６ページをお願いします。２款保険給付費６億６,３５２万５,９９３円は、療養給付費、療

養費、高額療養費等の給付に要した費用です。 

 １０７ページ、４項１目出産育児一時金は１０名に４１８万円余りを支出しております。 

 １０８ページ、８項傷病手当金７１万円余りは、新型コロナウイルスに感染した被用者に対する

手当金です。 

 ３款国民健康保険事業費納付金３億７５５万７,０１９円は、長野県が各市町村に交付する保険

給付費等交付金などの財源に充てるため、白馬村が長野県に納付した費用です。 

 １０９ページをお願いします。４款保健事業費は１,５０８万６,６６４円で、１項特定健康診査
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等事業費９７１万円余りは、主に１２節委託料で、特定健診に要した費用となります。 

 ２項保健事業費５３６万円余りの主なものは、１目疾病予防費１８節負担金補助及び交付金、人

間ドック補助金で１７３名に補助を行なっております。 

 １１０ページ、５款１項１目財政調整基金積立金として７９３万円を積立てしました。令和３年

度末の基金残高は１億８,２４９万５,５３２円となりました。 

 ６款諸支出金８１５万９,８８０円は、１目被保険者保険税還付金が１０１万円余り、１１１ペー

ジ、３目保険給付費負担金等償還金７０４万円余りは、国保連合会からの清算金等を長野県へ返納

するものであります。 

 国民健康保険事業勘定特別会計の説明は以上です。 

 続きまして、認定第３号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきま

してご説明いたします。 

 決算書１１９ページをお願いします。 

 歳入総額が１億３６０万８,１９７円、歳出総額が１億３０９万５,３０３円で、歳入歳出差引額

は５１万２,８９４円となり、実質収支も同額です。 

 １１６ページにお戻りください。歳入についてご説明いたします。 

 １款後期高齢者保険料は７,９８３万８,６８３円で、不納欠損額は２２万４,４００円です。 

 ３款繰入金２,３３１万８,６２０円は、一般会計からの繰入金です。 

 １１８ページをお願いします。歳出についてご説明いたします。 

 １款総務費１６１万２,５８３円の主なものは、１目徴収費として、後期高齢者保険料の徴収に

係る費用が１００万円余り、２目保健事業費１８節負担金補助及び交付金６１万２,０００円は、

人間ドック補助金で３４名に補助を行なっております。 

 ２款分担金及び負担金１億１４６万１６５円は、後期高齢者医療広域連合への負担金で、被保険

者が納付した保険料と保険基盤安定分として村が負担すべき費用を合わせた金額であります。 

 後期高齢者医療特別会計の説明は以上です。 

議長（太田伸子君）  次に、日程第２４ 認定第４号 令和３年度白馬村農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定について、日程第２５号 認定第５号 令和３年度白馬村水道事業会計決算認

定について、日程第２６ 認定第６号 令和３年度白馬村下水道事業会計決算認定についての説明

を求めます。関口上下水道課長。 

上下水道課長（関口久人君）  認定第４号 令和３年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定についてご説明いたしますので、１２５ページを御覧ください。 

 歳入総額が４０７万５,５６６円、歳出総額が４０６万４,９３６円で歳入歳出差引額が１万

６３０円となり、実質収支額も同額でございます。 

 歳入についてご説明しますので、少し戻りまして１２２ページを御覧ください。 
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 １款使用料及び手数料８８万６,６３０円は、野平地区の農業集落排水の使用料でございます。 

 ２款繰入金３１２万５,０００円は一般会計からの繰入金。 

 ３款繰越金１万９４９円は、令和２年度からの繰越金でございます。 

 ４款諸収入５万２,９８７円は野平地区からの負担金でございます。 

 次のページを御覧ください。歳出についてご説明いたします。 

 １款１項農業集落排水事業費２２８万４８４円で、１目一般管理費は農集排の使用料の徴収に要

した費用でございます。 

 ２目施設維持管理費２２３万円余りは、処理場及び管渠の維持管理に要した費用で、１２節委託

料１８２万円余りは、処理場の運転管理委託料が主なものでございます。 

 ２款公債費１７８万４,４５２円は、起債の元利償還金でございます。 

 以上で、農業集落排水事業特別会計の説明とさせていただきます。 

 続きまして、認定第５号、第６号 水道事業会計と下水道事業会計につきましては、地方公営企

業法適用の事業となります。決算書関係、決算関係の報告書のうち、予算と決算の対比については

消費税込みの価格で表示し、損益計算書ほか財務諸表関係は消費税抜きの額で表示してございます。

また、説明の際、金額については１,０００円未満を切り捨てさせていただきますのでご了承いた

だきたいと思います。 

 それでは、認定第５号 令和３年度白馬村水道事業会計決算認定についてご説明いたしますので、

１２７ページを御覧ください。 

 初めに、決算報告書につきましてご説明いたします。 

 （１）収益的収入及び支出、収入１款水道事業収益の決算額は３億１,４０２万２,０００円で、

支出１款水道事業費用の決算額は２億４,１４６万円でございました。 

 次のページを御覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出の収入、１款資本的収入の決算額は６,８２２万９,０００円で、支出

１款資本的支出の決算額は１億５,５０５万５,０００円で、資本的収入額が資本的支出額に対して

不足するする額につきましては、消費税及び地方消費税、資本的収支調整額、過年度分損益勘定留

保資金により補てんいたしました。 

 次のページの損益計算書を御覧ください。 

 右上から３行目の当年度の純利益は６,３６９万８,０００円となり、令和３年度も利益を計上す

ることができました。 

 １３０ページを御覧ください。下の表の（４）剰余金処分計算書につきましては、先ほど未処分

利益剰余金の処分に関する議案でご説明しましたとおりでございます。 

 次のページ、貸借対照表を御覧ください。左側の資産の部、１固定資産の年度中の増減につきま

しては、固定資産明細を１３８ページに記載しておりますので後ほど御覧いただきたいと思います。 
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 ２の流動資産ですが、３月３１日時点での預金現金が７億３,３８６万円、未収金は３,１３０万

２,０００円で、未収金の主なものは水道料金でございます。 

 右側の負債の部、４流動負債の（２）未払金９２０万３,０００円の主なものは、３月まで実施

している委託料や４月の支払いとなる電気料等でございます。 

 資本の部、６資本金は１３億６,７７６万７,０００円です。 

 １３２ページを御覧ください。（６）事業報告書でございます。 

 令和３年度実施しました工事につきましては、右側の（１）主要建設改良工事内容に記載しまし

たとおりですので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 次のページを御覧ください。事業収入と事業に関する事項につきまして、それぞれ令和２年度と

の数値の比較でございます。 

 事業収入は、コロナウイルス感染症の影響で２年度より１５９万４,０００円の増額、事業費は

２年度より８３６万２,０００円の減額となりました。 

 １３４ページの（７）キャッシュフロー計算書は、現金の１年間の動きを示したものでございま

す。事業活動によるキャッシュフローは１億２,７２０万７,０００円、投資活動によるキャッシュ

フローは、マイナス８,３４３万５,０００円、財務活動によるキャッシュフローは３６１万

７,０００円で、以上のことから、本来業務は有利子負債を減少させつつ建設改良に係る投資も実

施していることから、現時点では比較的良好な経営状況にあると判断されます。 

 現金の期末残高は７億３,３８６万円となっております。 

 １３５ページを御覧ください。収益費用明細書でございます。 

 収入では、１款１項１目１節水道使用料が２億３,９３１万２,０００円で、収入額の８３％ほど

を占めております。 

 ２項営業外収益３目１節他会計補助金は、簡易水道事業債の償還利子に対する一般会計からの補

助金等です。 

 ４目長期前受金戻入は、前受金を収益したものでございます。 

 支出ですが、１款１項１目浄水費３,４８８万１,０００円は、人件費のほか浄水場の管理運営に

要した費用でございます。 

 ２目配水及び給水費４,４１７万４,０００円は、人件費のほか配水池及び配水管の維持管理等の

経費で、主な支出としては１８節委託料、水質検査、水道台帳補正業務等の費用で４６８万円余り

を支出、次ページ２１節工事請負費は、漏水修理、水道メーターの取替工事の費用として７４１万

円余り、２５節動力費は、配水池の電気料として１,３２０万円余りを支出しております。 

 ４目総係費２,９５７万７,０００円は、人件費のほか水道料金の賦課徴収に要した費用等が主な

ものでございます。 

 ５目減価償却費ですが、令和３年度は１億２９７万円でございます。 
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 ２項営業外費用１目支払利息は企業債の償還利息でございます。 

 ３項特別損失１目過年度損益修正損は、漏水減免による水道料金の還付金等でございます。 

 １３７ページを御覧ください。収益的支出の明細でございます。 

 主なものは、１款１項１目工事負担金８３０万７,０００円は、国県道配水管布設替えに係る負

担金や消火栓に係る一般会計からの負担金。 

 ３項支出金２３２万２,０００円は、簡易水道事業債の償還元金に対する一般会計からの出資金

でございます。 

 支出の１款１項建設改良費９,１７４万３,０００円は、人件費のほか、１目配水設備工事費、

２１節工事請負費７,５６６万円は、老朽化した施設の改修工事、道路改良に伴う配水管の布設替

えや北城南部地区ほ場整備の新設農道に配水管を布設するなど、２目営業施設費５８４万円余りは、

料金に係わる水道メーターの交換等の費用でございます。 

 ２項企業債償還金５,５３０万４,０００円は、企業債の償還金でございます。 

 次のページを御覧ください。固定資産の明細でございます。 

 有形固定資産、上から３行目、構築物の増加は、配水管の布設等によるもので、４行目の機械及

び装置の増減は、水道メーター、流動計、送水ポンプの取替えによるものでございます。 

 次ページ以降は、企業債の明細等でございますので、御覧いただければと思います。 

 以上で、水道事業会計の説明を終わります。 

 続きまして、認定第６号 令和３年度白馬村下水道事業会計決算認定についてご説明いたします。

１４１ページを御覧ください。 

 初めに、決算報告につきましてご説明いたします。 

 （１）収益的収入及び支出の収入、１款下水道収益の決算額は５億２,３１２万３,０００円で、

支出では１款下水道事業費用の決算額は４億９,４８４万４,０００円でございました。 

 １４２ページを御覧ください。 

 （２）資本的収入及び支出の収入、１款資本的収入の決算額は３億３,２１８万１,０００円で、

支出は１款資本的支出の決算額は４億５,２９４万２,０００円で、資本的収入額が資本的支出額に

対して不足する額につきましては、過年度分損益勘定留保資金及び現年度分損益勘定留保資金より

補てんいたしております。 

 次のページの損益計算書を御覧ください。 

 右上の当年度純利益は２,５６０万１,０００円となりました。 

 １４４ページを御覧ください。 

 （３）剰余金計算につきましては、先ほど未処分利益剰余金の処分に関する議案で説明したとお

りでございます。 

 次のページの貸借対照表を御覧ください。 
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 左側の資産の部、１固定資産の年度中の増減につきましては、固定資産の明細を１５２ページに

記載しておりますので、後ほどご確認いただきたいと思います。 

 ２の流動資産ですが、３月３１日現在、決算時点での預金現金が９,９８４万２,０００円で、未

収金は１,８３９万５,０００円で、未収金の主なものは下水道使用料でございます。 

 右側の負債の部、４流動負債の（２）未払金は２,４５２万８,０００円で、主なものは３月で使

用し、４月に支払いとなる電気料等でございます。 

 １４６ページを御覧ください。（６）事業報告書でございます。 

 令和３年度実施しました工事につきましては、右側の主要建設工事内容に記載しておりますので、

後ほどご確認いただければと思います。 

 次ページを御覧ください。事業収入と事業費に関する事項について、それぞれ令和２年度との数

値を比較できるものを記載しておりますので御覧ください。 

 １４８ページ、（７）キャッシュフロー計算書は、現金の１年間の動きを示したものでございま

す。業務活動によるキャッシュフローは１億５,１７０万１,０００円、投資活動によるキャッシュ

フローは１億８,８７９万１,０００円、財務活動によるキャッシュフローは、企業債の償還が多く、

マイナス３億６８７万５,０００円であります。 

 １４９ページを御覧ください。収益費用明細書でございます。 

 収入では、１款１項１目下水道使用料が１億５,７４９万円です。 

 ２項営業外収益１目一般会計補助金として１億４,５５０万円は、企業債の利息、減価償却費へ

充当しており、２目の長期前受金戻入２億３９９万４,０００円は、地方公営企業法に基づく前受

金を収益化したものでございます。 

 支出ですが、１款１項１目管渠費は、施設の管理運営に関する経費で、主なものはマンホールポ

ンプの点検委託料、マンホールの修繕費、汚水ポンプの動力費等でございます。 

 ２目処理場費５,２６６万５,０００円は、浄化センターの運営管理委託などに係る経費で、施設

の運転管理委託料や汚泥の運搬処分委託等に４,５３８万円余り、電気料等の動力費に６７１万円

余りとなっております。 

 ３目総係費は、下水道料金の賦課徴収に係る経費で、人件費のほか、次のページに移りまして電

算システム等の委託料が主なものとなっております。 

 ４目減価償却費ですが、令和３年度は３億２,６２５万２,０００円でございます。 

 ２項営業外費用１目支払利息は、企業債の償還利息でございます。 

 ３項特別損失１目過年度損益修正損は、漏水減免による下水道料金の還付金等でございます。 

 １５１ページを御覧ください。資本的収支明細でございますが、資本的収入の内訳ですが、１項

の企業債１億１,１２０万円、２項補助金は一般会計から１億９,４００万円、３項負担金は区域外

流入分担金、受益者負担金、及びその他の負担金として、東部地区の負担金等があります。 
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 ４項県補償金は１,２６７万３,０００円、反田橋に係る長野県の補償金等でございます。 

 支出の１款１項建設改良費３,２１８万９,０００円は、人件費のほか主なものは、１目管路建設

改良費２１節工事請負費２,６５２万円余りは、県道部の改修に係る下水道管の布設替えや公共桝

の設置でございます。 

 ２項企業債償還金４億１,８０７万５,０００円です。 

 次のページを御覧ください。固定資産明細でございます。 

 １５３ページ以降は、起業債の明細等でございますので御覧いただきたいと思います。 

 以上で、下水道事業会計の説明を終わります。 

議長（太田伸子君）  以上で、認定第１号から認定第６号までの説明が終わりました。 

 ここで、松沢代表監査委員に決算審査の結果等について報告を求めます。松沢代表監査委員。 

代表監査委員（松沢晶二君）  それでは、決算審査報告を申し上げます。 

 決算審査意見書の１ページを御覧ください。 

 議会選出の増井監査委員と私、松沢の両名で、令和３年度の一般会計、特別会計、公営企業会計

及び基金の運用状況につきまして、令和４年８月１９日及び２２日、２３日、２４日の４日間、決

算審査を行ないました。提出された資料及び現地確認を行ない、実施した審査の範囲内において、

いずれも法令で定める様式をきちんとして作成されており、それぞれの係数は関係諸帳簿と符合し

ており、正確であると認められました。 

 また、各基金は初期の目的に沿って運用されており、それぞれ適正に管理されているものと認め

られました。 

 財務に関する事務の執行についても、おおむね適正に処理されているものと認められました。 

 詳細につきましては、提出しました意見書のとおりであります。朗読は省略しますが、１ページ

から１３ページに結果及び概要を記載しておりますので、内容をご確認ください。 

 監査委員を代表して意見及び要望を申し上げます。 

 初めに、一般会計、特別会計についてであります。１５ページを御覧ください。 

 白馬村への観光客入り込み状況は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大幅に減少した前

年度と比較すると、多少持ち直しの兆しは見られるものの、厳しい状況が続いており、村の基幹産

業である観光産業並びに観光関連事業が大きな打撃を受けている。感染拡大防止を講じつつ、村民

の暮らしを守り、行政サービスの質、量を確保するとともに、社会経済活動の回復に努めなければ

ならず、村民の福祉の増進に資するよう、より一層、経済的、効率的かつ効果的な行財政運営が求

められている。 

 １、決算規模と決算収支状況では、単年度収支が４,３８４万４,１７４円の黒字、実質単年度収

支が１億７,４３８万７,４８８円の黒字となったことは大いに評価したい。 

 ２、財政構造の状況では、財政調整基金が１０億５,５５８万６,０５７円と大幅増となり、標準
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財政規模に対し堅実に確保されている状況である。 

 地方債残高は６７億５,７３７万８,６４０円で、村の健全財政を堅持し、財政悪化を回避するた

めの行財政運営方針により、神城断層地震以後、前年の微減に続き大幅減となったことは評価でき

るが、依然として高い水準にあることが懸念される。 

 公債費負担比率は１５.５％で、警戒ラインの１５.０％を超えており、要注意である。実質公債

費比率は単年度が１４.０％、３か年平均が１３.１％となり、１０.０％を超えないことが望まし

いので配意されたい。また、将来負担比率が４０.０％と大幅に改善されたことは評価したい。 

 ３、村税の徴収状況では、現年課税分の徴収率が９８.３％で、平成から令和を通じて過去最高

となり、滞納繰越分を含めた合計徴収率も８３.３％で、平成１０年度以降最高の数値となったこ

とは評価したい。引き続き、適正かつ公平な課税と、納税者の納税意欲の堅持、税収の確保、徴収

率の維持向上に努められたい。また、債権管理と滞納の解消にも十分配意されたい。 

 ４、公共施設等の適正管理への対応が大きな課題である。中長期的な計画づくりによる平準化し

た予算規模による事業推進を図られたい。 

 ５、白馬村第５次総合計画後期計画で定めた目標の達成と歳入の確保、歳出削減に努め、持続可

能な将来性のある村づくりを推進されたい。 

 次に、公営企業会計の２会計についてであります。 

 初めに、水道事業会計であります。１６ページを御覧ください。 

 水道事業の経営状況、すなわち収益性はおおむね良好で、財務状況においても流動性、健全性が

おおむね確保されている。今後、水道施設個別更新計画に基づく老朽管等の更新事業が始まること

から、経営状況の的確な把握と将来計画、長期展望に立った経営が必要不可欠である。水道料の確

実な徴収と一層の経営の効率化、特に有収率向上に向けた取組強化、財務の健全化に努力されたい。

また、的確な債権管理と滞納の解消にも配意されたい。日常的には、安全かつおいしい水の提供に

努めていただき、長期的な水の安定供給という観点から、今後とも適切な判断の下、必要十分な対

策を講じられたい。 

 次に、下水道事業会計であります。１７ページを御覧ください。 

 下水道経営の基本は、下水道使用料収入の安定的な確保であり、有収水量の向上に努められたい。 

 未接続者に対する積極的な啓発を図るなど、接続率を高める活動に前向きに取り組むことが肝要

であり、快適な生活環境の保持につながる。また、経営状況の的確な把握と将来計画、長期展望に

立った経営が必要不可欠である。下水道料金の確実な徴収、一層の経営の効率化、財務の健全化に

努力されたい。あわせて、的確な債権管理と滞納の解消にも配意されたい。設備・管路等について

も、老朽化などによる更新時期が必ず到来することから、今後策定されるストックマネジメント計

画（個別計画）に基づく効率的な更新や費用の平準化を図った事業を推進し、将来にわたって安定

した下水道サービスを提供できるよう、施設の適正な維持管理と機能の安定確保に努められたい。 



－57－ 

 以上、決算審査に当たりましての意見及び要望でございます。 

 次に、財政健全化法に基づく判断比率の状況についての説明を受け、審査を行ないました。数値

は正確であると認められました。 

 意見として、実質公債費比率、将来負担比率とも早期健全化基準を大きく下回っているが、今後

とも将来の負担の軽減に留意し、効率的かつ効果的な事業執行と健全財政の堅持、持続可能な行財

政運営に努めていただきたい。 

 以上であります。 

議長（太田伸子君）  報告が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２７ 決算特別委員会の設置について   

議長（太田伸子君）  日程第２７ 決算特別委員会の設置についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。議案第３６号及び議案第３７号並びに認定第１号から認定第６号までは、い

ずれも令和３年度の決算認定に係る案件でありますので、この審査につきましては、議長を除く議

員全員を委員とする決算特別委員会を設置し、審査を付託いたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議案第３６号及び議案第３７号並びに認定第

１号から認定第６号までの案件は、議長を除く議員全員を委員とする決算特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査を行なうこことに決定いたしました。 

 これで、本定例会１日目の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。９月１２日午前１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、９月１２日午前１０時から本会議を行なうこ

とに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。お疲れさまでした。 

散会 午後 ２時５９分  
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令和４年第３回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年９月１２日（月）午前１０時開議 

（第２日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和４年第３回白馬村議会定例会（第２日目） 

 

１．日  時 令和４年９月１２日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   丸 山 和 之      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ２ 番   増 井 春 美      第 ９ 番   松 本 喜美人 

   第 ４ 番   切久保 達 也      第１０番   加 藤 亮 輔 

   第 ５ 番   加 藤 ソフィー     第１１番   丸 山 勇太郎 

   第 ６ 番   尾 川   耕      第１２番   太 田 伸 子 

   第 ７ 番   太 谷 修 助       

４．欠席議員  

   第 ３ 番   横 川 恒 夫 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   丸 山 俊 郎    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者会計室長   長 澤 秀 美 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   田 中 洋 介    上下水道課長   関 口 久 人 

 税 務 課 長   田 中 克 俊    住 民 課 長   太 田 洋 一 

 教 育 課 長   横 川 辰 彦    子育て支援課長   下 川 浩 毅 

 生涯学習スポーツ課長   松 澤 宏 和    総務課長補佐兼総務係長   鈴 木 広 章 

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長          山 岸 茂 幸 

７．本日の日程 

 １）一般質問 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１１名です。 

 これより令和４年第３回白馬村議会定例会第２日目の会議を開きます。 

 第３番横川恒夫議員が療養のため、欠席しております。 

 ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（太田伸子君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は６名です。本日

は通告された方のうち４名の方の一般質問を行ないます。 

 質問をされる議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で質問事項を明確、簡潔に質問されるよう

お願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により１議員１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長においてこれを許可いたしますの

で、申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第１０番加藤亮輔議員の一般質問を許します。第１０番加藤亮輔議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  １０番、日本共産党、加藤亮輔です。皆さん、おはようございます。 

 今回は、７月１０日に実施された村長選挙に勝ち抜き、当選されました新村長を迎えての初めて

の一般質問です。暑い中での選挙からもう２か月が過ぎました。大分過ごしやすくなっています。

村長も少しは業務に慣れたかと思いますが、これから４年間、健康に留意して村民の暮らし向上の

ために力を発揮していただきたいと思います。 

 また、トップバッターの質問者として、村長の公約を中心に私は質問をするつもりです。丸山新

村長は、村長選挙を臨むに当たり、持続可能な白馬のための行動として５項目、３５の事業を提案

しています。また、期間中にマスコミから取材を受け、村づくりの考え方や重点政策についても語

っています。村づくりの事業は多種多様な事業がありますが、村民はコロナ禍と物価の高騰で厳し

い生活が続いています。緊急かつ重点課題７点について、村長の考え方を伺います。 

 １、少子化対策・子育て支援策について。村は、白馬村総合戦略を策定し、人口減少対策に取り

組んでいます。また、各自治体も減少に歯止めをかけようと、多彩な子育て支援策を行なっていま

す。白馬村も各地の好評な事業を参考にして、村民要望の強い出産・入学祝い金などの新設、また、

小中学校の給食費の無償化、子供の国民健康保険税の均等割廃止など、子育て支援策の拡充が急が
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れると思います。新村長は、少子化対策・子育て支援策についてどのように取り組むか伺います。 

 ２、高齢者・障がい者福祉について。村長は、福祉関連で高齢者・障がい者に手厚い福祉施策を

実行し、高齢者や障がい者が安全で暮らせるまちづくりを進める。また、障がい者の就労支援やグ

ループホーム誘致、生活サポートなど、必要なサービスの充実を図りますと公約されています。一

方、７月１１日付の新聞では、村長選の特集を組み、その中で、北城７０歳の女性から、高齢者の

一人暮らし、二人暮らしがこれから増えるでしょう。そういう中で、高齢者福祉に力を入れてもら

いたいという声が掲載されていました。そこでお聞きしますが、村長は、今後増加する一人暮らし

の高齢者に対してどのような対策が必要とお考えでしょうか。また、障がい者グループホームの誘

致と就労支援の拡大についても見解を伺います。 

 ３つ目、白馬村地域公共交通網形成計画についてです。教育の充実の公約の中に、スクールバス、

コミュニティーバスなど、公共交通網の体制整備を加速させますと提案しています。スクールバス

は試験運行が実施され、保護者、利用者から歓迎されています。通年運行の実施はいつ頃から始ま

りますか。また、誰もが利用できるコミュニティーバス、公共バスのテスト運行の実施はいつ頃を

予定していますか。 

 ４、白馬村の環境・景観・開発対策についてです。白馬村が景観行政団体を目指すに伴い、白馬

村環境基本条例をはじめ、環境保全と開発の決まりの改正案がこの９月議会に上程され、審議しま

す。村長は、五竜の白馬の森、第３期工事の説明会に参加されたとのことですが、あの皆伐され密

集した建物群の工事現場を御覧になったと思いますが、その感想と見解を伺います。 

 ５、地球温暖化と気候非常事態対策についてです。公約の「白馬らしい環境を創造する村へ」の

中で、「気候変動対策に先進的に取り組み、それ自体が白馬の魅力となるよう、日本や世界に向け

たメッセージを発信します」と述べています。村もゼロカーボンビジョンの基本計画を策定し、村

長は、この基本計画の工程表、脱炭素ロードマップをいつまでに策定するお考えですか。また、村

長が最初に行ないたい気候変動対策事業は何でしょうか。 

 ６番目、広報・広聴活動と協働のまちづくりについてです。「健全な行財政運営をする村へ」の

公約の中に、「住民との対話集会で協働のまちづくりを推進します」と提案しています。住民との

対話集会をどのように実施するのか、具体的な方法を伺います。また、村長から村民への情報発信

はどのように行なう考えかもお伺いします。 

 ７、最後に、政治姿勢について伺います。ロシアがウクライナを侵略するという暴挙に世界が驚

き、さらに核兵器大国を誇示して世界を威嚇しました。その態度には抗議と怒りの声が世界中から

湧き上がりました。このような状況の中、政府は防衛費を２％、１０兆円へと２倍化する。また、

アメリカの核兵器の共有を望む発言まで飛び交っています。一方、６月に核兵器禁止条約の第１回

締約国会議を開催、また、８月６日・９日の広島・長崎の原水爆禁止世界大会が開催され、軍拡競

争では平和は築けないことを再確認されました。 
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 そこでお尋ねしますが、白馬村は昭和６３年に非核平和村宣言を行なっています。村長は、戦争

の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を定めた憲法９条を守りますか。また、政府に核兵器禁止条

約の署名・批准を求めますか。 

 さらに、憲法８３条、国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいてこれを行使しなければな

らないと規定されています。にもかかわらず、政府は国会審議、国会議決をせず、閣議決定で安倍

元首相の国葬を決めました。村長は国葬についてどのような見解ですか。また、弔意については村

から指示せず、村民の判断を尊重しますか。及び村長は今話題の旧統一教会、その関連団体とのお

付き合いはありますか。ありませんか。 

 以上７項目についてお伺いします。よろしくお願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  皆様、こんにちは。本日より一般質問が始まります。私にとっては初めてと

なります。慣れない答弁となりますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、新村長の政治姿勢と村政運営について、加藤亮輔議員より７項目のご質問を頂いてお

りますので、順次答弁させていただきます。 

 １点目の少子化・子育て支援策についてですが、各自治体と同様に白馬村も人口減少対策に取り

組んでおり、そのための子育て世代への支援が必要と考えます。出産・入学祝い金について、まず、

出産祝い金ですが、現在、白馬村はありませんが、大町市は第１子５万円、小谷村は第１子１０万

円、池田町は一律２万円と、近隣市町村では創設しているところが多いため、人口流出を防ぎ、流

入増加を図る観点からは早期に創設できればと考えております。 

 同じく入学祝い金等についても、白馬村では現在ありませんが、大町市は３歳児に３万円の商品

券、同じく小学校入学時に３万円の商品券を贈呈、池田町は小学校入学時５万円、中学校入学時

３万円を出していますので、出産祝い金同様に、人口流出を防ぎ、流入を増やす観点からはあった

ほうがよいと考えます。金額や具体的な時期については、今後の財政状態を見ていく中で優先順位

をつけて取り組む必要があると思いますが、一般的な福祉施策の中では、少子化対策は自治体の将

来の存続にも関わり、優先度を高く考えております。 

 当村の場合は、移住者も多いことから、定住してもらう施策として節目節目に給付支援していく

ものがよいと考えております。また、負担の多い多子世帯の家庭の支援も厚くしたいと考えており

ます。 

 続いて、給食費の無償化については、私が公約に掲げた事業の中では、給食費の負担軽減として

います。去る３月の定例会でも質問に出ましたが、周辺自治体に比べて給食費の補助額が少ないの

ではないかとの問いに対し、白馬村は、観光予算や除雪費に要する経費など、特殊事情があること

を答弁いたしました。また、そのときに教育長が、白馬村の令和２年の決算ベースでの給食費の年

額と補助総額について答弁しておりますので、今回提出している令和３年度決算ベースでの数値を
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申し上げます。 

 まず、年額は、児童１人当たり１食２８０円、生徒１人当たり１食３２５円負担していただいて

おり、決算額は教職員等も含め３,４５２万１,９４３円となっています。補助総額は、地産地消の

取組を促進するため、児童１人当たり１０円、生徒１食当たり２０円を公費で負担しています。こ

の額が３０５万３,７２７円です。なお、この中には、新型コロナウイルス感染症に伴う急な欠席

や学校休業に伴う食品ロスの分も含まれています。また、保護者の負担軽減を図るため、第３子以

降の児童生徒の給食費を免除しています。この額が３３１万２,４６５円。次に、就学困難と認め

られる学齢児童生徒の保護者に給食費を補助しています。この額が３１９万７,１９３円です。そ

れから、特別支援教育学級に就学する児童生徒、または、通常の学級に在籍し、通級指導教室にお

いて障がいの程度に応じた特別の指導を受ける児童生徒の保護者に給食費２分の１の額を補助して

います。この額が５３万５,５０３円で、総額１,００９万８,８８８円です。 

 令和４年度予算ベースについても、児童３５７人、生徒２１８人分、３,３７４万９,０００円を

計上し、歳出予算では、公費負担分１７０万円、就学支援費３８８万５,０００円、特別支援教育

就学奨励費１０７万１,０００円を計上し、第３子以降の児童生徒の給食費３４４万２,０００円を

含めると、合計１,００９万８,０００円となり、１人当たりに換算すると約１万７,０００円を補

助していることになります。もちろん、最終的に無償化にできればよいとは思いますが、食材の高

騰の影響で原価が高くなっている現状等もありますため、質や量や栄養価を落とさないことを前提

に、先述の負担軽減をまずは継続し、財政状況等を総合的に勘案して判断する必要があると考えま

す。 

 続いて、子供の国民健康保険税の均等割廃止については、私が掲げた３５の事業の中には含まれ

てはおりませんが、ご質問につき、答弁をさせていただきます。 

 国民健康保険税の課税に当たっては、納税義務者の経済的能力に相応した課税がなされるべきで

あるとする応能の原則と、国や地方自治体の提供する行政サービスの受益の大きさに応じて税負担

すべきであるという応益の原則が取り入れられています。 

 本村の場合は、応能割額として所得割額、応益割額として被保険者均等割額と世帯平等割額の

３方式を採用しています。国保税において地方税法の改正がない限りは、均等割額の廃止はでき得

ません。加藤議員におかれましては、以前、均等割額の負担軽減の考えを一般質問されているかと

思いますが、現行制度では、低所得者に係る均等割額の軽減に加え、令和４年度からは未就学児の

均等割額の５割軽減が導入されております。また、市町村とともに国民健康保険を運営している長

野県からは、国民健康保険運営の中期的改革方針として、保険料水準等の統一に向けたロードマッ

プが示されており、令和９年度までに応益割額を標準保険料に近づけていくことが求められている

中で、白馬村独自の軽減について、現段階では導入するのは現実的でないことから、そうした考え

はございません。 
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 ２点目の高齢者・障がい者福祉施策に関するご質問ですが、まず、一人暮らしの高齢者に対し、

どのような対策が必要と考えているかにつきまして、本村の高齢化率は令和４年４月１日現在

３４.１％で、１年前から１.０ポイント増加しています。高齢者のみ世帯も１,２００世帯を超え、

３世帯に１世帯以上が６５歳以上の高齢者のみ世帯となっています。第８期介護保険事業計画の策

定時に行なった高齢者実態調査のアンケートによると、「日常生活上支援が必要となったとき、ど

のような支援をしてほしいか」という設問では、急病など緊急のときの手助けで健康への不安を挙

げる高齢者が一番多く、次が、通年の支援ではありませんが、除雪支援でした。その次に、外出の

際の移動支援が続き、そのほか、買物やごみ出し、掃除、洗濯、炊事などのちょっとした家事支援

が続き、それほど数は多くないものの、財産やお金の管理の支援を希望する方もおられました。 

 今後は、さらに高齢化率の上昇等、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加していくことが見

込まれることから、こうした高齢者の多様化するニーズを捉えた生活支援体制及び相談支援体制の

強化を図り、高齢者が安心して暮らせる体制づくりを進めてまいりたいと考えております。 

 また、緊急通報装置設置貸与事業については、セコムに委託し、独居の高齢者や重度障がい者の

緊急時に自宅に駆けつけられるようにするためのもので、過去に収入限度額の上限引上げ、利用負

担額の幅の拡大など、改正を行ないましたが、施設利用などで利用者は減少傾向にあります。また、

積極的に独居高齢者の危機を把握する手段として、日常的に使用する電化製品にセンサーを取りつ

け、長期間使用されなかった際に通報されるシステムの導入について提言が出ており、検討してま

いりたいと考えております。 

 次に、障がい者グループホーム誘致と就労支援の拡大についての見解についてでございますが、

地域共生社会実現に向けた取組の中で、親亡き後も住み慣れた地域で継続的に安心して暮らし続け

ることができるためには、グループホーム未整備の白馬・小谷地域にとって、グループホームの整

備というのは大きな課題の一つであり、整備に向け、村として可能な支援の検討を継続してまいり

たいと考えております。 

 また、居住支援であるグループホーム整備と併せて、日中活動の場である就労先等を確保してい

くことも大変重要であると認識しており、就労支援の方法は様々でありますが、ニーズに応じて関

係機関と連携しながら対応してまいりたいと考えています。 

 ３点目の公共交通網形成計画関係の質問についてまとめてお答えします。 

 初めに、平成３０年度に策定された当該計画では、白馬村のこれからのまちづくりを考慮しつつ、

まちづくりと連携した面的な地域交通を再構築するとともに、地域の足を維持・確保していくため

の具体的な方策について検討することを定めています。その中で、重点的に取り組むべき施策とし

て１３の項目が示されており、その項目の区分には、加藤議員の質問にあります誰もが自動車に頼

らず安心して暮らせる地域交通の拡充や、子供や家族が安心して負担のない暮らしを支える地域交

通の確保といった項目も、検討していく具体的な施策として位置づけられているところです。 
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 また、計画推進に向けた検討体制としましては、白馬村執行機関の附属機関の設置等に関する条

例で定める白馬村地域公共交通検討委員会及び白馬村地域公共交通検討会議において、地域交通の

運行計画策定に関する検討・審議を行なうこととしています。この前提に基づき、今年度７月より

本検討委員会による協議を始めており、今後は委員会で決定した検討スケジュールに基づいて検討

結果を整理し、その後、検討会議への報告と審議を経て、施策実施のための予算編成といった工程

を想定しているところです。 

 また、この冬のシーズンには、これまで定時定路線型で運行していたナイトシャトルバスをＡＩ

オンデマンドシステムを用いて実証運行を行なうことを計画しています。このシステムは、利用者

の予約に対してＡＩが最適なルートと配車をリアルタイムで行なうシステムになりますが、これに

より、柔軟かつきめ細やかなサービスを実現すると同時に、運行台数の削減や待ち時間の短縮、稼

働率の向上、そして、二酸化炭素排出量の削減にも寄与することができるようであれば、これを公

共交通の資源として年間運行へ、さらには生活交通へも展開することが考えられます。まずは、こ

の冬の実証運行において実現可能性を検討してまいります。 

 議員ご質問への答弁としましては、スクールバスやコミュニティーバスにとどまらず、観光客が

快適に移動できる手段やデマンド型乗合タクシーなど、村内全体の地域交通体系の在り方、全体最

適化について執行機関の審議・決定を受けた段階での本格運用を考えており、現況の期間スケジ

ュールを踏まえますと、公共交通全体がそろえられるのはおおむね令和６年度からとなる見込みで

す。 

 ４点目の白馬村の環境・景観・開発対策ですが、説明会へは就任前にあくまで一個人として参加

したものになりますので、一個人として今回の開発箇所だけ切り取ってみた感想を述べさせていた

だきますと、同じスタイルの建物があまり空間に余裕がない中にたくさん建てられているという都

会の住宅のようなイメージを持ちました。今回の開発区域だけでなく、もう少し広い視野で見てみ

ますと、周辺には白馬五竜スキー場が広がっており、昭和の時代までは林地であった土地の木を切

り払い、開発され、そして、現在では国内でも有数の集客を誇るスキー場に発展してきたエリアで

もあります。 

 五竜地区の開発に関連して、今後、開発規制の在り方を議論していくとすると、スキー場の将来

の方向性を含め、まずはそこに暮らす皆様、地権者の皆様、この地で事業を行なっている皆様など、

地域の中の様々な考えをある程度一定の方向性を持って進めていくことが大前提になろうかと思い

ます。その前提の上で、地域ごとのまちづくりについて、村も一緒になって検討していく体制をつ

くっていきたいと思いますし、また、このことは五竜地区のみならず、村内各地域にも共通する課

題であると考えます。 

 白馬村の第５次総合計画にあります「美しい景観を守り育む村づくり」として今後の開発の在り

方を考える際に、自然環境に調和したまちづくりの推進が重要であり、一人一人が美しい村づくり
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を意識することで、住む人も訪れる人も魅了するまちづくりができると考えますので、今回の条例

改正案もそうした視点に基づき、次世代に美しい村を残していくためのものになるよう策定してき

ているものと考えます。 

 ５点目の地球温暖化と気候非常事態宣言については、まず、ゼロカーボンビジョン策定の趣旨は、

本村が宣言した気候非常事態宣言及びゼロカーボンシティ宣言を具現化するため、村民、事業者及

び行政が一体となって取り組むことのできる行動を示しながら、温室効果ガスの削減目標を達成す

るための目標値を盛り込んだ計画です。この計画の基本戦略である「減らす」、「創る・使う」、

「変わる」の行動変容では、それぞれができることから実践すること、また、その基本戦略の適応

策は、一体的に推進することについてはビジョンにうたっているところであり、２０３０年に向け

て白馬村の家庭及び事業者が目指すべき行動も列挙されております。 

 加藤議員のおっしゃる工程表、ロードマップというものが具体的にいつ誰が何をやるかというも

のを指すのであれば、現在、特にそれがなくても目標に向けて歩み出していると認識していますが、

一方で、２０５０年までの目標達成に向けてある程度何をいつまでにやるというタスク管理やスケ

ジュール管理のような形を取ったほうが危機感や行動力につながるとも思います。その場合には、

まず、財政状況を勘案して何ができるか判断する必要もありますので、今後の予算策定の段階であ

る程度のめどが立つかと思います。 

 いずれにしましても、現在、ゼロカーボンの目標達成に向けては、優先順位というより、手をつ

けられるものを同時進行で進めていかないと間に合わないと認識しています。例えば、私は公約で

小水力発電等によるエネルギー自給率の向上を掲げましたが、その設備の建設を進める中でも、昨

今の資材の高騰や納期の遅延により開始が遅れるような状況が発生する可能性もあります。その場

合、ほかのエネルギー自給率向上の方法として、家屋設置型の太陽光パネル設置の補助金やペレッ

トストーブへの補助を手厚くして導入促進するなどの方法が考えられます。 

 また、今話しましたことはクリーンエネルギー創造のほうになりますが、もう一方で、ＣＯ２を

排出するエネルギー使用の減少にも取り組む必要もあり、その観点からは、断熱住宅や断熱リフ

ォームの補助の継続・促進、ＥＶ導入への補助や充電スタンドの整備などが考えられます。 

 ビジョン達成に向けた４つの重点項目である再生可能エネルギーの創設について検討すること、

省エネ普及促進のための環境整備補助制度を創設すること、森林保全や森林環境整備と連動した取

組を推進すること、持続可能なマウンテンリゾートを実現するための白馬村観光局の取組「サーキ

ュラーエコノミー」を具現化することを施策の柱として、財政状況や様々な条件から、実施できる

ことから積極的に進めていくことが目標の達成のために重要と考えます。 

 ６点目の広報・広聴活動と協働のまちづくりについて、初めに、村民との対話集会についてです

が、本村の基本理念でもある多様性と学び合いをテーマに、白馬村にとって豊かさを追求し続けて

いくためには、村民参加による共創の地域づくりが不可欠であると考えています。このため、コロ
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ナ禍でストップしてしまっていた行政区の課題把握を念頭にした各地区との対面の地区役員懇談会

をこの秋頃から再開したいと考えています。また、より広く住民が参加できるように、対面以外に

Ｚｏｏｍ等を使ったテーマ別のオンラインによる対話を今後実施できるよう検討していきたいと思

っております。また、行政の重点施策や事業について、より多くの住民の皆様から意見を聞くパブ

リックコメントの充実などにより、住民との積極的かつ柔軟な双方向対話に取り組んでいければと

考えます。 

 次に、情報発信については、紙媒体、デジタル媒体など、様々な方法がありますが、多くの村民

に行き届くように、それぞれの特性を考えて内容ごとに使い分けを考えております。防災無線では、

これまでどおり、村長メッセージとしては、新型コロナウイルス感染症や災害などの安全面に関わ

るものを中心にタイムリーに発信していく予定です。ユーテレ白馬では、同じく安全性に関わるも

のや課題解決のために村民の協力が必要な各種取組などを発信します。紙媒体としては、安全性に

関わるものについては村長メッセージとして役場ホールへの掲示、そのほか、広報はくばで必要に

応じて掲載をいたします。デジタルとしましては、村長から村民へということでありますが、村長

メッセージは村のホームページやＳＮＳで発信し、そのほか、私のほうで必要だと感じたものは職

員を通じて、都度、村のホームページやＳＮＳなどで発信します。 

 私自身としましては、村のホームページにある村長の部屋のページで月ごとの活動や季節の挨拶

を発信します。村長としてのＳＮＳアカウントもございますが、こちらは村民向けというより、観

光等の対外へ向けての情報発信を中心に行なっておりますので、基本的には、村民に届けたい情報

は各担当課から村のホームページやＳＮＳを使って発信する方法をまずは考えています。その場合、

村のホームページやＳＮＳの存在を認知してもらうことも重要であり、そのための周知活動や見や

すいホームページの設計も必要と考えております。 

 最後に、政治姿勢についてですが、平和で戦争のない世界を望んでいるのは誰もが同じ思いであ

り、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう強く決意する中で憲法９条が制定されたものと認識

しており、さらに、憲法は国民として守るべき責務ですので、私としても法令遵守は当然と考えま

す。 

 核兵器禁止条約の署名・批准の考え方は、まず、この条約とは核兵器を国際人道法に違反するも

のとしてその開発・保有・使用などを禁止する条約であり、平成２９年に国連本部で採択され、平

成２９年９月から各国の署名が始まり、条約発効に必要な５０の国と地域の批准がなされ、令和

３年１月２２日に発効することとなったものであります。このような世界の動きに対しまして、本

村の状況は、昭和６３年６月に遡りますが、非核平和白馬村宣言を行ない、非核宣言自治体となっ

ております。これは、地方自治体が核兵器の廃絶を内外に訴える宣言を表明することをいい、ご質

問の署名・批准を求めるか否かはともかく、非核宣言自治体としての姿勢は保つべきものと考えま

す。 
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 次に、安倍元首相の国葬についての見解でございますが、まずは、７月８日に凶弾に倒れられた

安倍晋三元首相に対しまして心よりご冥福をお祈りするとともに、テロという行為に強く憤りを覚

えるところです。 

 安倍元首相は、首相時代の平成２６年１１月に発生した神城断層地震の折にはいち早く被災地視

察にみえられ、直に被災者を激励され、速やかに局地激甚災害の指定をされるなど、大変お世話に

なり、白馬村長として感謝申し上げる政治家であります。 

 お尋ねの国葬の見解でありますが、国葬は政府が決めたことであり、その開催是非につき世論が

割れていることは承知していますが、この場で私が肯定するものでも否定するものでもありません。

また、弔意については、先日、岸田首相も「国民に強制するものではない」とコメントしており、

村といたしましても、村民個人個人の判断に委ねたいと思います。 

 また、私自身、旧統一教会、その他関連団体とのお付き合いにつきましてはございません。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  どうも多くの質問で答弁ご苦労さまでした。それで、選挙期間中にいろ

いろ村長が訴えたこと及び新聞などで発言されたことは、切り取りのような感じで載っている場合

もあるし、それから、もう一つはあまりにも紙面上の都合から抽象的な言葉が多くなると思う中で、

今、一定の考え方、見解などを述べていただいて、少しは村民の方、内容が分かったかなと思いま

す。 

 そこで、もう少し、あと２５分ぐらいありますから、少し具体的な質問をしていきたいと思いま

す。 

 まず最初に、少子高齢化対策ですけど、一番重要というか、人は一人ではやはり生活はできない。

一定のところへ住所を構えて、そこで生活していくと。生活していく中で、一人でおる場合と家族

でおる場合とでは住む場所が多少変わらざるを得ないと思うんですね。それは経済的な問題もある

し、仕事上の利便性の問題ももちろんあると思います。特に若い人たちが生活、二人で生活を構え

る。今の若い人の状態が、どちらかというと非正規雇用が多くて低賃金が多いのが現状です。そう

いう中で、先ほど私がこういう出産祝い金とか入学祝い金などのことを、ソフト事業ももちろん白

馬村はやっているんで、それは十分知ってます。それと同時に、そちらのほうの補助金、生活支援

をやっていくことは、今の時代背景ではどうしても必要だと私は思っているんですね。そういうと

ころを逃げずに、村長、たくさん前向きな答弁しましたので何も言うことはないんだけど、前向き

な考えで、それで早く行なっていただければと思います。 

 それで、給食費の無償化のことについても、前回も質問して教育課のほうから答弁いただいてい

ます。それで、差が私は多いと思うんです、近隣とね。だから、その差を縮めるためにも、そこの

ところをお願いしたいなと思います。この点については前向きな答弁が非常に多かったので、これ
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以上、時間の関係もありますから、次に移りたいと思います。 

 それで、２つ目は、高齢者と障がい者の福祉対策なんです。それで、この中で障がい者のグルー

プホームの誘致については必要性は認めていても、住民団体のグループがもう３回、４回、請願・

陳情を行なってもなかなか実現できない。まずは実現できない理由は何かというのが、県の考えが

分かっていましたら教えてほしいと。 

 それから、もう一つは、障がい者の就労支援なんですけど、村長自身、宿泊事業者としてベッド

メイクとかお部屋の掃除とかね、そういうものを障がい者の方にも仕事を依頼してやっていると、

そういう障がい対策について非常に理解と協力があるということは私も知っています。そういう中

で、今度、村長になられましたから、庁内、それから行政関係の建物及び仕事がたくさんあります。

そういうところを少し見直して、障がい者の方もできる仕事をそこから見つけ出して、障がい者の

方に仕事をしていただいて生きがいを持ってもらうと、そういうようなことを私は考えるんですけ

ど、そういうことをおやりになる考えはあるかないか。２点お願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  お答えいたします。 

 まず、県のほうに今、補助申請、要望を上げて採択されない理由につきまして、基本的には県の

その整備方針に基づいた形で審査会において審査されるものですから、はっきりとした理由につい

ては承知しておりません。 

 次に、また、障がい者の仕事の拡大という部分ではですね、どういった形でまず就労したいのか

というようなこともあります。一般企業への就職なのか、雇用契約に基づく就労継続支援Ａ、ある

いは、白馬村にもあります雇用契約に基づかない就労、就労継続支援のＢ型、そういったものを

ニーズを聞きながらですね、関係する機関と連携して、仕事というのは、先ほどのグループホーム

もそうですけども、住むところ、生活する上で仕事というのは重要な要素だと思いますので、協力

しながら進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  できましたらでいいですけど、答弁たくさん、７項目の答弁を聞いて、

村長、さすがだと。いろいろ勉強されていろんな分野について理解を深めているということで、私

自身、感心しているんです。なるべくなら、村長の不得意なところももちろんあるとは思うんです

けど、１回目ということで、なるべく村長自ら答弁いただいて、弱点も村民の前へ出していくほう

が私はお互いのコミュニケーションがよくなると思います。 

 それで、次に移ります。３番目の地域交通網の形成計画についてです。これについては、一応、

検討委員会で今検討して、それが検討会議のほうへ答申して、これでやっていくと。大きな網形成

計画の中では、６年に実施していくということは、これ前から決まっています。それで、先ほどの
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高齢者の問題とも関係するんですけど、高齢者の中で、今後、一人暮らしが始まる。それで、一人

暮らしっちゅうことは対話がないっちゅうことですね。そうすると、国も危惧している認知症が非

常に増えると。認知症対策をどうしていくかというのが国及び村にとっても非常に重要な問題だと

思うんですね。認知症対策の一番はやっぱりしゃべることなんですよね。隣近所の人としゃべる。

それから、友達としゃべる。同年の方としゃべる。そういうことが必要だと思うんです。そのため

には、老人も含めた、要は免許証を返上した老人も含めた人たちが村内を自由に移動できる手段を

村が確保する。これが私は重要だと思うんです。だから、地域交通網施策の中で、定時定路線の誰

もが乗れるバスを６年と言っておるんですけど、前倒しでやってほしいと。ＡＩですか、非常に画

期的なシステムでいいと思う。今の技術の中ですから、きっとうまくいくでしょう。それも使って、

こういう計画で今進んでおるんだっちゅうことをもっと村民の方にお知らせするということも必要

だと思うんですね。 

 これは総務課長にお聞きしたいんですけど、令和６年というのを前倒しするような形で定時定路

線の村民バスと言おうか、コミュニティーバスを運行することはできないのでしょうか。その辺の

見解をお願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  先ほどの答弁のほうを先に一度させていただきたいと思います。 

 県のほうのグループホームの件がありましたので、担当課長のほうからお答えをさせていただき

ましたが、その他の点につきましては私のほうからお答えさせていただきたいと思います。 

 少子高齢化が進んでいることによりまして、特に支え合いが必要ということで、若い世代、子育

て世代が経済的に大変だということに関しては、私も非常に承知しており、厚いケアを、厚い支援

をしたいなというふうに選挙公約でも述べておりますし、現在も考えているところではあるんです

が、その中で、先ほど、まず給食費の問題が出たと思うんですが、給食に関しては先ほど答弁でお

話ししましたとおりではありますが、加藤議員のおっしゃるとおり、最終的にもちろん無料化とい

うことができれば、それが一番理想であるというふうに考えてはおります。その際には、ほかの財

政状況を見ながらというところにはなりますので、目標としては無償化というところにはなります

が、現段階では軽減を継続というところをまずは必ず行なうというところで進めてまいりたいと思

っております。 

 また、非正規雇用ですとか低賃金の問題に対して、子育て世代への支援が必要ということで、出

産祝い金、また、入学祝い金等の創設というところに関しましても財政状況を見ながら、優先事項

としては高いほうになると思いますので、できる限り支援をしていければというふうに考えてはお

ります。 

 一方で、非正規や低賃金というところに関しては、経済的な事象が影響してくる部分があります

ので、経済状況の回復ということも一つ大きなテーマになってまいると思いますので、こちらは選
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挙期間中もお話しさせていただいておりましたが、基幹産業のまずは回復というところを力を入れ

てまいりたいというふうに考えております。 

 障がい者の就労支援に関しまして、庁舎内でというところでありますが、私も現段階でまだどう

いった仕事があるか、また、障がい者の重度に関してどのような仕事ができるかというところの

ニーズとウォンツの把握ができておりませんので、そちらを検討した中で、それに見合うものがあ

れば、ぜひ積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 あとは、対話についてです。高齢者の方が対話の機会がないというところで、地域交通網を利用

してというところですが、地域交通網を利用して対話をする場所へ行くということですけれども、

交通の手段とともに、そういう対話ができる場所というのも必要になってこようかと思いますので、

現在、これまで検討が進められてきております図書館等の施設を皆さんが集ってコミュニティーが

取れるような場所にしていくといったところも、そういった活動の一つになってこようかと思いま

すので、検討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問の公共交通の前倒しができないかと、年度の前

倒しができないかとのご質問でございますが、実質、予算編成が始まるのは大体１１月ぐらいから

始まってきます。今年、令和５年度の予算でいくと、今年の１１月頃から作業が始まるということ

になってきますので、先ほどの村長答弁にありましたとおり、公共交通全体がそろうのが令和６年

度と現在考えております。先ほど村長の答弁にもありましたＡＩデマンド、これの作業を含めなが

ら、現在使っている交通資源の最適化、この結論を今年度中に出すという作業も一応予定をしてお

ります。それから考え、検討委員会であったり、公共交通会議にお諮りするスケジュールを考える

と、最短でも令和６年度というところになるのかなということで、担当課とすれば最短となる令和

６年度を目指しているというところでございます。 

 ただ、スクールバスであるとか、個別の今行なっているような交通体系をどうするのかというの

は、令和５年度の予算編成の中で、それこそ財政状況を見ながら担当課等と検討させていただきた

いと思いますので、あくまでも全体の公共交通がそろうのは令和６年度という解釈でいていただけ

ればと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員の質問時間は答弁も含めあと１０分３０秒で

す。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  次に、環境・景観・開発のことです。時間があまりありませんので単刀

直入にお聞きしますが、白馬村は世界水準の観光地、スノーリゾートを目指しているということで、

事業者も村民もそれに協力していると。そういう村ができたらいいなと思っています。そういう中
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で、世界水準のマウンテンリゾートとはどういうところかと。イメージがちょこっと皆さん、これ、

各自が違う。特に工事を行なう事業者も含めて、この白馬村が目指す世界水準のマウンテンリゾー

ト地とはこういうものだというものが明確化されていないもので、白馬の森のああいう密集したあ

あいうところへ来た観光客が私はかわいそうだと思うんですけど、ああいう感じのところが白馬村

の一つの世界水準の観光地かと言われたら、ちょっと心外だと思うんですね。だから、これは要求

というか、要望なんですけど、世界水準のマウンテンリゾート地とはどういうところかと。白馬村

はどういう感じのところを目指しているんかということをもう少し明確に文書化することが私は必

要だと思うんです。そのことについてはどのようなお考えでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  先ほどの答弁のほうでも少しお話しさせていただいたんですが、第５次総合

計画の中に、美しい景観を守り育む村づくり、また、一人一人が美しい村づくりを意識する、住む

人も訪れる人も魅了するまちづくりというようなキーワードは出てくるんですが、おっしゃるよう

に、それが具体的にどういうものかというのはなかなか見えづらい部分があろうかと思います。ま

た、一つ一つの開発に対して、私のほうでこれがよい悪いという言い方はできないんですが、「自

然と調和した」というキーワードですとか、「美しい景観を守り」、また、「持続可能な」、それ

から「誰もが豊かに暮らせる」、そういったものがキーワードにはなってくるかと思うんですけれ

ども、その場合に、ではこれがそうだ、これが違うというのはなかなか難しいところがありますが、

今回、条例改正で景観条例、また、開発条例というところを制定していくわけですが、住民の皆さ

んと対話をする中で、その辺りを明確にしていければ、よりいいというふうには私も考えておりま

すが、具体的に今この段階でこれが世界水準のマウンテンリゾートですということを言うのは実際

のところ難しいなというのが私も思っているところですので、これを皆さんとの話の中でもう少し

具体的に何かをつくるときの指標になるようなものというようにしていけるようであれば、検討は

してまいりたいというふうに思います。 

 また、すいません、先ほどの質問で１つ漏れていたんですが、ＡＩ等を使ったオンデマンドシス

テムで村民に知らせるというところなんですけれども、確かに情報発信についてもまだまだ知らせ

切れていない部分が多いと思いますので、その辺りは今後、デジタル等を中心にもっと村民に知ら

せられる体制を整えていければというふうに私のほうとしても考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありません。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  どうも。次に、５番目の地球温暖化と気候非常事態対策です。それで、

これも単刀直入に。２８年たつと２０５０年になります。私はもういないでしょうけど、村長は

２８年後、今の私と同じ７５歳になります。７５歳になったときに、白馬村が今の地球温暖化対策、

村が非常事態宣言も出した村であるにもかかわらず、今の温暖化対策では、私は到底無理だなと思
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ってます。孫がかわいそうだなと思います。村長は２０５０年、白馬村の２月の積雪は役場付近で

どれぐらい積雪があるかと、これは気象庁のシミュレーションなどで多少、それに参考にするよう

なことが載ってるんですけど、そういうことで、村長の想像、どんな感じに、今のままだったらど

んな感じになるなと思っているのか、ちょっと発言願います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  今のままでいくと、２０５０年までに１.５度の中に収まることは難しいとい

うふうには全世界で言われていますので、このままいってしまうと、雪の状況というのは私も具体

的には難しいと思うんですが、１.５度以上上がるということになれば、かなりこの周りにはなく

なっているということが想定はされるかなというふうに思います。 

 一方で、これは白馬村だけが頑張ってもできないことではもちろんありますし、白馬村が目標を

達成したからといって世界の気温が１.５度まで上がらないかというところではないんですけれど

も、白馬村としてはこれだけ自然に恩恵を受けて成り立ってきている村ですし、気候非常事態宣言、

ゼロカーボンシティ宣言を出した村ですので、積極的に取り組んでいかなければいけないことは変

わらず続いていきますので、できることを待ったなしで取り組んでいかなくてはいけないというふ

うに考えています。 

 ただ、私も先ほどお話しさせていただいたとおり、まだ財政状況等を細かく見たわけでは、次の

段階でどういった形になるかというところを見ているわけではございませんので、優先順位として

はもちろん高いところになってきますけれども、気候対策をする上でもどうしてもお金がかかる部

分もありますので、行政として行なうことに関してはその中で優先順位をつけていかなくてはいけ

ないというふうに考えていますけれども、優先度は非常に高いものになっているというふうに考え

ております。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第１０番（加藤亮輔君）  私も非常に優先順位としてはもう最上級の課題だと私は思っています。

だから、そこに、去年などを見ますと、村の予算としては２,０００万円弱ですかね、「しか」と

いう言い方をしてもいいと思うんですけど、村の負担額としては１,４００万円強のお金を温暖化

対策で使ったということで、これを今、この決算で見ると７０億使うこの村が１,４００万ではち

ょっと私は少ないなと思いますので、そこ、来年度はギアを入れ替えて、もう少し世界に誇って、

世界と日本に発信するという感じでやっていってもらいたいと思います。 

 それから、６番目、もう時間ありませんからきっとこれで終わりかとは思いますが、村民との集

会、それから対話について、村長からの情報発信についてです。それで、住民との対話集会で、答

弁の中では、コロナ禍でやれなかった地区懇談会というものをやっていくということは述べられま

した。それで、もう一つね、今、多種多様な、それから多様な人がいるということが村の基本計画

にも、総合計画にもなってます。多様な人の要求・要望を吸い上げて運営して解決していくために
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は、私は村長及び担当課が課題別の懇談会を開く必要があると思うんですね。それで、温暖化対策

でもいい、それから、財政問題で村がよく言う宿泊税をどうするかという問題を課題にしてもいい

です。村にある課題を提案して、それで村民に来ていただいて議論をすると、そういう懇談会、対

話集会が私はもう絶対必要だと思います。それを地区懇談会と併せて行なってほしいと思いますけ

ど、そういう考えはございますかどうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。あと１分ですので。 

村長（丸山俊郎君）  承知しました。多様性の村であるということは私も承知しているところでご

ざいまして、先ほどの答弁でもお話しさせていただいたとおり、テーマ別の、これがオンラインに

なるかどうかは分からないんですが、テーマ別のオンライン等による対話を今後実施できるよう検

討していきたいというふうにお話しさせていただきましたので、引き続き、それは検討していく予

定でおります。 

 また、先ほど、環境に対する、地球温暖化対策に対する予算をもう少しというところですが、そ

れについては私も同じように考えておりますので、より多くそこに重点的に予算をつけられるよう

に検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  質問時間が終了しましたので、第１０番加藤亮輔議員の一般質問を終了いた

します。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０２分  

再開 午前１１時０７分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第６番尾川耕議員の一般質問を許します。第６番尾川耕議員。 

第６番（尾川耕君）  ６番尾川です。よろしくお願いします。村長就任、おめでとうございます。 

   （「マスク外してください」の声あり） 

第６番（尾川耕君）  それでは…… 

議長（太田伸子君）  マスク。マスクを外していただいて。 

第６番（尾川耕君）  少し暑いので、ジャケットを脱がせてもらいます。 

 今から一般質問を始めます。 

 １つ目です。脱炭素２０３０年の白馬の姿。 

 新村長の選挙公約では、残念ながら、ゼロカーボン関連のことは書かれていませんでした。しか

し、選挙時の折り込みチラシや今回の定例議会の挨拶で話されましたが、気候変動対策に先進的に

取り組み、それが白馬の魅力となるように日本や世界に向けたメッセージを発信しますとうたって

おります。前村長の下、動き出したゼロカーボンに向けた取組は、予算・人員の問題もあると思わ
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れますが、積極性が感じられず、進捗状況も遅く感じられます。 

 長野県ゼロカーボン戦略では、ＧＨＧ排出量を２０３０年まで６０％削減し、その概要版である

長野県ゼロカーボン戦略のポイントでは、簡潔に２０３０年の姿が示されています。また、

２０３０年までが人類の未来を決定づけると示され、県民行動を促しています。あと７年間です。 

 白馬村のゼロカーボンビジョンには、２０３０年の明確な目標が示されていませんが、長野県の

それに準じるのか、または、それ以上を望むものだと期待しております。 

 ６月定例会の一般質問で、私や同僚議員の質問に対する回答の中で、前村長は、「地域経済の循

環や地域課題の解決、住民の暮らしの質の向上につながる取組を意識した提案ができないか、鋭意

検討している」と答えています。 

 そこで、以下について質問します。 

 １、上述の「先進的に取り組み、それが白馬の魅力となる」とはどのようなことでしょうか。具

体的にお答えください。 

 ２番目です。丸山村長として「地域経済の循環」の具体的なお考えをお示しください。 

 ３環境省の「脱炭素先行地域」申請への進捗状況をお知らせください。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  脱炭素２０３０年の白馬の姿について、尾川議員より３項目のご質問を頂い

ておりますので、順次答弁させていただきます。 

 １点目の「先進的に取り組み、それが白馬の魅力」についてお答えします。 

 ご存じのとおり、白馬村は全国自治体の中ではいち早く気候非常事態宣言、ゼロカーボンシティ

宣言を出し、環境への意識の高さが対外的に知られ、白馬高校生による断熱プロジェクトがＮＨＫ

で特集されたり、白馬南小学校での断熱も対外的に報道され、そうした取組をしている村であるこ

とを多くの方々に好意的に捉えていただいています。また、ＧＲＥＥＮ ＷＯＲＫ ＨＡＫＵＢＡも、

各分野のスペシャリストが白馬を舞台に環境やサーキュラーエコノミーへの先端の取組について紹

介や議論をし、それにより関係人口が増え、白馬へ訪れる人が増えてきております。こうした取組

やアクションをさらに加速させることが白馬の魅力となると考えており、その内容がほかの自治体

よりも積極的であったり効果的であるほど、魅力も向上するものと思っており、そのような取組を

「先進的」という言い方をしております。 

 具体的には、既に索道事業や建設事業者をはじめ、民間企業、宿泊業、さらに、個々の方々が取

り組んでおられるクリーンエネルギーや断熱、コンポスト、ごみの４Ｒなどの取組に加え、行政と

しても進めてきております小水力発電やゼロカーボンへの啓発活動などが当たりますが、最近は、

ＧＲＥＥＮ ＷＯＲＫ ＨＡＫＵＢＡを通じて科学的な見地からの取組も多く紹介されてきておりま

すので、アンテナを高く張り、新しい取組も積極的に検討してまいりたいと思っております。 
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 対外的な発信としましては、これまでも話に上がってきております脱炭素先行地域への申請も重

要であると考えております。 

 ２点目の私の考える地域経済の循環についてお答えします。 

 ６月定例会の一般質問において、加藤ソフィー議員の質問に対する答弁の中で、下川前村長が

「地域経済の循環」という言葉を用いていました。脱炭素先行地域の応募に当たり、循環型経済、

いわゆるサーキュラーエコノミーをイメージして用いた言葉であり、提案内容の一つの切り口であ

ったと捉えています。 

 サーキュラーエコノミーは、非常事態に直面している気候、汚染や破壊が進む自然環境など、環

境や社会の負担が膨大化する中、持続可能な経済システムとして注目されています。原材料調達や

製品、サービス設計の段階から資源の回収や再利用を前提としているため、製品やサービスの価値

をできる限り高く保ったまま循環させ続けますので、廃棄物という概念は存在しません。これを脱

炭素という点から見ますと、サーキュラーエコノミーは資源投入量や消費量、廃棄量の抑制につな

がりますので、脱炭素に大きく貢献する経済システムであると考えます。 

 また、昨今は世界情勢が不安定であり、食料や資材、エネルギーの高騰や入手困難といった課題

も世界的に出てきております。こうした中、地域内でのエネルギー自給の必要性がより高まってき

ておりますので、その観点からもサーキュラーエコノミーの重要性を感じております。 

 私は、村づくりにおいて持続可能性を重要視しています。それは、経済、社会、環境を持続可能

な姿へ移行させることであり、サーキュラーエコノミーはそのための手段の一つであると考えます。 

 白馬村観光局では、このサーキュラーエコノミーの考えを取り入れたビジョンを掲げており、そ

こでは、大好きな自然を守りながら自分たちの暮らしも豊かにするとしています。言い換えますと、

経済成長と環境保護を調和させ、持続可能な白馬村を実現していくということであり、これはＳＤ

Ｇｓの考え方にもつながるものですので、私としてはこのビジョンの実現を最大限後押ししてまい

りたいと考えます。 

 最後に、脱炭素先行地域の申請の進捗状況についてお答えします。 

 議会開会時の挨拶でも触れましたが、国が示す脱炭素先行地域選定の考え方として、国の脱炭素

ロードマップを踏まえた先行地域にふさわしい再エネ導入量や当該地域での発電量の割合のほか、

地域の課題解決と脱炭素を同時に実現して、地方創生にも貢献する計画の策定が求められています。

このように認定の採択基準と評価方法が明らかになるにつれて、第２回目以降の認定が初回認定よ

りかなりハードルが高くなっていると感じています。 

 現況の申請に当たって本村の課題を挙げれば、再エネ発電の調達計画がゼロベースであることか

ら、ＣＯ２実質排出ゼロを実現する計画策定が描けていないこと、また、単なる脱炭素計画のみに

とどまらない地域課題を解決するという視点においての関係者間の調整や合意形成が整っていない

ことが計画策定の進んでない大きな要因と捉えています。 
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 今後、こうした課題を一つずつクリアしながら、先行地域事業にとらわれず、脱炭素移行や再エ

ネ推進事業といった関連する補助メニューも幾つか示されてきておりますので、刻々と示されるそ

れらの動向を注視しながら、各種導入の推進への検討を進めてていきたいと考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  ご答弁ありがとうございます。２番目の質問で示しました地域経済の循環な

んですけれども、観光局が率先してやっているサーキュラーエコノミーという考え方というのは非

常に重要だと思います。私もそれで賛同してどんどん進めていっていただきたいと思ってるんです

けども、だけども、地域の産業にとっては、その産業がこの地域内でできるのかどうかっていうの

が非常に心配です。そのほかに、例えば、ソーラー発電とか、小水力発電とか、そういう事業者が

増えることによって地域経済が循環していくっていう考え方はないでしょうか。その辺のご答弁を

お願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  ソーラーや小水力発電についてなんですが、まず、一番は村でそうした事業

ができれば、こちらにきちんとお金が落ちるということが生じますので、サーキュラーエコノミー

に資すると思うんですが、一方で、業者であった場合に村内業者であればいいんですけれども、他

地域から来て、そのお金がまた他地域に流れてしまう、そういったものである場合には、サーキュ

ラーエコノミーの概念には当たらなくなってしまいますので、地域循環になりませんので、あまり

適していないのかなというふうに感じます。ですので、ソーラーですとか小水力発電、いわゆるク

リーンエネルギーに関しては率先して進めてまいりたいというふうに考えますが、その中で、可能

な限りきちんと地元にお金が落ちるような業者を選定するような形を取る視点を常に持ち続けるこ

とが重要だというふうに考えています。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  今、村長が言ったように、やみくもに外から業者を集めて、この地域で再エ

ネ発電とか小水力とかをやるというのは、やはり地域外にお金が流れていくことです。だからこそ、

地域内の産業をいかに育てるかっていうことが一つ大きな課題になってきています。例えば、断熱

改修をやるのに、やはり中小、小さなところの工務店などは技術力が無かったりします。それをし

っかりサポートして北海道レベル、それよりヨーロッパレベルの断熱性能を確保できるような事業

者をしっかり育成するっていうことが必要だと思いますけれども、その辺の育成するような政策っ

ていうのは何か考えていらっしゃるでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  おっしゃるとおり、地元の事業者がそうした断熱改修の高い技能を身につけ

ることによって、地元の中でお金が回る仕組みを取れることが非常に重要であると私も考えます。
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ですが、現状、その育成に関して私のほうで具体的に考えていることがございませんので、今頂い

たご意見を念頭に今後検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  長野県のほうもやはりこの辺の事情、断熱改修ですね、これが小規模の一般

家庭だったらいいんですけれども、やはり白馬の民宿、旅館、ペンション、そういった小さな事業

者、個人事業者は大変ここは苦しむところです。中途半端に大きくて資金力も無いっていうところ

が非常に課題を抱えています。これは長野県の各地でも起こってます。やはり観光業が多くて宿泊

業も多い県なので、長野県のほうも非常に悩んでおります。ここを長野県と手をつなぎながら、白

馬から新しいやり方をつくってくっていう考え方でやっていっていただきたいなと思っております。 

 そこで、次の質問です。脱炭素に向かっては、経済的なインセンティブっていうのがやはり必要

です。今言ったような地域内で循環させるために工務店を育成したりとか、ソーラー発電事業者を

つくっていったりとか、ミニ水力のるノウハウをつくっていったりとかっていうことは非常に重要

です。それ以外にもう一つ、心の面で考えていく必要もあります。２０３０年にどうなっているの

か。２０５０年にどうなっているのか。先ほど加藤議員もおっしゃったように、２０５０年の白馬

村、２０３０年の白馬村をどうやっていきたいか。未来の子供たちがどうやっていくのかというこ

とが非常に心配です。 

 村長は、就任前、白馬高校の非常勤講師として高校生と接したと思います。白馬村が気候非常事

態宣言を発出するきっかけとなったグローバル気候マーチ、これにも参加したと伺っております。

そのときの高校生の様子や気持ちをどう感じましたか。そして、そのとき、自分はどう感じました

か。お答えください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  気候変動のマーチについてお答えさせていただきます。 

 私自身は、参加というよりは、自分が当時教えていた生徒がマーチを行なっているのを横で写真

を撮っていたような形になるんですが、当時、生徒たちが、まず一番はスキーやスノーボードが非

常に好きで、いつまでもパウダースノーの白馬であってほしいという思いが非常に強かった中で、

まだ日本にはない気候非常事態宣言を白馬村に求めて、日本、そして、世界に声を届けたいという

思いから行なったというふうに本人たちから伺っています。ちょうどスウエーデンの活動家である

グレタさんがああいう行動を起こすことによって世界が動いたので、自分たちにもそういうことを

して、白馬、そして、世界を動かすという気持ちと覚悟を持ってやった行動であるというふうに思

います。 

 当時、今でこそ、あれがあったおかげという言い方をしているんですが、高校生たちがああいっ

たアクションを起こすということは本当に重大なことでありますし、本人たちにとっては非常に勇
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気のある行動だったというふうに改めて思っております。その勇気ある行動を我々大人世代がしっ

かりと受け止め、アクションに移していくことが非常に重要であると考えておりますので、彼らも

言っていたように、自分ごとというふうに考えてほしいという気持ちを持ってあのマーチを行ない

ましたので、我々もしっかり自分ごとというふうに考え、今、尾川議員がおっしゃるように、将来

の姿をイメージして、こうなってしまわないように、こうであるために何をすべきかということを

念頭に置きながら一つ一つの行動、そして、施策を検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  ありがとうございます。自分ごととして捉えるっていうことがいかに大切か

っていうことだと思います。 

 それでは、今、新村長になって１か月余り、１か月弱ですか、ぐらいですけれども、一人一人の

職員が気候変動や脱炭素の問題にどのように取り組んでいくべきか。これをお答えいただきたいん

ですけども、やはり今、総務課主導で施策を考えていただいています。だけれども、やはり例えば、

建築の問題であれば建築課があったり、学校教育の場合であれば教育課が担当します。あと、税金

をいかに多く納めてもらうかっていうことも考えないといけない場合もあるかもしれません。そう

なってくると税務課の担当になるかもしれません。その辺も含めて、やはり全体的に皆さんが意識

を持って行動しないといけないと思ってるんですけども、一人一人の職員がどういう気持ちになっ

ていただければありがたいと思っていますか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  私も就任で１か月経つんですが、実際のところ、まだ一人一人の職員とは会

えていない現状がありますので、それぞれがどのような特にこの気候変動に対して意識を持ってい

るかというところは見えていない部分があります。ただ、おっしゃるようにもう喫緊の課題ですし、

自分ごととして考えていかなくてはいけないですので、一つ一つの行動を常に将来の気候のことを

考えながら動けるような職員になっていただけるといいなというふうに思います。 

 実際に、では、この対策をする、この対策をするということに対して、これが正解、これをやっ

ていないから間違いっていうようなものはないとは思うんですが、一人一人がこれをすること、も

しくは、これをしないことが将来の世代にとって、また、気候変動にとって資するというふうに考

えることを常に意識を持つことが非常に重要であるというふうに考えておりますし、そういった職

員になっていっていただけるといいなというふうに思いますし、私自身、さらにそこを気をつけて

いかなくてはいけないというふうに考えております。 

 そして、課の今の総務課というところのお話なんですが、これに関しては、私もまだ実態が全て

見えている部分ではないんですけれども、なかなかやはりこの気候問題に関しては、先ほどもお話
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が出たとおり、非常に重要課題でありますので、かなり専門的な知識も必要になってくるかと思い

ますので、特に環境ということとデジタルに関しては、少し横につながるような組織体制を取って

いかなくてはいけなくなるかもしれないというところは私の中でも考えているところではあります。

ですので、課までいくとちょっと大変かもしれませんが、国のほうでもデジタル庁、環境省がある

ように、デジタル課、環境課までいかなくても、そういったところに専門の担当を置くようなこと

に関しては今後検討していく必要があるなというところは私自身感じているところであります。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  それでは、この前、新聞、８月の中旬ぐらいかな、新聞で報道されていたん

ですけれども、長野県の生坂村ですね、昨年１１月に、庁内にゼロカーボン推進プロジェクト会議

というのを立ち上げました。庁内だけの組織です。そして、検討を始めて、今年の２月に着任した

地域おこし協力隊が中心になって脱炭素の取組を始めました。６月に、県内１６番目でゼロカーボ

ンシティ宣言を行ないました。そして、来年２月の予定の脱炭素先行地域の採択を目指して、地域

課題の洗い出しのためのアンケートやワークショップなどを通じて住民の参加と理解を深めようと

しています。生坂村では、各課でどのような対策ができるのか、どのような温暖化対策ができるの

かっていうのも検討が始まってるということです。そして、そのほかに、例えば、白馬中学のＳＤ

Ｇｓサークルなんかは、村内の太陽光パネルの調査を行なったということです。初めての調査なの

で、質問事項をしっかり考えてなかったというようなことで、大体インタビューへ行くと、おおむ

ね問題ないんだっていう回答を得られていました。ちょっと準備不足だったようなことなので、こ

れから再度、質問事項を検討しながら、もう一度インタビューをしてしっかりと聞いていきたいと

思っています。子供たちもそういったぐらいに動いてますし、そして、他の市町村もしっかり動い

てます。 

 それで、最後の質問です。来年度に予算を確保して、先行地の申請も含め、本来ならば今年度中

というのが望ましいのかもしれませんけれども、この２月だったらあと半年もないわけですから、

地域をどうやって巻き込んでいくか、地域をいかに説得していくかっていうのは非常に大変だと思

います。それと、あと事業者が、いい事業者が現れない限り、しっかりした計画を立てられないと

いうことなので、来年度の予算を確保し、しっかり予算を確保して、先行地の申請も含めた

２０３０年までの脱炭素の計画をつくる、庁内の横断的組織、専任者、また、村民等と協議会をつ

くったらどうか、という提案をさせていただきますけれども、いかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  提案ということでいいわけですかね。質問ではない形で。 

第６番（尾川耕君）  やりたいかどうか。 

村長（丸山俊郎君）  私としては同じ考えでおりますので、やりたいというふうに思っております。
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具体的なほうに関しては、担当課からこの後、説明させていただきます。 

議長（太田伸子君）  吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問の先行地域への経費を予算計上してというとこ

ろですけれども、６月も同様なお話の質問を受けておりまして、ここまで進めてきている中で申し

上げますと、庁内だけの力では進まないなというところが現状です。これは、いろんな関係機関と

もお話をしたり、先行地域の認定の団体の計画書等を見せていただく中でも、少しシンクタンク系

のものがなければなかなか進まないと。ただ、それにつけても、いわゆる先ほど来の地域経済の循

環、また、地域の課題解決というその両輪をクリアするような計画でなければなかなか採択されな

いというのは、第１回の先行地域でも３割程度しか採択されておりませんので、これをどういうふ

うにするのか。その申請に当たり、そういう組織が必要であれば当然かと思いますけれども、まず

はそこら辺の課題と循環をどういうふうにするのか、そこら辺の計画を詰めながら、必要であれば

体制のほうも考えなければいけないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  やはり地域の住民や事業者をしっかりと巻き込んでいく必要があります。こ

れがどういうことかというと、情報発信がしっかりできていないんじゃないかなと感じております。

白馬村が脱炭素の先行地に申請したいというようなメッセージっていうのは広く村民には伝わって

ないんじゃないでしょうか。まずはそこから始めて、そして、今、どういう気候変動が起こって、

この村がどうなっていく可能性があるのかっていうことをしっかり住民の方に伝えないとやはり皆

さんが真剣にならない。私も地域を回りながら、一緒に脱酸素でやっていこう、そういう人を声を

かけていきました。だけど、やはり資金が無いとか、事業承継が、宿の方なんですけれども、次に

引き継ぐ方がいない、人がいない、息子が帰ってこない。自分の宿をどうやって維持しようか。そ

れだけが今、最大の課題で、次のステップに進めないんですよね。そういうことも含めて、先ほど

初めのほうに言いました経済的なインセンティブもあるんだよっていうメッセージも発しながら、

この地域を、白馬村を本当の先行地域、本当の最先端地の地域の観光地であって、さらに脱炭素の

観光地であるということをメッセージとしてしっかりと村民と事業者に語っていくべきではないで

しょうか。まず、それがすぐにできることだと思います。明日とは言いませんけれども、直接、村

長からメッセージを発して、みんなで一緒にやっていこうということを言っていただけないでしょ

うか。なるべく早い機会にそういう機会を設けていただきたいと思います。いかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  先ほど加藤議員からの質問にもありましたが、情報発信について、やはり今、

重要な部分であるというふうに私自身考えております。１か月、庁内におりまして、様々な特にデ

ジタルのほうをですね拝見させていただいているんですけれども、なかなかもう少し改善したい部
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分もありまして、それを今後どういった形で進めていけばいいかなっていうところを考えていると

ころではあるんですが、今おっしゃるように、気候へのアクションについては喫緊の課題ですので、

なるべく早い段階でそうしたメッセージを多く伝えていく、広く伝えていくということが非常に重

要であるというふうに私自身考えておりますので、情報発信の手段を広く取れるように今後検討し

てまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  ありがとうございます。しっかりとした答弁をしていただいて非常にありが

たく、勇気づけられる思いがします。これから４年間、しっかりといろいろな対策が進んでいくよ

うな可能性を非常に感じております。脱炭素に向けて地域づくりをよろしくお願いします。 

 続いてです。第２問、２つ目です。開発・環境・まちづくりです。 

 白馬村行政は、この９月定例会で新しくつくられる景観条例を上程し、１０月下旬に景観行政団

体への移行を目指しています。それに関連し、現在、景観計画、環境基本条例、環境基本条例施行

規則、開発指導要綱の見直しなども進められております。 

 そんな中、１年ほど前からの飯田地区白馬の森の中央の開発問題は、周辺住民のみならず、他地

域の住民も同様な問題が近隣で起こらないかと不安を感じています。 

 また、脱炭素に向け、必須と思われる太陽光発電は、休遊地や山林の伐採などの大規模な設置や

スキー場の各施設や宿泊施設、一般住宅などの屋根や壁などへの設置が想定されます。山麓・田園

からの風景や山の上からの景観に影響すると思われます。 

 ２０２０年に景観行政団体になった安曇野市は、昨年、それまでの成果や課題、社会状況の変化

を踏まえ、景観計画の改定を行ないました。 

 そこで、以下の質問です。 

 １、景観行政団体への移行はいつから構想が始まりましたか。 

 ２つ目、景観条例の策定や関係条例等の見直しはいつから始まりましたか。 

 ３、景観計画の策定過程での住民参加の方法と回数は。 

 ４、安曇野市等の計画やガイドライン等、参考にしましたか。 

 ５、今回のような開発・景観について、村長の公約でうたった対話による住民参加や協働のまち

づくりの具体的な方法を伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  開発・景観・まちづくりについて、５項目のご質問を頂いておりますので、

順次答弁させていただきます。 

 １点目の景観行政団体への移行について、いつから構想が始まったのかとのご質問でありますが、

ご案内のとおり、白馬村環境基本条例の見直し作業が平成２８年から環境審議会において行なわれ
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ましたが、この議論の中で、景観行政団体への移行について検討され、最終的に平成２９年３月に

出された答申の中で、景観行政団体への移行に向け、多角的な検討が必要であるといった内容で盛

り込まれました。それを踏まえて、景観行政団体移行への検討・議論を進めてきた経緯です。 

 ２点目の景観条例、関係条例の検討時期についてのご質問でありますが、具体的に見直しの作業

が始まったのは令和２年度からで、景観事務の所管が変わった建設課において検討を始めておりま

す。同時に進められておりました景観計画策定作業と並行して条例制定の作業を進め、最終的には

本年８月の法規審査委員会において最終案をまとめた上で、本定例会に関係条例を上程させていた

だいたところです。 

 ３点目の景観計画策定における住民参加の方法と回数についてのご質問でありますが、平成

３０年から令和元年にかけて７回のワークショップを開催し、延べ２００名以上の方から参加を頂

きました。主は、このワークショップの手法により意見集約を図った上で、景観計画策定委員会の

場で具体的計画の内容や関係条例検討を行なってまいりました。 

 ４点目の安曇野市の計画やガイドラインを参考にしていますかとのご質問ですが、私自身はほか

の市町村の計画などをまだ確認したことはございません。ただ、担当課では、安曇野市に限らず、

先行して景観行政団体に移行した県内自治体の計画や条例などを参考とさせていただき、計画の素

案作成や条例制定の作業を進めてきておりますことは確認しております。 

 最後に、公約にうたった対話による住民参加や協働のまちづくりの具体的方法についてのご質問

でありますが、先ほどの加藤亮輔議員からの質問への回答でもお話しいたしました村民との対話集

会についてですが、これも一つの方法に含まれると考えますので、コロナ禍でストップしてしまっ

ていた行政区の課題把握を念頭にした各地区との対面の地区役員懇談会をこの秋頃から再開したい

と考えています。 

 同じく、より広く住民が参加できるように、対面以外にＺｏｏｍ等を使ったテーマ別のオンライ

ンによる対話の検討、また、行政の重点施策や事業について、より多くの住民の皆様から意見を聞

くパブリックコメントの充実などにより、住民との積極的かつ柔軟な双方向対話に取り組んでいけ

ればと考えます。 

 しかしながら、留意すべきこともございます。行政が行なうこういった対話などの手法の際に、

興味のある人だけが集まり、興味のない者は全く蚊帳の外というケースも少なくありません。なる

べく多くの住民参加や様々な考え方、ご意見を集約できるシステムも同時に検討していくことも必

要であると考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  それでは、住民参加の方法なんですけども、３番目に聞いた質問なんですけ

ども、ワークショップなどは７回ほど行なわれて、それが生かされているというふうに聞いていま
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したけど、今行なっている景観計画策定委員会の議事録の中では、その生かされた経緯が見当たら

ないんですけども、どう生かされたんでしょうか。これは建設課がいいのかな。お願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  では、お答えさせていただきます。 

 具体的に景観計画の策定委員会という組織を立ち上げて動き出したのは令和２年度以降になりま

す。つまり、所管が私ども建設課に変わってからになってまいりまして、それまでの間はですね、

どちらかというと景観計画策定委員会というよりは、フリーでいろんな方の住民の方、あるいは、

一部村外の方も入っていたというふうに聞いていますけれども、意見を聞きたいということで７回

ほどワークショップを開催をしたとなってますので、その議論の経過というのは一度報告でまとま

ってますし、それを生かした形で令和２年度から新たに景観計画の策定委員会がスタートしました

ので、具体的な内容というものに関しては議事録の中にはうたっておりませんけれども、考え方、

基本的なものについては引き継いだものをその中に生かしていったというふうに認識をしておりま

す。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  先ほど、村長答弁のほうで、２０１９年に答申された資料があるということ

で、実際は僕も物はっていうか、表紙は拝見させてもらったんですけども、２０１９年にも発行直

前の物を見ました。それが、それを基に、例えば、策定委員会のほうでその資料をもって示して、

ここでこれがたたき台だよってことはやってないっていうことですか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  ２０１９年に示されたということですけれども、先ほど申しました、い

わゆる景観計画の本当に素々案みたいなものが一度策定をされて、報告をされた経過がございます

けれども、当然のことながら、それをベースに、それも新しくできた委員会の中では引継ぎといい

ますか、内容的なものは引継ぎをして議論を重ねてきた。ただ、いろいろ検討していく中でですね、

当然、加除、当然加えた部分もありますし、それは議事録の中にも載ってきていると思うんですけ

れども、基本的にはそのものも生かしながらやってきたというふうに認識をしております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  私がなぜそういうことを言うかというと、先ほど、前文のほうで話させても

らった安曇野市のガイドラインとかっていうものがあります。あと、軽井沢とか、ニセコ町とか、

各自治体で結構、この景観に関する条例とか計画はつくっています。それを参考にして委員に見せ

れば、話が早く進むんじゃないかなと、イメージしやすいんじゃないかなと思います。例えば緑化

率の関係とか、例えば安曇野市であれば壁、建物の外面の改装が２５平米だったかな、１０平米だ
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ったか、ちょっと平米数を忘れたんですけども、そこを、結構小さな範囲を改装するだけで届出が

必要だとか、そういうのが書かれてあるんですよね。そういう事例を見れば、委員が見れば、各委

員は事業者、不動産会社であるとか、建築関係とか、そういった以外の観光事業者とか一般の方も

参加なさっております。その中で説明するのに、最先端というか、いい事例をもって、そのガイド

ブックを見ながら話し合うのがいいのかなと思うんですけれども、そういった手法は行なわなかっ

たということでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁をまとめます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  では、お答えさせていただきます。 

 先ほど村長答弁にもありましたけれども、安曇野市だけではなくて、長野県下では既に先行して

景観計画あるいは景観条例をつくっているところもほかにもございます。ですので、景観条例など

につきましては、当然、そういったところも参考にさせていただきながら検討は進めてまいったと。

個別に全てその資料をですね景観計画の策定委員会の中で出してきたかというと、全て出してきた

わけではないんですけれども、当然、それぞれワークショップなんかで積み上げてきた意見もあり

ますし、それに対して今度じゃあ制度をつくっていくときに、先ほど２５平米というような基準も

ありましたけれども、じゃあ白馬村として、じゃあどの基準で届出対象としていくかというものに

ついても当然議論をしてきております。景観計画の内容については、まだ今回上程している条例案

の中では示しておりませんけれども、白馬村の場合、例えば、規模だけでいくともう１０平米以上

が届出の対象としようということで現在検討しておりますので、そういった点も含めてですねご理

解をいただければなというふうに思っております。今、私が申しましたのは、あくまで景観条例、

景観計画に基づく内容でございますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  緑化率とかはあまり検討にはならなかったでしょうかね。議事録にもそんな

に載ってなかったような気がするんですけども。やはりこれもまた安曇野市の事例を出して申し訳

ないんですけれども、どこどこ地区は面積の何％は緑化が必要だよっていうような書き方をされて

います。それを見ると、村内の住民も、例えば１０％は緑化が残るんだねっていうように安心でき

ると思うんですよね。そういった検討はなされなかったのでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  お答えをしたいと思います。 

 景観条例、景観計画の策定の経過の中ではですね、当然、緑化していかなければいけないという、

緑は残していきますという議論は当然ありましたけれども、数値的なものについては、例えば、一

定以上の大規模な開発に限ってくると、法律で定められたいわゆる緑化率なんかも規定もございま

すので、具体的な数値の基準というものに関してはですね、今のとこうたいこみはしていないとい
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うことです。安曇野市の例を言われてますけれども、安曇野市のその景観条例の中で全て数値基準

まで頭に入っているわけではないんですけれども、安曇野市の景観計画、景観条例の中で緑化率ま

でうたっているとするとですね、どういった内容でうたっているかっていうのは参考にさせてもら

いたいなとふうには思ってますが、今現在上げている条例の中ではそこまではうたっておりません

ことをご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  そういったことを考えると、折々において住民参加がしっかりできていなか

ったのかなと思います。また安曇野市の例を出して恐縮ですけども、安曇野市は今回改正を行なっ

た段階で、改正に入る前にまずは住民アンケートを行ないました。それを基に改定のプランを練っ

ていきました。最後に、素案ができた時点でもう一度パブリックコメントをやりました。その後に、

各種条例の変更等ありながら、議会に上程をするとかいうような段取りを踏んでいったと思います。

住民の意見をしっかり吸収する、そういうことが仕組み的にできないんでしょうか。お伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  お答えをしたいと思います。 

 今ですね、アンケートのお話もございましたし、あるいは、パブリックコメントのお話もござい

ましたけれども、今回の景観計画の策定に限らず、今、例えば、都市計画のマスタープランなんか

も並行して今進めておりますけれども、一応アンケート、あるいはパブリックコメントであったり、

ワークショップといったような手法も実際やってきております。ただ、それがですね全て本当に皆

さんの総意で生かされているかっていうと、正直言って私も分からない部分もあります。ある意味、

行政のやってるという言い訳になっちゃってるかもしれませんけれども、それでもそういったもの

をやはりある程度やりながら、でも、いろんな意見が出てきたものをある程度集約をしていかなけ

ればいけない部分もございますから、そういった作業というのは景観計画の策定作業の中でも間違

いなくやってきております。 

 大事なのは、要は一つの例えば開発事例なんかをピックアップをして、じゃあ、それを阻止する

ためにどういったことをするってなってったときにはですね、より厳しい規制をしていかなければ

いけないと、恐らくそういった考えになってくと思うんですけれども、そうなると、さらにそれ以

上のですねいわゆる地域住民っていっていいか、当然地権者もおられるでしょうし、そこに携わら

れる観光事業者の方もおられるでしょうし、やはりそういった方の意見、両方の意見をしっかり集

約していくことが必要なのかなということは感じております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  そうですね、やはり規制を厳しくしたい人もいるし、ある程度緩めたい人も
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中にはいると思います。だからこそ、住民がいかに参加して話し合っていくか。もちろん行政はそ

れを聞きながら、白馬村の未来に向かっていい案を採用していくっていうことが重要だと思います。

先ほど村長が答弁したように興味がある人ばっかりが集まってしっかりした審議ができない。これ

も一つ、大きな弊害だと思います。これを防ぐ方法も考えないといけない。例えば、最近、日本で

も普及し始めた環境議会とかっていう、環境市民議会という制度が、制度というか、やり方があり

ます。無作為に人をピックアップして会議に呼んでくる。いわゆる裁判員裁判、裁判員制度みたい

なやり方ですよね。それが男女性別であるとか、国籍であるとか、出身地であるとか、いろいろな

方々をこの村内の多様性を反映するような構成で選んで、抽出して検討していくっていうこともや

り始めています。特にヨーロッパのほうでは、こういうことで会議を開いて環境政策ですけども、

例えば、新しい飛行場はつくらないとか、鉄道は鉄道の利用をもっと進めるとか、そういった条例

をどんどん各地方でつくっていってます。そういうことが可能なんですよね。だから、そういった

ある意味偏った人たちが集まって意見を出し合うじゃなくて、広く深く話し合えるような場所をつ

くっていっていただきたいなと思います。 

 そこで、続いてです。村長就任間もないんですけども、新しく上程される環境基本条例をチェッ

クするときに、現在の施行中の環境基本条例を比較しながら、比較する資料や説明はありましたで

しょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  ご質問は、環境基本条例ですね。前村長からの引継書という形で幾つか説明

を受けているんですが、そこまで細かいものはないというのが現状だったかと思います。概要につ

いては私も伺ってはいるところです。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  実務の内容のところを私のほうから説明をさせていただきます。 

 今回の環境基本条例は、全部改正ということで、中にはもともとの環境基本条例では環境に関す

る部分と開発に関する部分、大きく２本の柱があって、その一つの柱が抜けるということで、関係

する課が集まりまして、関係する課につきましては、総務課、住民課、農政課、上下水道課、生涯

学習スポーツ課。現行の条文をどういうふうにしていくのかという、条文を一つ一つ整理をさせて

いただきました。提案時にも説明したとおり、現行の環境基本条例を意識しつつ、本来である環境

基本法または資源循環法、水循環法、これをいかに意識するのかというところを柱にして作業を行

なってきたというところでございます。作業の経過のほとんどがかなり前から進んでおりますので、

村長への説明というのは引継書の中で、今回、関係条例と併せて９月の議会へ提出すると。当然の

ことですけれども、施行期日についてはそれぞれ関連をいたしますので、施行期日の調整を、すい

ません、建設課ももちろん交えてですけれども、関係各課で調整をしながらここまで来たという経
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緯でございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員の質問時間は、答弁も含め、あと７分４５秒

です。質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  この環境基本条例は、私は非常に重要な条例だと思ってます。白馬村の環境

を守るためのベースとなる基本条例だと私は理解しています。だからこそ、これは今回の９月議会

に上程するっていう前に、一度住民に向けてパブリックコメントを行なって修正をしたほうがよか

ったんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  今の今回の関係条例、パブリックコメントというお話でしたけど

も、現行の環境基本条例であれば規制等が生じますので、その場合には当然必要かと思いますが、

今回提出しております議案については、提出時の説明のとおり、理念条例ということで規制等があ

りません。ですので、規制等、いろいろな規制等が入ってくる場合には、当然のことながら施行期

間の施行日をいつにするのかという必要もございますし、規制の内容がどういうものなのかという

ことも必要になってまいりますが、繰り返しになりますけれども、今回は環境に対する理念条例と

いうことでありますので、パブリックコメントについては行なわなかったということでご理解をい

ただければと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  規制があるかないかによってパブリックコメントをするかどうかっていうの

も決まってくるっていうようなことでしょうかね。これはやっぱり、パブリックコメントをやると

か、ワークショップをやるとかっていうのを、やはり何かのルールづけをしたほうがいいのじゃな

いかなと感じております。例えば、ニセコ町をはじめ、全国４００を超える市町村ではまちづくり

条例をつくっております。県内では、軽井沢町、木曽町、箕輪町、宮田村とかなど、１３ほどの市

町村が制定しております。この中で、条例制定とか計画づくりにおいて何をパブリックコメントす

るのか、どういった住民参加ができるのかっていうことが書かれています。こういった条例をつく

る予定はないでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  それでは、私のほうからお答えさせていただきますが、いわゆる

一般的にいう自治基本条例という条例になりますけども、何回か同様の質問がされたことは過去に

もありますが、必要が生じた場合には当然制定考えられるんですけども、今、現行でいうと、先行

して議会基本条例というものが制定されてます。これ、自治基本条例の中には、議会議員というと

ころも明確に章立てで載ってるところもありますので、今、尾川議員の質問でいくと、パブリック
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コメントを中に載せてという条例ももちろん知っておりますが、本村の場合でいくと、ホームペー

ジ上のパブリックコメントを実施する内容をどういうものにするのかというのは、条例ではありま

せんけれども、一応考え方としてそれはホームページに出させていただいているというところであ

ります。 

 議会の皆さんもそうですけども、それを真に必要とする、または、そういう機運が高まったとき

には、今の関係条例もまとめて制定する必要があるというところはご理解をいただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。尾川議員、質問はありませんか。尾川議員。 

第６番（尾川耕君）  村長が就任されて、これから新しい４年間が始まります。そして、５つ目の

公約としては、やはり住民目線で健全な行政運営をする村へ、広報・広聴活動を大切にと述べられ

ております。しっかりと住民参加ができる仕組みづくりをつくって邁進していっていただきたいと

思います。 

 これで一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第６番尾川耕議員の一般質問を終結いたします。 

 ただいまから１時まで休憩といたします。 

休憩 午後 ０時０４分  

再開 午後 １時００分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第１番丸山和之議員の一般質問を許します。第１番丸山和之議員。 

第１番（丸山和之君）  １番丸山和之。皆さんこんにちは。 

議長（太田伸子君）  丸山議員、マスク外して。 

第１番（丸山和之君）  １番丸山和之です。村長ご就任おめでとうございます。健康に留意され頑

張ってください。私は少しイレギュラーな形で議員になりました。いろいろと途中からのスタート

ですので、まだまだ勉強不足ではございますが、議員になりたてということで村民的目線と私が今

ここに立っている意味なども含め本日は大きく２点、村長の公約にない部分でご質問させていただ

きます。 

 まず１つ目でございます。 

 地域高規格道路松本糸魚川連絡道路について、村長のお考えをお伺いいたします。白馬村の救急

病院は大町病院ですが、脳や心臓などの重病重症患者の場合、松本市の相沢病院や信大病院への素

早い搬送が必要だと思います。今の日本の医師不足の現状を考えますと、地方病院が医師の充実、

設備の充実行なうことは大変難しいと考えております。また、ドクターヘリは夜間は飛びませんし、

悪天候の場合も飛びません。そのようなことを考えますと、３０分で松本まで行ける路線があれば、
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緊急車両であればさらに早く搬送することが可能となります。そして、就職先や仕事の関係で白馬

に帰ってくることに悩んでいる子供たちが松本まで３０分の通勤圏内となれば帰ってきやすい環境

にはなるのではないでしょうか。 

 また、自然豊かな環境への移住を考えている人たちにも通勤圏内の選択肢が増えることによって、

移住しやすい環境になると考えます。 

 以上のことを考えるに、松糸道路の建設推進は必要と考えますが、村長の現時点で松糸道路につ

いてのお考えをお伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  地域高規格道路松本糸魚川連絡道路につきまして、お答えします。 

 丸山和之議員のおっしゃるとおり、松本糸魚川連絡道路は二次医療圏への交通確保となる命をつ

なぐ道としての必要性が高く、また通勤圏の拡大、大規模災害時の緊急輸送ネットワーク、観光振

興に加えて移住定住促進にも資する観点から、村の政策にも合致するものと思います。安曇野市か

ら糸魚川市間の広域高速交通網の整備は大北地域住民の長年の悲願であり、住民の皆様からも

３０年近くにわたって要望されてきた経過もございます。早期の供用が望まれており、本年度安曇

野北インターチェンジから約４キロメートルの区間が新規事業採択されたほか、大町市市街地区間

でも詳細ルートの選定が進んでいます。 

 一方で大町市のルート選定に当たり、景観を損ねる等の理由から道路建設に対して否定的な考え

をお持ちの住民もおり、白馬村でも以前の議会で反対のご意見を持つ議員もいらっしゃったことか

ら、今後村内のバイパス案も含めさらなる調査検討を行なう区間とされるルートを選定するに当た

っては、適切に情報発信しながら環境にも配慮し丁寧に進めていくことが重要と考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  村長は、持続可能な白馬とおっしゃってます。その持続可能な白馬という

ことに一番大事なのは人ではないでしょうか。ここで生まれ育った人材が生まれ育ったこの地で生

活することができる。またお年寄りの方々が安心して次の世代を見守ることができる。そのことが

まず底辺にあってこそ、持続可能な白馬っていうのにつながるんだというふうに考えます。帰って

きたいのに帰ってくることができない、せっかく帰ってきたのにまた外に出ていかなければならな

い。新しい環境を求めている。また近い将来が心配に思う。そういった方々に何ができるか、何を

するか、何が必要なのかということだと思います。移動時間が短くなるということの選択肢は、大

変重要なことと考えますが、その辺は村長どうお考えですか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  丸山和之議員のおっしゃるとおり、持続可能というのは人があってこそ出て

くる概念ですので、人は重要であるということに関してはそのとおりだと考えております。その中
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で移住定住等を考えた場合に、近隣への移動時間が短くなることというのは一つの選択肢であろう

かと思いますので、この道路の重要性に関してはその観点からは必要なものであろうというふうに

思います。 

 一方で先ほども答弁の中でお話しさせていただきましたが、長野県が行ないましたこの道路に関

するご意見の上位の方の第２位のところには、やはり景観への影響を懸念っていうご意見もありま

すので、そうした部分に関しては慎重にルート選定に当たり、住民とも会話をする機会を持ちなが

ら選定をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  選定に、環境に配慮したルートの選定のことなんですけど、時間的な余裕

っていうのはあんまりないと思うんですけど、村長は今の時点でどのような環境に配慮したルート

ということで、どのようなルート、道ですよね、どのような道をイメージされてますか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  私の中で、今現在具体的にここだというのは実際のところございません。た

だ、幾つか案が出ている中で、まず国道が一つございますので、そこからは離れた場所であるとい

うことと、景観に配慮した場合に、いわゆるアルプスがある西側のほうを通るのはあまり望ましく

ないということ、そういったご意見が出ている中での選択になるのかなというふうに考えていると

ころと、あとは白馬の場合は震災を経験しているところもありますので、地盤等の調査も必要にな

ってこようかと思います。そのあたりを勘案しながらルート選定に当たっていく必要があると思い

ます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  やっぱり若い人たちには夢や希望を持ってもらいたいし、お年寄りの方々

には安心していただきたい。そのためには必要な事業だと思っておりますので、早い検討をお願い

したいと思います。 

 それでは、次の質問に移らさせていただきます。 

 白馬村の芸術文化についてお聞きしたいんですが、この質問は２つに分けてお聞きしたいと思っ

ております。 

 まず１つ目ですが、２０１９年１１月に農民美術、児童自由画１００周年展が上田市美術館で開

催されました。これは、農民美術１００周年を記念して開かれたものです。この記念展に白馬から

７名の作家が参加、展示しています。農民美術の歴史も長いもので、県内各地にそのような文化が

多く広がっていったようです。 

 このような歴史の一部になっている白馬の木彫りは村の財産だと思いますが、農民美術の歴史も
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含め白馬の木彫りとしてどこかに常設展示し、お客様に見ていただくようなお考えはありますか。 

議長（太田伸子君）  丸山議員、２番もお願いします。 

第１番（丸山和之君）  続けて、２番目もお聞きします。 

 この地域があるのも、人々の暮らしがあるのも、千国街道「塩の道」があったからだと考えます。

そこで生まれた生活文化や食文化はその地域の色であり財産だと思います。また、時代時代でいろ

いろな物語もあることでしょう。この塩の道の歴史文化を広域的な観光の素材としてもっとアピー

ルしたほうが良いと思いますが、そのようなお考えはありますか、お聞きします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  白馬村の芸術文化について２項目のご質問をいただいておりますので、順次

答弁させていただきます。 

 最初の白馬村の芸術文化につきましては、２０１９年１１月から上田市サントミューゼ美術館で

開催されました農民美術１００周年記念展に２０２０年２月に白馬村文化財審議委員等の関係者が

見学してまいりました。この記念展には、白馬村出身の７人の木彫家が多数の作品を展示しており

ましたが、改めて山本鼎氏が昭和３０年代に白馬村に農民美術の木彫りを定着させた様子を知る機

会となりました。その後の村内での展示につきましては、村文化祭におきまして個人の作品を中心

に展示しておりましたが、昨年の文化祭で初めて７人の作品を一堂に集め展示することができまし

た。特に農民美術の歴史を伝え、多くの村民が見学に訪れ大変好評を得たところです。 

 開催後のアンケートを見ますと、それぞれの作品に感動するとともに、白馬に根付いた木彫りの

歴史を学ぶことができたといった感想が寄せられました。その様子からも常設できるスペースを確

保できればと考えますが、一番の課題は芸術品が高価なものであるため盗難等の対策をするための

管理体制であり、現在村が所轄する限られた公共施設の中から常設場所を選択することは非常に難

しいと言わざるを得ません。ただし、今後も文化祭等で多くの皆様に目に触れていただけるような

機会をつくってまいりたいと考えております。 

 次に塩の道の歴史文化を広域的な観光素材としての考え方についてお答えします。 

 塩の道と呼ばれる千国街道は、糸魚川から大町、安曇野を経て松本盆地に至る道筋であり、沿道

には寺社や石仏、道祖神などの史跡が残されています。この歴史観光ルートを活用し大町市と白馬

村、小谷村では毎年５月に塩の道祭りを開催しています。新型コロナウイルス感染症の影響により、

ここ数年は通常開催ができていない状況ですが、コロナ禍前であれば毎年３,０００人近くの参加

があり、中には３市村全ての塩の道祭りに参加する方も多く、塩の道でつながる広域的なイベント

として４０年以上継続開催されています。 

 広域的な観光素材としてアピールすることについてですが、塩の道は３市村、白馬バレーエリア

をつなぐ観光ルートですので、これを生かしてグリーンシーズンのエリア周遊を促そうとする取組

みが始まっています。それは白馬バレーツーリズムによる八景を生かした観光ルートの構築です。 
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 白馬バレー八景には風水八景、塩の道八景、山水八景といった３つの様式がありますが、そのう

ち塩の道八景は街道周辺の優れた８地点の風景を選んだものです。昨年度この八景を選定し、今年

度はフォトコンテストや撮影トリップなどの連動イベントの実施により、八景の定着と情報発信に

注力しているところです。 

 白馬バレーツーリズムでは来年度以降、八景を巡る周遊モデルルートを構築しツアーの企画や販

売運営することも計画しており、丸山議員がおっしゃる塩の道を広域的な観光素材として活用し、

アピールし、来訪と消費に結びつける取組みであろうと思います。 

 以上になります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  まず、白馬の木彫りのほうでお伺いします。白馬は自然が豊かで景観がす

ばらしいとよく言われます。白馬の魅力はそれだけではないと思います。この地で育まれた人が作

り出す文化も一つの魅力であり財産であります。それこそが白馬のオリジナルであり、どこにもな

いもので、自然や景観と同じように白馬独自のものだと思います。そういったものをお客様に見て

いただくということは観光地としては非常に必要なものだと思いますが、その点、村長はどうお考

えですか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  丸山議員のおっしゃるとおり、文化それから歴史もそうですし芸術、そうい

ったものは全て白馬の貴重な財産であると思います。過日も夏の終わりコンサートに出席させてい

ただいたんですが、ああいった芸術も一つの文化的財産として、白馬の大きな魅力になってきてい

ると思います。 

 観光面で見た場合にも、現在は滞在型ということが非常に重要視されておりますので、たくさん

の観光コンテンツ、魅力、資源があることが観光地としても非常に重要となってまいりますし、さ

らには雨天対策ということを考えた場合にも、そういった芸術的な作品等が展示されている場所が

あれば、非常に魅力的であると考えます。先ほども申しましたとおり、今回の木彫に関して、価格

の観点から具体的にはどこで展示ということは申し上げることはできませんが、今後そうした長期

滞在や雨天対策等を考える上で何か村として施設をつくるような時は、そういったことを念頭に作

っていければいいなというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  常設する場所は大変難しいっていうお話しをされましたけど、もちろん貴

重な作品を展示管理するっていうことは簡単なことではありません。それには、やっぱり学芸員と

いったような方が必要になってくるんだと思います。学芸員といった方が、その文化について勉強

または研究していただくことによって必要な展示管理ができる環境が整います。そういった環境が
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あることで、その文化の継承っていう環境が改めて整うんだと思います。今、白馬の木彫りってい

うのは、すごく先細りしてるんだと思います。作り手がいなくなってしまうっていうような危機感

も持ってるわけではございますが、そういった環境を整えることっていうのが、今、白馬には一番

必要ではないかと思うんですが、その点について、村長どのようにお考えですか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  文化の継承という点に関してですが、こちらも先ほど来申し上げております

持続可能性という観点からは非常に重要なことであると思いますし、これほど貴重な文化が将来き

ちんと継続されていくように新たな木彫りの作り手といった方たちを育成していくことは必要であ

ろうというふうに考えます。 

 一方で、これは文化芸術だけにとどまらないんですが、各分野で次世代の育成、なり手不足とい

ったところは課題になってまいりますので、優先事項としてどれを先にというのはなかなか難しい

とは思いますが、いずれにしましても継承していく上で新たな作り手を育成していくということは

非常に重要なことであるというふうに考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  守破離っていう言葉あるじゃないですか、工務店の名前じゃなくて。この

言葉どおりのことが作家にも当てはまるんです。特に、最後の「離」という言葉の部分で、心血を

注いで生涯をかけて作品作りに集中しているわけです。そうすると、ほかのことっていうのは、と

ても時間を作るっていうところまでいかないし、気も回っていかないわけです。そういうところを

行政が補うことができれば、先ほど言ったように、自然と文化の継承というものができるというふ

うに考えています。この自然豊かで、これだけのロケーションがある白馬で芸術文化が育たないと

いうことはあり得ないことだと思いますので、ぜひこれからそのような環境についてお考えいただ

きたいと思います。 

 続いて、塩の道のことについてお伺いします。 

 私が２０代の頃ですけど、田中欣一先生の古道を歩く会でしたか、塩の道を歩く会でしたか、名

前は忘れてしまったんですけど、何回か参加させていただいたことがあります。すごく歴史ロマン

のようなものを感じた記憶があります。とても人が歩くことが難しいようなところが道として使わ

れていたり、茅葺き屋根を葺くための茅場があったり、道祖神や馬頭観音、まさにお宝探しのよう

な感じでした。これも文化財であり、観光資源にもなるんだと思います。もちろん先ほど申しまし

たとおり、街道ですから白馬だけでは成り立たないわけです。先ほどあの白馬バレーのお話しされ

てましたけど、糸魚川から始まって、例えば松本城までとか、善光寺までとか、そういうことも考

えられると思います。これからの観光を考えた時に、広い範囲で協力して作り上げるのも一つの提

案だと思います。それを白馬がイニシアチブを取って、先頭に立って発信していくことっていうの
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は、白馬にとってとても意味があることだと思いますが、村長はその辺はどうお考えですか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  前段の田中欣一先生の塩の道を歩く会等のお話ですが、こちらはつい最近も

開催されていた年がありまして、また歴史の講座についても少し前まであったんですが、ご年齢等

の関係もあり、公民館のほうでは引き続き、また新たな活動というところで考えているところです

ので、詳細につきましてはまた担当課のほうからその点はお話しさせていただきますが、後段申さ

れました、塩の道を広域というところで白馬村が主導をしてというところになりますけれども、こ

の近辺ではやはり白馬は観光で生きている村としては、ほかの塩の道に限らずいろいろな観光資源

でも、他にリードを取ってこれまでも活動してきてる場所であるというふうに思っておりますので、

塩の道に関しても積極的に、先ほど白馬バレーツーリズムのお話をさせていただきましたが、これ

も３市村で形成しているものでありますけれども、比較的、白馬バレーの名前が白馬が付いている

ように、白馬のメンバーもかなり多く入ってますし、主導に近い形でいろいろ取り決めもしている

ような背景もありますので、引き続きこういったところの連携を取りながら、塩の道を活用できる

ような方法は観光面でも非常に有意義であると思いますので、継続してまいりたいというふうに思

っております。 

 私のほうからは以上になります。 

議長（太田伸子君）  松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  塩の道の伝承の関係のことについて、答弁させていただき

ます。 

 現在の公民館の講座の中では、その田中欣一先生、塩の道に関する各種講座をやっていただきま

したけれども、その先生のそういった伝承、教えをですね継承する、そういう人たちも村内中では

作っております。そのグループの講習会っていうのも定期的にやっておりまして、田中先生からの

その塩の道に関するいろんな知識、ご説明を後々の代までもしっかりと引き継いでいけるようにと

いうことで、そのような講習をやりつつ、また外部からのお客様にも伝承していけるというような

組み立てをしてございます。 

 以上であります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  その古道を歩く会でしたっけ、それは村民だけですか、それともほかの方、

お客さんもやってる、なんかツアー的なものになっているんでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  そのグループ的には村内の方を中心に勉強する講座をやっ

ておりまして、村民以外の方もそれを学ぶことができる場というのも、また別に設けてございます。 

 以上でございます。 
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議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  そうやって、村民の方がそういう村の文化っていうのを学ぶっていうこと

がすごく重要だと思います。それにさらに先ほども言ったものと合わせてですね、博物館的なもの

があって、またそういうところでも学ぶことができる。またそれも学芸員みたいな方がいれば、さ

らにそういう文化は残っていくんだというふうに考えますが、先ほどの白馬の木彫り、また今の塩

の道と合わせて考えるようなことについては、村長どのように思いますか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  博物館というものに対してですけれども、これは後世に文化歴史を伝えるた

めにも一つ必要ですし、観光地というところでも観光資源の一つとしても、先ほど世界水準のとい

う話が出ましたけれども、やはりそういう先進的な場所には必ず設けられているものであろうかと

思います。いずれにしましても、行政でということになると財政の問題が出てきますので、そちら

と相談しながらという形にはなりますが、そういう施設があれば魅力的でありまた文化的財産とし

て価値の大きいものであることは間違いございませんので、今後そういったものがもし作れるよう

であれば、ぜひ検討していきたいというふうには思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  それぞれの地域の魅力が体験できるというのは、日本的で新しい観光の形

になるんじゃないかっていうふうに考えますが、その点、村長どのように感じます。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  それはまさにおっしゃるとおりだと思います。その地域ならではのものにな

りますので、観光資源としてもそこへ行く大きな動機になりますので、そういったものになると考

えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第１番（丸山和之君）  以上、大きく２点について質問させていただきました。 

 村長は、観光というカテゴリーおいてはすごく長けている方だと思います。これまでの質問させ

ていただいたものは、将来の白馬の観光につながっていくものだと思います。村民それぞれが、そ

れぞれの未来を創造できるこれからの白馬を描いていっていただきたいと思います。 

 以上で私の質問を終わらさせていただきます。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第１番丸山和之議員の一般質問を終結いたします。 

 ただいまから、５分間休憩いたします。 

休憩 午後 １時３３分  

再開 午後 １時３８分  
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議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第７番太谷修助議員の一般質問を許します。第７番太谷修助議員。 

第７番（太谷修助君）  ７番太谷修助でございます。丸山村長、おめでとうございます。これから

いろいろ頑張っていただきたいと思います。 

 今、前任の丸山議員がスピーディーに終わりましたんで、お前も先輩として協力しろって今、後

ろのほうから声がかかりましたので、なるべく早く終わらせたいんで、必要なことだけお聞きしま

したら、スムーズに終わりますので、よろしくお願いします。 

 私今回、１問だけでございますのでよろしくお願いします。小中学校教育全般についてというこ

とで、学校教育全般についてお伺いします。 

 少し疑問があったり身近な問題として捉えられるような内容を含め、生徒、教師、家庭それぞれ

の立場をお伺いできればと思います。 

 夏休みも終わり、２学期も始まりました。ちまたでは、この夏休みの後９月は自殺者が多いと伺

っています。白馬村ではそうした事実はないというふうに考えていますが、その原因はどの様なこ

とが考えられるのか。我々大人にしても、サラリーマン時代は長期の休みの後などは、会社に出て

いくのが億劫だったり、足が重かったりした記憶がございます。児童生徒の皆さん達にしても同じ

だと思います。 

 いろいろなプレッシャーやストレスがそうさせているんだと思いますが、優秀なお子さんは良い

成績をとるためのプレッシャーがあり、宿題を終わらせていないお子さんには、それなりに胃が痛

くなるような様々な要因があるというふうに思います。教職員の皆さんはそれなりに、またご家庭

の保護者の皆さんにはホッとしたり、心配があったりと。 

 それらを踏まえて、以下の質問をいたします。 

 １、義務教育を行なう上で最も必要とされる要素な何でしょうか。 

 ２、現場の教師が現実に抱えている問題にはどの様なものがありますか。 

 ３、いじめによる不登校対策はどのような対応策がありますか。 

 ４、デジタル推進とプライバシー保護との観点でトラブルはなかったでしょうか。 

 ５、ＧＩＧＡスクール構想は充分機能していますか。 

 ６、教職員の働き方改革が叫ばれて久しいが、変化は表れていますか。 

 ７、村の児童生徒の運動能力と全国基準値との差はありますか。 

 ８、学校生活全般で家庭からの一番多い要望はなんでしょうか。 

 ８点ございます。よろしくお願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。平林教育長。 

教育長（平林豊君）  太谷議員、ご質問の小中学校教育全般について答弁いたします。 

 項目ごとの答弁に入る前に、７月上旬に議会総務社会委員会と学校長との懇談会を行なっており
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ます。その内容につきまして、少しお話ししたいと思います。懇談会では義務教育の諸課題として、

児童生徒の学力向上、学校施設の整備、不登校、いじめ、障害児等の状況について意見交換を行な

いました。 

 生徒の学力は、標準学力検査ＮＲＴの結果、１、２年生ともに全国水準と比べてやや上回ってい

る状況であり、児童についても昨年度の全国学校学力調査から項目別では劣る部分がありましたが、

全体的に全国平均をやや上回っているとのことでした。 

 不登校、いじめ、障害者等の状況については、小学校から同じ傾向の生徒もいるし、小学校から

不登校だった児童が中学校ではオンライン授業に参加できるようになった生徒もいるし、コロナワ

クチンの接種後体調を崩し、休むようになってしまった生徒もいるとのことです。不登校児童生徒

とは何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因、背景により登校しない、あるいはした

くともできない状況にあるために、年間３０日以上欠席した者のうち病気や経済的な理由によるも

のを除いたものと定義されています。現在、不登校児童が１名、不登校生徒が１名、休みがちな児

童生徒が数名おります。 

 それでは１つ目の、義務教育の行なう上で最も必要とされる要素のご質問でありますが、義務教

育とは学校教育法第１６条に保護者は子に９年の普通教育を受けさせる義務を負うと規定されてお

り、第１７条では就学させる学校を小学校、義務教育学校、特別支援学校の小学部、中学校、特別

支援学校の中学部と規定しております。したがいまして、義務というのは子供が学校に通わなけれ

ばいけないということではなく、保護者が子供を学校に就学させなければならない義務があると法

律で定められているところであります。 

 普通教育を行なう上での目標についても、学校教育法第２１条に義務教育として行なわれる普通

教育は、教育基本法第５条第２項に規定する目的を実現するため、学校内外における社会的活動を

促進し、自主自律及び協働の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社

会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う。学校内外における自然体験活動を促進し、生

命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養う。我が国の郷土の現状と歴史に

ついて正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する態度を

養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養う。家族と家庭の役割、生活に必要な衣食住、情報、産業、その他の事項について基礎的

な理解と技能を養う。読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し使用する基礎的な能力を

養う。生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養う。生活に関わる自

然現象について、観察及び実験を通じて科学的に理解し処理する基礎的な能力を養う。健康安全で

幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図

る。生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸、その他の芸術について基礎的な理解と技能を養う。

職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて、将来の進路を選択す
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る能力を養う。 

 この１０項目の目標を達成するよう行なわれるものであります。この目標を達成するために小学

校の学齢期では、心身の発達に応じて義務教育として行なわれる普通教育のうち基礎的なものを、

中学校の学齢期では小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて義務教育として行なわ

れる普通教育を施すことを目的として、教育が行なわれております。 

 以上のような、目的達成を目指すことが太谷議員ご質問の義務教育を行なうという内容かと思い

ます。その上で必要とされる要素としては、就学義務、学校設置義務、教育保障義務かと思います

が、基本的な児童生徒がいなければ学校を設置する必要はありませんのでこれらの要素について最

も必要といった位置づけをすることは難しいと考えます。 

 ２つ目の現場の教師が現実に抱えている問題についてのご質問でありますが、具体的に現場の教

師から教育委員会に相談があることは少なく、学校長がそれぞれに対応し指導、助言を行なってお

ります。今は各学校とも新型コロナウイルス感染症対策に頭を悩ませているところであり、これは

授業方法、行事や会議の開催、登下校時や課外活動など全てのことに対応しなければならないこと

で、大きな負担となっております。教員は児童生徒それぞれの学習指導や生活指導、保護者との対

応、担当校務など様々な業務があり、それぞれに悩むところや苦労するところはあろうかと思いま

す。 

 長野県教職員組合からは、学校現場の正確な勤務実態を明らかにし、学校の働き方改革を進める

よう要請されていますし、白馬村教職員組合からは秋に要望書の提出があります。一昨年の要望内

容は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に対する負担軽減、１年単位の変形労働時間制、超過勤

務状況の把握や労働安全衛生体制の整備及びスキー業務に関わる負担軽減などでありました。 

 ３つ目のいじめによる不登校対策についてのご質問でありますが、現在いじめが原因で不登校に

なっている生徒はおりません。したがいまして一般論になりますが、いじめが発生した時は校内教

職員で組織する対策委員会が設置され、調査や検討が行なわれます。必要に応じクラスでの話し合

いや保護者を交えての話し合いをしながら、いじめ事案の解消を組織として対応することになって

おります。この中で、登校しぶりや不登校となった場合には、担任など定期的に連絡を取り学校と

のつながりを継続していき、徐々に学校に復帰できるような機会を作っていきます。 

 現在、小中学校には１人１台のタブレット端末が整備されていることから、オンラインでの授業

も可能となっております。いずれにしましても、いじめ事案について組織として早期に取り組むこ

とが重要であり、不登校児童生徒については本人の希望を尊重した上で、場合によっては教育支援

センター、ＩＣＴを活用した学習支援、フリースクール等での受け入れなど様々な関係機関等を活

用し、社会的自立への支援を行なうことが必要であります。 

 ４つ目のデジタル推進とプライバシー保護との観点でトラブルはとのご質問でありますが、学校

のタブレット端末はそれぞれＩＤとパスワードで管理され、閲覧できるサイトもフィルタリングソ
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フトにより制限がかけられています。現在のところ、学校に整備したタブレット端末による個人情

報流出などのトラブルは聞いておりません。２０２０年に東京の小学６年生が学校で貸し出したタ

ブレット端末のチャット機能がいじめに使われ、児童が自殺した事件がありました。パスワードは

他人には教えず、しっかり管理するという基本が徹底できていないため。ＳＮＳアカウントを乗っ

取られ、なりすまし被害や個人情報流出などにつながっています。 

 コロナ禍で学びを止めないためにも、子供たちに適切な使い方を教え、ルールを徹底し学校と家

庭で連携しながら見守っていく必要があります。中学校のルールでは、情報機器、ゲーム機、ネッ

トを使うときは１日の使用時間は２時間以内、夜９時にはスマホ、パソコンの電源は消灯し時間を

大切に使うことになっております。インターネットやスマホ、オンラインゲームなどによるトラブ

ルは全国的にも問題になっていますので、各家庭においても時間やルールを定めて適度な使用をお

願いしているところであります。 

 ５つ目のＧＩＧＡスクール構想は十分機能しているかとのご質問でありますが、ＧＩＧＡスクー

ル構想は１人１台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を

必要とする子供を含め多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質能

力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境の実現と、これまでの我が国の教育実践と最先端のＩＣ

Ｔのベストミックスを図ることにより、教員、児童生徒の力を最大限に引き出すことを目的に、文

部科学省が進めてきました。 

 太谷議員もご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症の流行により５か年の整備計画が前倒し

となり、本村でも令和２年度に整備が終わり、今年は運用開始２年目となります。村ではＩＣＴに

よる学習を支援するために、ＧＩＧＡスクールサポーター２名を雇用し効果的なアプリの紹介、細

かな設定、持ち帰りのルールづくりを支援してまいりました。 

 白馬中学校では平成２７年度からタブレットを全国に先駆けて使用してきたため、臨時休業の間、

生徒一人一人にタブレットを貸し出し、地域、学校、行政が連携してオンライン授業環境を構築す

ることができました。小学校においては、高学年ではタブレットの利用はだいぶ進んできています

が、低学年ではひらがな、ローマ字を学び始める年齢であるため、タイピングによるタブレット利

用は難しいのが現状であります。国では教科書の電子化も進むと聞いておりますので、そういった

ソフト面が充実してくれば低学年のタブレット利用は進んでくるものではと考えております。 

 いずれにしましても、ハード面は通常以上のスピードで整備されましたので、今後はソフト面を

徐々に整備しながら、最先端のＩＣＴベストミックスを目指していくことになります。 

 ６つ目の教職員の働き方改革が叫ばれて久しいが変化はとのご質問でありますが、働き方改革の

一環として、毎日の出退勤時間を把握し、退勤が９時を超えた職員の数を毎日報告を頂いておりま

す。以前に比べて遅くまで仕事をしている教員は減ったのではないかと思います。今までに多忙な

教員の業務負担を軽減し、児童生徒に必要な指導を行なうために活用されているツール、統合型校
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務支援システム、Ｃ４th（シーフォース）の導入、学校給食費の徴収、管理業務を市町村が自ら行

なう給食費の公会計化、一定期間の学校閉庁日の設定、中学の２学期制などを行なってきましたが、

新型コロナウイルス感染症の影響により学校行事の見直しや感染拡大に応じた業務、児童生徒１人

に１台のタブレット端末が整備されたことによる業務などが増えております。 

 ４月から７月までの教職員の勤務時間調査の結果によれば。一人当たりの時間外勤務平均時間は

４か月の平均で、小学校が１か月４２時間３９分、中学校が１か月５６時間４３分でした。学校の

業務改善として、教員の時間外勤務時間は年間を通じて１か月４５時間以下、年間で最も忙しい時

期であっても１か月８０時間以下になることを目指しているところであります。 

 こうした状況を踏まえ、教職員の働き方や学校の業務をさらに見直し、限られた時間の中で健康

で生き生きと働くことができ、児童生徒一人一人としっかり向き合うことができるよう、引き続き

働き方改革を進めていきたいと考えております。 

 ７つ目の村の児童生徒の運動能力と全国基準値との差についてのご質問でありますが、令和３年

度全国体力、運動能力、運動習慣等調査による体力合計点は、元年度に比べ小中男女ともに低下し

ております。低下の主な要因としましては、運動時間の減少、学習以外のスクリーンタイムの増加、

肥満である児童生徒の増加が挙げられます。 

 また、コロナの感染拡大防止に伴い学校の活動が制限されたことで、体育の授業以外での体力向

上の取組みが減少したことも考えられるとのことです。本村の児童生徒につきましては、各学年ば

らつきはありますが身長、体重、男女とも全国の平均値をやや上回っています。握力や反復横跳び

など運動能力もおおむね全国並みですありますが、年齢が上がるにつれて柔軟性、走力とボール投

げが若干劣っております。今後は、コロナの感染状況を踏まえ、運動とスポーツをすることが好き

な児童生徒の育成を目指した体育授業の工夫、改善等の取組みも必要と感じております。 

 ８つ目の学校生活全般で家庭から一番要望はとのご質問でありますが、家庭からの要望は多岐に

わたっており、どれが一番多いというのは難しいですが、学習に関することと行事に関することが

多いように思います。なお、各学校では保護者アンケートを実施しており、白馬村ホームページで

御覧になれますので、御一読いただければと思います。 

 以上、答弁といたします。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  ８項目にわたり、ありがとうございました。 

 今、教育長お話されたことを現実のお話だというふうに思っておりまして、本来なら子供の教育

については、既に何十年か前にリタイアした人間なんですが、一番興味のあるのはやっぱり人間の

生活の中で教育だと思うんですね。それで１年半前になりますけれども、前回の選挙の時に私では

ないんですが、子育てをしてない人間にいろいろ言われる筋合いはないということをおっしゃった

ご家庭のお母さんがいらっしゃるということで、あえて私、今回この問題を提起させていただいた
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んですが。大変、お互いにこのコロナなんかで厳しい状態になってるのは分かるんですが、そのこ

とによって一番大切なその心の乱れを持ってしまって子供を育てるってことは、これ一番悲しいこ

とだと私は思ってますので、もう一回そのお母さんにも原点に戻って、本当にご自分のお子さんが

学校ですばらしい教育を受けて、またそれを身につけて次の社会で活用できるような人間になって

いただきたいということを願っております。 

 それでは、順次質問させていただきます。 

 学校教育の中で、いわゆる義務教育がどんな要素で必要なのかっていうことは、教育長説明され

た１０項目の中で十分わかりました。その中でですね、この長野県が、私ども５０年前６０年前に

学校で教育を受けた時にも、当時の信濃教育会の中でうたわれてたのは全人教育ということで、知、

徳、体のこの３つの教育というものを根本にするのが大事だと。私はずっと知徳体をうったえてる

長野県の教育ってのは一番、当時教育県長野と言われた中ではすばらしいというふうに思って、今

でも思ってますけれども、実はこれ１５０年前にイギリスから来たあの教育だってことが分かって、

ちょっとがっくりしている部分はありますけど、日本独特ではなかったということでは。でも、や

っぱり一番大切な知徳体をきちんと身につけることによって、すばらしい人格を形成して、次の社

会に自分を生かしていくと、とてもあの大事なことで、教育長にもご説明いただいたのに、加えて

こういうことがさらに加えられていったらすばらしいというふうに思っています。 

 それから、やっぱりあの７歳か１５歳ですか、６歳から１４歳ですか、９年間の義務教育ってい

うものが、ただ勉強を詰め込みにやって学校で全て教えるっていうんではなくて、社会に出てから

も勉強はずっと続くんだっていうことを、これから社会に出る人間に与える教育としてやってくこ

とが義務教育の根本だというふうに思ってます。そういう意味では、今、教育長ご説明いただいた

ものは、原点になっていることは、今このテレビを御覧いただいているお父さん、お母さんにも少

し感じていただけたらとても嬉しいなというふうに思っております。 

 ２番目の質問に移ります。 

 現場の教師が現実抱えている問題、どんなものがあるかということで、今、教育長ご説明いただ

いたんですが、一つちょっとここでお聞きしたいですが、今年の北小は夏休みは確か７月の２２日

から８月の１８日の２８日間でしたかね、日にちは。多分そのくらいだと思うんですが。その間に

学校の先生たちは、丸２８日間の間に何日ぐらいその体をしっかり休めて、ご家族の中で団欒をも

った時間ってどのくらいあるのかちょっとお答えいただけたら、お願いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  働き方改革の一環の中で、学校閉庁日というものを設けております。そ

の期間は学校には誰もいないということで、先生方皆さんリフレッシュをお願いしますということ

であります。小中、日程、ちょっと私もうろ覚えでいけないですけども、期間的には１０日間、学

校はまるまるお休みということで、非常連絡については教育委員会のほうでお願いしますというこ
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とでお休みいただいているということです。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  そうすると教育課長、１０日間はもう学校の先生やられているお父さんお

母さんは、ご家族でも本当にしっかり時間を持てるっていうことに解釈していいってことですよね。 

議長（太田伸子君）  横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  そのとおりです。学校には来ないでゆっくり休んでくださいという期間

です。 

第７番（太谷修助君）  分りました、ありがとうございます。やっぱり、一番私この先生が現場で

抱えている問題の中で一番長いのは、問題になるのは多分働きすぎというか、先日のデータにより

ますと、全国の学校の先生の中で半分の先生が休憩時間が持てないという実態があるそうです。こ

れは様々な、特に小学校の子供たちにはカリキュラムに従って先生達は大変な思いをして、指導も

しなきゃいけない、プログラムを作らなきゃいけない、ましてや家庭の問題まで踏み込んでいかな

きゃいけないという諸々の問題もあろうかと思うので、小学校の先生は私、特に大変だと思ってま

すけれども、そういうとこで僅かでも働き方改革で時間を有効に使うとか、ご家庭の中でリラック

スする時間を持つことによって、またリフレッシュして次のステップに進んでいただけたら、本当

にいいことだと思ってますんで。引き続きこういうことの改革ができる問題がいろんなところで出

てきたら、ぜひぜひ前向きに一つでも問題を減らしていけるように頑張っていただきたいと思いま

す。 

 それで３番目になりますけど、いじめによる不登校施策にはどのような対応策がありましたかっ

ていうことで、ないということでお聞きしましたので、とても嬉しく思っています。多分、白馬の

ような風光明媚なところで育っている子どもたちの心も綺麗になってく部分はあろうかと思います

が、やっぱり邪悪な心を持ってる子供も育つということも事実だと思っています。そういう中でみ

んなで助け合って、お互いにカバーし合ってやっていくっていうのが、私はいじめをなくす根本だ

と思うんですが、いじめってある意味なくならないと思うんですね。というのは、格差社会で人間

は人と比較することによって成長するっていう部分もありますので、どうしても自分が有益に立ち

たいとかっていう部分から人を攻撃したり何かっていうなことでやっていくと思うんですが、そう

いうことがなくて白馬村がすんでけば、とてもいいことだと思いますので、引き続きそのいじめ対

策については、問題があったら学校の先生たちを中心に３者が集まってスピーディーに対応してい

ただくことが大事だというふうに思っています。 

 それから、４番目のデジタル推進とプライバシー保護の観点でっていうことで、先ほどちょっと

教育長ともちょっとお話ししたんですが、一つこういう問題がありまして、ちょっとお話しさせて

いただきたいと思ってるんですが。去年の６月に名古屋市の市議会の中で、去年の６月ですからも
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う既に名古屋市はタブレットを配布し始めた途中で起きた問題らしいんですけれども、これ名古屋

市議会である議員が質問してるんですけれども、いわゆるタブレットを手に入れて子供たちが取得

するための、取得する部分として３種類あって、電源のスイッチのオンオフから始まって、起動し

てタブレットの操作を始める、それからどのウェブサイトにアクセスしたかっていうこと、それか

らもう一つはアプリの記録、自分たちが作ったアプリの記録、この３つを手に入れる必要があるん

ですけど、その中で、たまたま学校というよりも市のほうで、ちゃんとしたタブレットを使うに当

たってのルールをきちんと、父兄の皆さんにもきちんと教えなくてスタートしちゃって、見切り発

車をしちゃったために、ちょっと問題があったんですけども、まず―― 

議長（太田伸子君）  太谷議員、質問のほうへ入っていただいてよろしいですか。 

第７番（太谷修助君）  それで、いつも私このことでお叱りを受けるので肝に銘じているんですが、

すみません。 

 ネット社会で先ほど教育長がおっしゃったように、自分の意図とは関係ないところで加害者にな

ってるっていう問題があると思うんですけど、こうことについてまだ白馬村の場合には、まだその

レベルまで小学生ではいってないっていうことなんでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  今、教育長答弁の中では配布したタブレットを使ってのそういったトラ

ブルは起きていないということであります。ただ、広い意味でのＳＮＳですとか、そういったこと

であると、中学校レベルになると個人での携帯電話を持ったりするもんですから、そういった部分

での多少トラブルというのはあったんですけれども、小学生はまだ携帯電話を持ってる率もありま

せんので、今のところはそういうところは聞いていないというところです。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  小学生はまだ普及がしっかりして、ＩＴＣの授業もちょっと進みが弱いっ

ていうようなことは、先ほど教育長からもお伺いしたんですけども、だんだんといろいろなレベル

が上がって身についてきますと、やはりこういう悪意のあるものにさらされる可能性っていうのが

十分出てきますので、今後白馬のそのＩＣＴのあれが充実してきましたら、ぜひそういう前例があ

りますので気をつけて対応していただければというふうに思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

 ５番目のＧＩＧＡスクール構想は十分機能していますかっていうことで、今、ご答弁いただいた

んですけれども、これもなかなか、高速大容量の通信ネットワークの構築というようなことで、子

供たちもＩＣＴ化の中で非常に、私たちの年代から言わせるとこれ大変だなという部分はあるんで

すけれども、子供たちはそれをうまく先生方から教えていただきながら、周りから助けていただき

ながらやっていくっていうことで、もうそれをしてかなかったら、この世界、これからの時代生き

ていけないというようなとこまで、私は切迫観念を持っているような気がするんですね。この文科
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省の、新たな社会のソサエティー５.０っていう項目を読んでいて、ちょっとこれはなんじゃいっ

ていうふうに思いましたけど、頭痛くなってきました。狩猟社会から農耕社会、それから工業社会、

情報社会まではいいんですが、その次にある、いわゆるソサエティー５.０という、いわゆるクラ

ウドビックデータのそういう社会っていうんですか、これからはそういう時代になって、もう我々

が今までやってきた仕事なんかっていうのは、あと１０年か２０年経てば半分以上は機械化された

り電子化されたりしてなくなるそうで、今の小学生くらいの子供たちに将来何になりたいかって聞

くと、なんかユーチューバ―だとかｅスポーツのプレイヤーになりたいだとか、それからゲームク

リエイターになりたいとか、なんかそれで食べていけるなら別にいいかなというふうに思うんです

が、そういう非常に変化が激しい社会に子供たちがさらされているのは、いいことなのかいけない

ことなのか私にはちょっと分かりませんけれども、いずれにしても社会が間違いなくそういうふう

に流動的で新しい世界につながっていくんで、それはそれで子供たちが学校で大変な思いをして身

につけてるんだろうと思いますので、そこは見守っていくしかないと思うんですが。 

 その中で、１つお聞きします。ＩＣＴの支援員の確保をしたっていうふうに、去年２月に行なわ

れた白馬村の総合教育会議の議事録の中に、小学生のタブレットはもう十分に配られているかって

ことで、配られていると。それから諸々いきますと、それを指導するＩＣＴ支援員の雇用ができて

いるって聞いてるけど、どのくらいかっていう中でちょっと人数が少ないような気がするんですが、

これちょっと１回、ご説明もう１回していただけますでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  現在２名ということですけれども、中学校担当が１名、それと小学校担

当１名ということであります。小学校担当については、南小、北小を行き来しながら細かな設定で

すとか授業の支援を行なっているということであります。中学校については、県のほうでＩＣＴ学

習のということで０.５の人件費が出ておりまして、この０.５を白馬村が村費として見ているとい

うことで、中学専属で１名、こちらの者についてもそれぞれの授業の設定ですとか、トラブル対応、

アプリの紹介、そういったことをしております。 

 特に小学校のＩＣＴ支援につきましては、導入当初のルールづくりですとかセキュリティポリ

シーですとか、そういったことについても基礎を作っていただいたということになります。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  いずれにしても、子供たちがスムーズに授業にかかれたり、あるいは分か

らないことがそういう方たちの力を借りて進んでいくことが大事だと思いますので引き続き、極力

いろいろな県のほうとの経費の問題とかいろいろあろうかと思いますけど、余裕が出たら１人でも

２人でも多くの方を、あるいはボランティアの方たちを活用して、授業を進めていっていただけれ

ばいいなと思ってます。 
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 ６番目の、教職員の働き方改革が叫ばれて久しいが、変化は表れていますかっていうことで、学

校ではそれなりきに時間を越えた人たちの統計をとったりとかってうことで、だんだん少なくなっ

たということで大変ありがたいというふうに思ってるんですが、学校の先生方の中でも夢と希望を

持ってこの学校の先生になったんですけれども、あまりにも仕事が多忙あるいは複雑化したものの

中で揉まれているうちに、２割の方がやっぱり転職を考えるというのが現実なんだそうです。今年

新任で入った先生方の半分は１０年経つといなくなっちゃうらしいんですね。ということはお辞め

になってらっしゃるんですね。そのお辞めにならないで頑張った人たちの先生たちの声をちょっと

聞いてみますと、学校に赴任してあれしたらたまたま自分と同じ教育志向を持ってる方に出会った

ために助けられたとか、それから経験のある先生方から教育っていうのはこうだよ、こうやってや

ってかなきゃいけないよって教えてもらったことで、命が助かって今こうやってまだ教壇に立って

いるっていうことは証言されている先生たちもいらっしゃるんですが、この村の中でもそういうよ

うな問題はないかと思うんですが、もしあったときにはやはりちゃんと校長先生を含めて対応して

もらえるっていうことですよね。 

議長（太田伸子君）  横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  基本的には学校内のマネジメントということになりますので、学校長を

中心にして先生の指導ですとか、いうことをしております。どうしても手に余るということがある

場合については教育委員会も入りまして、県の中心教育事務所等からもお手伝いいただきながら、

バックアップをしていくという体制になっています。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  それでですね、どうしてそんなに先生たち忙しいかっていうところの部分

でいったら、手が足りないっていうか学校の先生の数が少ないっていう部分もあるかと思います。

それは３つぐらい実は問題があるんですけど、やっぱり有給部品の国庫補助金の負担金が２分の

１から３分の１に落ったっていうの、これがやっぱり私、大きな問題だというふうに思っています。

そういうことや、ちょうど私たち団塊の世代の子供たちっていうのは第２次ベビーブームの時の子

供たちですが、その子供たちを養育するために大量の先生たちが採用されたんですが、その方たち

がみんな定年退職をして、一遍にぐっと教える先生たちが減ったということ。それから、その学校

の多様化によって支援教室が数が増えたりとか、細かいケアをすることによって先生のほうがとら

れちゃって、物理的に非常に人数が減って大変な思いをしてるっていうことがあるんですが、今、

白馬村の中ではそういう、いわゆる非正規の先生方の数って何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  非正規というのは何を指すのかというのがちょっと定かではないんです

けれども、講師という立場の先生はいらっしゃいます。ただこれは長野県が採用した先生ですので、

講師という立場であって非正規とは言わないのではないかなというように思っております。 
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 教職員の数は、長野県教育委員会が定めている数についてはみんな来ているということですので、

さらに足りない部分について村費で加配で講師を雇っているというところで、そこにその他教育支

援ですとか、特別支援のほうにも回ってもらったりしているんですけれども、そこのところも白馬

村の場合は教員免許状を持っていらっしゃる方を採用しているということで、非常に手厚くやって

るかなというように思いますので、よろしくお願いします。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  そうすると、例えば小学校に配属される、例えば産休とか育休なんかで代

替えでいってる代替え職員の先生たちも、いわゆる非正規ではなくて正規の先生の免許を持ってる

方が代わりにいってらっしゃるということでしょうか。 

議長（太田伸子君）  横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  講師と職員についての待遇的な差はなかったと思うんですね、教員の先

生というのは。ですんで非正規というのはちょっと当たらないかなというように思います。再任用

という先生もいらっしゃるんですけれども、いずれにしても全て長野県採用ということで来てます

ので、ちょっと教職の中で非正規という言葉自体が当てはまらないのかなというように思います。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  そうすると、その先生方はちゃんとしたお給料をいただいてお勤めやって

らっしゃるということでよろしいでしょうか。 

議長（太田伸子君）  横川教育課長。 

教育課長（横川辰彦君）  長野県の規定によるお給料をいただいているものと思っています。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  ありがとうございました。安心いたしました。 

 続いて、７番の村の児童生徒の運動能力と全国基準値との差がありますかということでお聞きし

たいんですが、コロナ禍の関係で少し外で遊ぶ授業をやることなんかがちょっと少なくなって、若

干体力が落ってるっていうのが全国平均らしいんですが、白馬村の場合は１、２年生はちょっと上

がってるっていうような、１、２年生は元気よろしいんでしょうかね。大変いいことだと思います。

それで、私としてはこの白馬の村っていうのはスポーツの村っていうイメージがすごく強いもんで

すから、特にウィンタースポーツで名を馳せた方たちがたくさんいらっしゃる、また社会の中で活

躍されてるっていうことで、そういうイメージがあるもんですから、ちょっとコロナに限らず村の

子供たちが体力落ったりしてたらまずいなということで、ちょっとお聞きした問題なんですけれど

も。いずれにしても、そんなに大したことはないということだというように思ってますので、安心

いたしました。 

 それでは最後の質問になります。学校生活全般で家庭からの一番多い要望はなんでしょうかとい

うことで、学校のこととか行事のことっていうようなことで、先ほど答弁いただいたんですが、私
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なんかがちょっといろいろ調べた中ではコロナの関係でお母さんたちが働きに行きたいんだけど、

子供がコロナ対応で家にいるから働きに行けないんだとか、要するに収入面の問題がかなりあるっ

ていうことを調べて感じまして、これはなんとかしてやらなきゃいけんけど、そうかって学校や地

域の人たちもいろいろ協力してる中で対応していかなきゃいけないことなんだろうなというふうに

は思っているものですから、今すぐこれをこうしたらいい、解決できるよっていう問題ではないと

思うんですが、いずれにしても地域全体で子供を育てていくっていう観点から言えば、みんなが協

力し合って村づくり、学校づくりをしていかなきゃいけないということだと思っていますので、そ

の点もう１回、教育長、方策をちょっと教えてください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。平林教育長。 

教育長（平林豊君）  議員さんから方策と言われてもですね、保護者は多岐にわたっていろんな要

望を持ってますんで、その都度ですね重要なものからですね解決していきたいと思っております。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。太谷議員。 

第７番（太谷修助君）  ありがとうございました。いずれにしてもみんなで、村というのは将来の

財産、子供たちはかけがえのない財産ですので、みんなで育て助けていくっていうことをみんな、

ここの白馬村の人たちは心がけていただけば、すばらしい村づくりができるというように思ってお

ります。 

 村長、もしお答えいただけたらで結構ですが、今のこの一般質問の中で教育に関して村長いろい

ろなお考えを持ってらっしゃると思うんですが、子供たちの教育については、何か自分の抱負なり

そういったものがあったら一言お願いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  太谷議員おっしゃるとおり、伸び伸びと育っていただきたいというのが一番

ありますので、その中で先ほど来出ておりますＩＣＴといったところで、デジタル化が進んできて

おりますので、そこら辺の対応する中で、先ほどいじめ問題の話も出ましたけれども、ネットリテ

ラシーといったようなところも今後は教育の中に含まれていく、含んでいかないといけない時代に

なるのかなというところは感じるところであります。 

 一方で、我々大人もそういった今社会の中で生きているところで、ちゃんと子供に見本を見せら

れるような使い方をしていかなくてはいけないなというのは改めて感じているところです。いずれ

にしましても、子供たちが健康で伸び伸び、明るく元気に暮らしていける村づくりをしてまいりた

いと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。 

第７番（太谷修助君）  以上で終わります。ありがとうございました。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第７番太谷修助議員の一般質問を終結いたします。 



－110－ 

 以上で日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで、本定例会２日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日９月１３日は午前１０時から本会議を行いたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、明日９月１３日は午前１０時から本会議を行

なうことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時２６分  
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令和４年第３回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年９月１３日（火）午前１０時開議 

（第３日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和４年第３回白馬村議会定例会（第３日目） 

 

１．日  時 令和４年９月１３日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   丸 山 和 之      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ２ 番   増 井 春 美      第 ９ 番   松 本 喜美人 

   第 ４ 番   切久保 達 也      第１０番   加 藤 亮 輔 

   第 ５ 番   加 藤 ソフィー     第１１番   丸 山 勇太郎 

   第 ６ 番   尾 川   耕      第１２番   太 田 伸 子 

   第 ７ 番   太 谷 修 助       

４．欠席議員  

   第 ３ 番   横 川 恒 夫 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   丸 山 俊 郎    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者会計室長   長 澤 秀 美 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   田 中 洋 介    上下水道課長   関 口 久 人 

 税 務 課 長   田 中 克 俊    住 民 課 長   太 田 洋 一 

 教 育 課 長   横 川 辰 彦    子育て支援課長   下 川 浩 毅 

 生涯学習スポーツ課長   松 澤 宏 和    総務課長補佐兼総務係長   鈴 木 広 章 

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長          山 岸 茂 幸 

７．本日の日程 

 １）一般質問 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１１名です。 

 これより、令和４年第３回白馬村議会定例会第３日目の会議を開きます。 

 第３番横川恒夫議員が療養のため、欠席しております。 

 ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（太田伸子君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は６名です。４名

の方の一般質問は昨日終了しておりますので、本日は２名の方の一般質問を行ないます。 

 質問をされる議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問されるよ

うお願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により、１議員１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長においてこれを許可いたしますの

で、申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第４番切久保達也議員の一般質問を許します。第４番切久保達也議員。 

第４番（切久保達也君）  ４番切久保達也。 

 今回の一般質問で、スポーツに対する取組というような質問もさせていただくんですが、私、昨

日の夜から坐骨神経痛のような痛みが発症しまして、健康は本当に大事だなというようなことを感

じながら、今日の一般質問をさせていただきたいと思っております。 

 それでは、質問させていただきます。 

 ゼロカーボンビジョンについて。 

 白馬村は２０２０年２月にゼロカーボンシティ宣言を行ないました。また、県のゼロカーボンビ

ジョンの基本計画では、２０３０年には６割の消滅目標を掲げています。行政をはじめ、村内事業

者、村民が一丸となって、ゼロカーボン実現のために取り組んでいかなければなりません。 

 白馬村ゼロカーボンブックには、民生部門と運輸部門からの二酸化炭素を含む温室効果ガスの排

出が記載されています。そこで、一般家庭でも効果の高い取組として、屋根置き自家消費型太陽光

やＥＶカーへのシフトが上げられます。自動車業界では２０２２年をＥＶ元年と位置づけ、今年

６月から７月のＥＶ受注が２万台に達したそうです。 

 そこで、次のことについて伺います。 

 １、村は公用車をエコカー、特に環境性能においてトップクラスのＥＶもしくはＦＣＶにすべき
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と思いますが、更新のお考えを伺います。 

 ２、ヨーロッパのＥＶ普及は自動車メーカーの努力もあるが、政府や地方自治体による充電ス

テーションの普及によって増えています。村として、充電インフラを増やすための施策を伺います。 

 ３、白馬村ゼロカーボンブックにも書かれている「脱炭素に向けて効果の高い家庭での取組」の

表で、大きな効果を期待できる取組として、屋根置き自家消費太陽光発電や遊休地利用の太陽光発

電を推進していますが、景観の問題や雪国である白馬で太陽光は不向きとの考えもありますが、普

及させていくための施策があるのか、伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  ゼロカーボンビジョンについて、切久保議員より３項目のご質問をいただい

ておりますので、順次答弁させていただきます。 

 １点目の公用車のエコカーへの更新についてですが、２０２０年１２月に政府が策定した

２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略では、２０３５年までに乗用車新車販売

を１００％電動化、２０５０年までにライフサイクルでのカーボンニュートラル実現が目標として

設定されました。 

 そうした中、ＥＶやＦＣＶ、燃料電池自動車への切替えは社会全体としてできる限り早くすべき

テーマであると考えます。 

 白馬村の場合は、冬の雪道の問題や急坂等の問題もあるため、ＥＶの性能の向上との時期的な兼

ね合いが問題の一つとしてあり、また、費用としても高額になるため、すぐに全部切り替えるとい

うことは今の状況では厳しいと考えますが、１台ずつでも、できる限り早く進めていきたいと考え

ています。 

 なお、庁内のカーボンニュートラルの取組を加速させるため、この１０月より住友三井オート

サービス株式会社と連携し、公用車の最適化検証システムをモニター事業により実施することとし

ています。 

 この検証では、公用車予約と使用状況を踏まえた日報管理を基に、現状車両の稼働率分析、最適

台数の検証、車両予約や日報管理の効率化の検証、車両維持管理費用の分析、そして、ＥＶ車への

切り替えの効果検証を行なうことを目的としています。 

 こうした検証結果を踏まえつつ、今後の公用車の最適化に取り組んでまいります。 

 ２点目の充電インフラの普及施策についてお答えします。 

 現在、村内に設置されている急速充電器の設置状況は４台と把握しています。このうち、２４時

間誰でも充電できる公共の充電器は村が設置する道の駅白馬と役場にあるそれぞれ出力２５キロワ

ットの充電器２台ですが、現在は９０キロワットが主流となってきています。 

 このように、出力規模が小さく、また、同時に使用できる充電口数も１口のタイプで、設置後

８年余りを経過するため、機器更新の必要性も生じています。 



－115－ 

 併せて、国際的なＥＶ車両の普及に伴い、観光地として、拠点整備といった観点からも設備の更

新は不可欠であると認識しており、先月行なわれましたＥＶラリーの際も充電ステーションが足り

ないというお声はいただいておりますので、村としては、公共エリアに高圧の充電スタンドを充実

させること、また、各事業者や家庭が充電設備を導入するためのサポートを検討してまいりたいと

考えています。 

 具体的な予算等配分につきましては、こちらも財政状況等を見ながら考えていく予定でおります。 

 最後に、太陽光発電の普及施策についてですが、白馬村のゼロカーボンビジョンに示していると

おり、再エネ導入の目標達成と温室効果ガスの将来目標値達成に向けた、村民、事業者及び行政の

取組の施策の一つとして、太陽光発電が位置づけられているところです。 

 議員ご指摘のとおり、雪国エリアにおける太陽光発電の有効性については、様々な課題と指摘が

なされているところですが、急進する研究開発等、技術革新によって、雪国エリアでも対応し得る

太陽光パネルの開発研究も進んでおり、こうした最新技術を生かした設備の早期確立とその導入の

取組の加速を期待しております。 

 その一方で、太陽光発電による遊休地の利活用に当たっては、当然のことながら景観への配慮や

所有者及び地域住民との合意形成に留意することは不可欠であります。これは平成２４年に再生可

能エネルギーの固定価格買取制度が開始されたことを契機に、太陽光発電の普及が進み、地域によ

っては、景観への影響などの問題が生じたことから、太陽光発電設備等の適正な設置と自然環境と

の調和を図ることを目的とした単独の条例を制定する自治体も数多くあるからです。 

 村の基本的な土地利用の方向性にあっては、地域と調和しながら再生可能エネルギーの活用を促

進するといった視点に立ち、長野県が定める基準及び村の景観条例や都市計画マスタープラン等と

の整合性を踏まえた運用に基づき普及に努めたいと考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  今の答弁のほうで、白馬村の立地等を考慮してというような答弁をいた

だきました。 

 白馬村は山間部で非常に上りも多く、いろんな意味で、雪もありますし、いろんな意味で、まだ

まだＥＶは不向きというようなことかなというふうに思っております。ただ、雪の無い時、今の

シーズンはですね、平地ではＥＶを走る、ＥＶを走らせるということは可能なんではないかなとい

うふうに思っております。 

 公用車をＥＶにという話ですけども、一つの例としてですね、尼崎市のほうで行なわれている取

組があります。トヨタレンタリース社と提携しまして、公用車をレンタルで、ＥＶカーをレンタル

で導入しまして、平日には公用車として使用します。そして、使用しない休日に尼崎市民にカーシ

ェアリングするという公用車を活用したＥＶカー事業ということを、この５月から行なっているそ
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うです。 

 ちなみに、２４時間使用で６,８００円と手頃な値段設定で、なるべく市民にＥＶカーを乗って

いただき、経験していただくといった取組がなされているそうでございます。 

 ちなみに、長野県ですけども、令和４年度の予算でＥＶ３３台を導入するということを伺ってお

ります。 

 次に、白馬ＥＶクラブの会報誌を出していますけども、今年の第９号を読んだ方もいらっしゃる

かと思います。こちらのほうに載っていることなんですが、白馬村の人口がですね８,４２４名、

これはいろいろ上下するかと思いますが、白馬村自動車保有台数が２１年度末で９,５６５台。そ

のうち軽自動車が４,１１８台。１名当たりですね１.１２台の保有率になると。長野県がですね全

国で３番目に多い比率で０.９２台です。この比率を上回る自動車依存度の高い白馬村ということ

が分かる。そういうことが書いてあるんですけども、村内のＥＶはですね、この会報誌に書かれて

いるのは１６台あるということです。９,５６５台中１６台ですので、本当にまだまだ少ない普及

率ということだと思っております。 

 そこでお伺いしたいんですが、白馬村は９,５６５台の車で、そのうち軽自動車が４,１１８台。

２０１７年のですね白馬村の広報紙にですねＥＶのことが割と細かく分かりやすく出ているページ

が今回調べてありました。そこにはメリットもデメリットも書かれているんですけども、デメリッ

トの中に、やはり、１日走って、夜は８時間ぐらいかけて充電をする。また、次の日、それに乗る

と。非常に計画的に乗らなければならないと、そういったようなことも書いてあるんですけども、

そんな中でですね、軽自動車というのは、やはり、生活圏内を走行する自動車というイメージかと

思います。そこでですね、その軽自動車４,１１８台、半分弱ですけども、白馬村の１世帯に１台

はあるというような計算かと思います。 

 お伺いしたいんですが、軽自動車をですね生活圏内で、ある程度、慣れて、乗って慣れていただ

くということをですね、そういったことをフォーカスして、まず軽自動車を普及させていくような、

そんな施策ができないか。お伺いしたいと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  電気自動車の普及というところに関してなんですが、特にこれまで軽自動車

にフォーカスをしてという考えで何か検討してきたことはないかと思われるんですが、先ほど来出

ておりますとおり、充電器に関しては不足しているという問題が現状多く出てまいっておりますの

で、充電器の拡充ということは一つ大きなテーマとして考えております。 

 また、軽自動車に限らず、電気自動車を普及させるために電気自動車導入への補助といったもの

は、これまでも考えてきておりますが、軽自動車を普及させるということに関しては、これまで私

のほうでは特に、その施策に関して情報がありませんので、担当課のほうから、もし、あれば、お

答えさせていただきたいと思います。 
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議長（太田伸子君）  吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ＥＶ車両の普及の関係でありますけども、これまで環境省の補助

金を頂きまして、まずはＥＶ車両の普及ということで、先ほど切久保議員もおっしゃった地元のＥ

Ｖクラブの方中心に活動していただき、こちらのほうに、公用車と、いわゆるリースとして配備を

しながら、お客様もしくは住民の方に使っていただくという啓発活動も何年かさせていただきまし

た。 

 昨年に関しては５０ccの１人乗り、いわゆる原付車両っていうんですかね、それも家庭用の買い

物等で使えばどうかということで、昨年も１年間普及啓発事業としてさせていただきました。確か

におっしゃるとおり、軽については行動範囲も狭くてという部分もありますので、まずは総務とす

れば、そのＥＶ、車両の普及を目指したというところですけども、おっしゃるように、軽にフォー

カスしたほうが住民の皆さんにとって使いやすいということであれば、改めて、そういう啓発活動

に取り組んでまいりたいというふうに考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  すみません。ちょっと言い忘れましたが、たまたま、もうＣＭ等で知っ

てると思いますが、ＥＶタイプの車両が発売されて、そのＥＶ車両が１か月で２万台近く受注され

たと、そんな話もあったもんですから、このような質問をさせていただきました。 

 次にですね、これもＥＶクラブのほうのイベントなんですが、現実に起きた問題として、白馬Ｅ

Ｖクラブの活動で、この７月２３、２４に行なわれたジャパンＥＶラリーにおいて、先ほど村長答

弁にもありましたけども、充電施設が少ないという、そういった事態が起きたと。今年行なわれた

ＥＶフェスティバルには８０台が参加されたと。白馬村の充電プラグの総口数が６１。もう単純に

計算しても足りないと。そういった事態がですね今年初めて起きたということでございます。当然

２日間のイベントですので、宿泊をされるんですけども、充電口数が６１しかなくて、充電できな

い車両があったということでございます。夕食をキャンセルされて長野市のほうに充電に行ったと

いうようなことでございます。 

 それでお伺いしたいのは、宿泊施設など民間で充電器を増やすに当たって、現状は２００ボルト

普通充電をサービスの一環として各施設が取り入れています。しかし、充電器を増やすとなります

と、やはり、コスト面で合わなくなるという問題が発生いたします。伺いたいのが、対価を受ける

仕組みですね。そういった仕組みが、ルールがですね白馬村として必要ではないかなというふうに

考えているんですが、何か考えがあれば、お伺いいたします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  充電器の設置に関する補助に関しては、これまでも総務課で行なってきてい

るところですが、具体的に設置をされたところが、そこから対価を取る取らないということに関し
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て、特に、これまで議論はなかったかのように思います。 

 詳細について、総務課のほうからお願いしてよろしいでしょうか。 

議長（太田伸子君）  吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  対価の、何をもって対価と言うのかは、非常に難しいと思います

けども、私の聞いている範囲で申し上げますと、急速充電器につきましては、設置した後に、もち

ろん専用のカード等、とりあえず口座情報を含めたいろんな設定をした上で利用するというのは原

則というふうにお聞きをしております。村のほうも、その使用に当たって、いわゆる設置事業者の

ほうからの還付金と言いますか、いわゆる使った度合いに応じて、一定の金額が戻っているという

ふうに聞いておりますので、それは一定の対価かなというふうに思います。ただ、一般的なスタン

ドと同じように、いわゆる充電したものの対価を得るかどうか、その辺は総務としても議論を行な

ったこと自体はございませんので、どちらかというと、ＥＶラリーにしても、日本の中心でいわゆ

る充電を行ないながら、日本の中心のこの白馬の地に来れるということを日本ＥＶクラブの中でも

推奨するという活動から動いているというふうにお聞きしておりますので、それが空白地帯、いわ

ゆる急速充電器の空白地帯であったり、議員のご指摘の口数が足りないということをどういうふう

にするのか。これについては、また、対価とは別に考えなければいけないことだと思いますので、

その辺についてはご指摘を真摯に受け止め、どういうふうにするのか、施策に反映しなければなら

ないというふうに考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  対価というのはですね、充電方式といいますか、充電の仕方が様々で、

民間業者によっては、オールインパッケージで、設置から、カード等で、その充電した分をチェッ

クするとか、そういったところまで全てできる機能のものと、金額をですね設置した側、設置をし

てもらった側で、自分で料金設定できるというようなものもあると。それから、いわゆる家庭充電

のような形で、２００ボルトで、ただ、プラグでつなぐというようなものから、いろんなタイプが

あるという中で困る、困るといいますか、悩むことの中に、家庭２００ボルト充電で、お客様に

サービスの一環として充電をさせてあげるというようなことが幾つもできた場合に、やはり、幾ら

サービスといえども、ちょっとコスト的に苦しいというようなことがあるということでございます。

できれば、白馬村として、標準価格の設定があればいいんではないかと、そういった趣旨の質問で

ございました。 

 次にですね、急速充電についてなんですが、白馬村のほうで設置してます、役場にあるのと道の

駅にあるやつが２５キロワットということで、大変、今の主流のＥＶカーにするとですね、大変性

能的に苦しいということでございます。大体今の主流が９０から１２０キロワットぐらいの車にな

るということで、白馬村にある充電器ですと、３０分で１０％ぐらいの充電しかできないというよ
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うなことを、私もこれはお客様のほうから言われたことなんですけども、こちらもできたらですね、

なるべく新しいものに更新をしていただけたらいいのかなというふうに思っております。 

 次にですね、これはお願いのような質問になりますけども、白馬でもよく見かけるようになって

きましたテスラ自動車ですけども、テスラでは無料で充電器設置サービスということを行なってい

ます。ただし、５０キロメートル圏内に１基というルール。それからＷｉ─Ｆｉと多少近くにカフ

ェがあるとかですね、休める場所ですね、そういった条件があるそうなんですけども、これは無料

で設置ということでございます。観光地白馬としてはですね、ぜひ、設置していただきたいという

ふうに思います。ぜひ、早急に設置するべきだと考えますけども、村長のお考えをお聞かせくださ

い。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  まず、先ほどの２５キロワットがかなり今の時代にはという部分に関してな

んですが、こちら、私も、先ほど先月と言ったんですが、先々月になりますか、ＥＶラリーのほう

参加させていただいて、そこでも、やはり、もう９０キロワットのほうの時代だというお声をたく

さんいただいていましたので、そこに関しては非常に今のままですと状況に合っていないというの

を感じているところです。 

 加えてテスラなんですが、こちらも私も会場でもそうですし、この夏に実際にお客様からかなり

その声をいただきました。テスラの充電器がどこかにないか、あとは、少ないというお声をいただ

きましたので、今、来ているお客様方のニーズを考えると必要であろうというふうに考えておりま

す。 

 先ほど議員がおっしゃるように、導入するためには場所の条件が必要となってきますので、現段

階で、どこに設置できるというのは、ちょっと私のほうで、すぐ、ここというのは思い浮かばない

んですが、村内の中で、そうした場所ができるように検討していくことは非常に有意義だと思って

おりますので、今後考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  次に、太陽光発電のほうの質問をさせていただきます。 

 今回のですね一般会計補正予算のほうの歳出明細にも光熱費ということで、小中学校、それから

ウイング２１とか、給食センターですか、のほうで上がっているかと思うんですが、太陽光パネル

をですね、もちろん景観に配慮した形でということになろうかと思いますが、役場や小中学校、保

育園などにですね、まずは設置すると。いわゆる全部エネルギーの消費量をネットゼロにする取組。

これをまず役場の庁舎等で実現していくというような試みが必要ではないかなというふうに考えて

いるんですが、どのような見解か、お聞かせください。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 
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参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいま庁舎のことに関しますと、総務のほうでお答えをさせて

いただきますが、耐震化の工事のときに併せて検討はさせていただきました。ただ、これを、いわ

ゆる太陽光設備を、発電設備を乗せるということになると、やはり、耐震化の工事費用にさらに大

きな金額がかかるということで、費用対効果の面で諦めたという経過がございます。各施設の所管

はそれぞれの課ございますけども、庁舎で言うと一旦は耐震化の改修のときにテーブルには乗った

んですが、現実的にはちょっと厳しいということで、諦めさせていただいたという経過がございま

す。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  分かりました。ただ、保育園等ですね、まだ、建物的には新しくてです

ね、非常に窓がですね南のほうを向いて大きい窓が設置されています。今、窓タイプのパネルとか、

光沢のないパネル、こういったものが開発されているというふうに聞いております。そういった景

観に配慮した中で、割と新しい建物には導入を検討していっていただけたらというふうに思ってお

ります。 

 雪国ということで、太陽光パネルをですね導入するに当たりまして、白馬村のほうで勉強会です

ね、地域と暮らしのゼロカーボン勉強会というのが開催されておりまして、そこで、飯山市でソー

ラー生活されている方の対談会がありました。 

 そこではですね、やはり雪国でどうやってソーラーパネルをつけるかというお話をされたそうな

んですが、太陽光の専門家、地元工務店、それから太陽光メーカーさん、こういった方がですね全

員でアイデアを出しながら、試行錯誤して、ベストな方法にたどり着いたというもので、壁に

７０度の角度で設置するという方法で、そういう方法を取ると雪の反射の熱もですね発電するとい

うようなことまで分かったということでございますので、こういった例も参考にしながら、雪国白

馬ならではのやり方をしていけたらというふうに思っております。 

 それでは、次の質問をさせていただきます。 

 ２、スポーツに対する村の取組について。 

 全国では、スポーツによる地方創生、特色あるまちづくりが行なわれています。白馬村ではス

ノースポーツが代表的でありスポーツツーリズムによって地元経済に大きく貢献しています。しか

し、スノースポーツは、冬の約４か月に限定されることから、冬期以外にできるスポーツの取組が

必要となります。 

 現在では、いろいろなスポーツが盛んに行なわれるようになり、村民の健康増進や白馬の特性が

生かされた環境下でのスポーツが行なわれています。スポーツが生み出す力は無限大であり、それ

と同時に課題も多くなっています。 

 そこで、以下のことについてお伺いいたします。 
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 １、第２次白馬村スポーツ推進計画におけるスポーツの現状と課題は。 

 ２、計画策定の趣旨と方向性は。 

 ３、国ではスポーツによる地域活性化・まちづくり担い手育成総合事業として、地域スポーツコ

ミッション設置を推進していますが、村として設置の考えはないのか、伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  まず、１つ目の第２次白馬村スポーツ推進計画におけるスポーツの現状と課

題についてお答えします。 

 スポーツ推進計画は、平成２３年に国が５０年ぶりにスポーツ基本法を全部改正したことを受け、

白馬村においても平成２７年に推進計画を策定し、村民の健康増進、体力の維持や向上を図り、ス

ポーツを気軽に楽しむことができる環境を整備し、また、スポーツイベントの開催によるスポーツ

ツーリズムの推進や競技力向上に向けた支援等の施策を掲げ、これまで取り組んでまいりました。 

 各種支援策はコロナ禍において様々な活動が影響を受けておりますが、スポーツ推進計画では

５つの項目について規定しています。 

 まず、ライフステージに応じたスポーツという点では、特に多くの中高年の皆さんが楽しまれて

いるマレットゴルフは村内最大の組織で、積極的に大会を開催し、会員同士の交流も盛んで、まさ

に、スポーツが生きがいづくり、健康増進に生かされている好例かと思います。 

 さらには、白馬村スポーツ協会や白馬村スキークラブ等と連携し、各種スポーツ教室を開き、ス

ポーツに触れる機会を設けており、人気の高い種目については、開催回数も増えている状況です。 

 一方、若年層に対しては、そのニーズが多様化しており、十分な対応を行なうことは難しく、球

技をはじめとしたチームスポーツは広域的な取組が必要でありますし、行政からの呼びかけが十分

届いていないのが現状であり、課題かと存じます。 

 一昔前に比べますと、健康維持のためのランニング、ウオーキング愛好者、スポーツジム利用者

は増えていると感じており、そうした意味では、ある程度の成果も見られると評価するところです。 

 ２点目の子供が日常的に楽しくスポーツに取り組むことができる環境づくりでは、幼児を対象と

した教室が好評であり、各スポーツ団体の活発な活動や活躍が多く見られ、全国体力・運動能力テ

ストでも高い得点を出しています。その反面、運動する子供としない子供の二極化の進展や少子化

等による団体競技のチーム編成の在り方、放課後にスポーツをする機会、場所、指導者の不足等、

新たな課題も出てきています。 

 ３点目のスポーツ競技者の競技力向上のための指導者や選手の育成、支援においては、少子高齢

化や取り組む競技の多様化等が進み、各スポーツ団体登録者数は目標人数には届きませんでした。

しかし、これまでは全国大会出場と言えば、ウインタースポーツがメインでしたが、近年では、自

転車、マウンテンバイクに水泳競技、また、陸上長距離では、都道府県駅伝の代表選手を輩出する

など、様々な種目で競技力が向上してきています。村では少しでも競技者のモチベーションアップ
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につながればとの思いから、平成３１年４月に白馬村競技スポーツ大会出場激励金交付要綱を制定

したところであり、引き続き多種多様な競技で有力選手が輩出されるよう、関係機関、指導者と連

携してまいります。 

 ４点目の地域の特性を生かしたスポーツ推進では、白馬村の地域特性を生かした世界規模、全国

規模の大会やイベントの種類が増え、多くの方が運営ボランティア等に携わり、交流の機会も生ま

れましたが、コロナ禍以降は中止が相次いだため、これらの交流がストップしてしまいました。ま

た、合宿等でも多くのアスリートが白馬村を訪れているものの、村民のスポーツ活動との接点があ

りませんでした。 

 しかしながら、この夏から、コロナ対策も経済活動等を止めない形となり、スポーツイベントや

スポーツ合宿も再開されてきましたので、今後は交流活動も活発化していくことを期待しておりま

す。 

 ５点目のスポーツ施設の整備及び充実では、白馬村スポーツ協会やスポーツ少年団の登録者数や

チーム数が減り、利用者数は目標には届きませんでしたが、子供の活動を中心に積極的な利用が目

立ちます。施設の整備については、安全で有効的な施設になるよう優先順位の高いものから毎年行

なっていますが、スポーツに限らない活動での利用も増えており、多目的利用が可能な部屋の充実

や冷暖房設備の設置に加えて予約システムなど多くのニーズもあります。全般的に各施設の老朽化

が進んでいるため、長寿命化に向けた計画的整備が必要となっています。 

 続いて、２つ目の質問、計画策定の趣旨と方向につきましては、本村は豊かな自然環境の恩恵を

受け、昭和初期頃より登山やスキーを中心としたスポーツが盛んであり、多くの村民及び観光客に

親しまれてきました。また、１９９８年冬季長野オリンピックではスキー競技の開催地として世界

中から注目を浴び、ウインタースポーツの聖地として発展してきたことは周知の事実です。この質

問の冒頭で触れたとおり、村では平成２７年４月に白馬村スポーツ推進計画を策定し、村民の健康

保持や増進、体力の維持や向上を図り、スポーツを気軽に楽しむことができる環境を整備し、村民

一人一人が生涯にわたってスポーツに親しむことができるよう、また、スポーツイベントの開催等

によるスポーツツーリズムの推進や競技力向上に向けた支援等、様々な施策に取り組んできました。 

 先ほども触れましたとおり、近年、村民を取り巻く環境は日々変化し、国際化の進展や、価値観、

ニーズの多様化、運動する子供としない子供の二極化、少子化の進展等による運動部活動や団体競

技のチームの在り方など、新たな課題も出てきています。計画の方向性につきましては、本計画を

推進するためには、行政、村民、関係スポーツ団体、学校等がそれぞれの役割を認識し、お互いの

立場を尊重しながら各施策を進めていくことが重要です。 

 また、推進計画を実効性のあるものとするため、白馬村スポーツ推進委員会等において、点検と

評価を行なってまいります。 

 ３つ目の質問、地域スポーツコミッションにつきましてのご質問につきましては、まず、地域ス
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ポーツコミッションが何かということを定義する必要があるかと思いますが、スポーツと景観、環

境、文化などの地域資源を掛け合わせ、戦略的に活用することで、まちづくりや地域活性化につな

げる取組を行なう組織であるという認識でよいかと思います。 

 例えば、スポーツへの参加や観戦を目的とした旅行やスポーツと観光を組み合わせた取組である

スポーツツーリズム、域外から参加者を呼び込む地域スポーツ大会、イベントの開催、国内外の大

規模なスポーツ大会の誘致、プロチームや大学などのスポーツ合宿、キャンプの誘致、住民向けの

地域スポーツクラブの運営、健康増進地域交流イベントの開催などが代表的な取組でありますので、

このコンテンツの内容としては、白馬村がこれまで行政や民間として取り組んできた内容に非常に

合致する組織であると考えます。 

 地域スポーツコミッションは、地方公共団体に加えて、いわゆる体育協会、総合型等のスポーツ

団体だけでなく、観光協会、商工団体、大学、観光産業、スポーツ産業等の民間企業などが一体と

なった組織である点が特徴で、スポーツによる地域振興という共通する目的に連携、協力して取り

組む組織である点が特徴であり、長野県においても幾つかの市町村において取り組まれています。 

 スポーツ庁の規定によりますと、組織の要件として、地方公共団体、スポーツ団体、民間企業等

が一体となり活動を行なうことと常設の組織であることの２点。 

 活動の要件としては、地域外交流人口の拡大と年間を通じての活動を行なうことの２点が要件と

して上げられています。 

 地域スポーツコミッションに期待される役割はスポーツ大会や合宿等の誘致や運営の支援、情報

発信やＰＲ活動の実施、さらに利用者ニーズに対応するワンストップ窓口機能の充実等が上げられ

ます。 

 白馬村はこれまで様々なスポーツ振興活動を行なってきており、民間の事業者も特にツーリズム

と連携したスポーツの推進を行なってきており、今後もこの分野は白馬の大きな誘客の強みとなる

分野であると考えますので、地域スポーツコミッションの設置は効果があることであると考えます。 

 白馬村の場合、７月から８月の夏季シーズンに県内外からの合宿が集中している状況がございま

すが、夏季以外の合宿の誘致について、各関係機関と検討を行なう等、スポーツを通じた地域振興

を目指してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  まず、スポーツ推進計画にあります高齢者や障がい者スポーツの推進で

は、他機関と連携によってスポーツに取り組めるように環境をつくるというふうにあるんですが、

具体的にはどのような機関と連携して環境をつくっているのか、伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  今、高齢者それから障がい者についての連携ということで
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ございますけれども、村にはスポーツ推進委員会という組織がありまして、スポーツ推進委員の皆

様からの協力で、本当に基本的な健康増進のプログラムというのを行なっております。いろいろ専

門的なということではなくて、高齢者を対象にした健康増進のためのプログラム。それから、障が

い者に向けてのプログラムというのは、こちらのほうでの取組はあまり事例がございません。しか

しながら必要性は感じておりまして、具体的には、健康福祉課との打ち合わせというのは持ったこ

とはあるんですけれども、今後の課題ということで考えております。 

 以上であります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  グッズメーカー等と連携してというようなことでございますが、高齢者

や障がい者ですね、健康福祉課と連携して、何かこうしているようなことがあるのか、お聞かせ、

伺えたらと思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  健康福祉課との連携ということでございますけれども、過

去の事例的にはですね、連携をして高齢者それから障がい者についての事業を行なったという事例

はあまり多くはございません。先ほども申し上げましたとおり、一つの課題というふうには捉えて

おりまして、健康福祉課のほうで行なっている高齢者それから障がい者のプログラムというのは現

在はございます。ありますけれども、スポーツ課のほうでの具体的には推進委員ほか、健常者のス

ポーツが多いわけですけれども、連携を取りながらやれる部分というのは感じておりますので、現

時点でも不足している、健康福祉課のほうでやっている部分で不足しているという認識はございま

せんけれども、連携を取れる中でやれることは様々あろうかと思いますので、関係者との打ち合わ

せ、連携により、今後もまた進めていきたいという、そんな感じでございます。 

 以上であります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  それでは、ちょっと別の質問をさせていただきますが、指導者確保の問

題というのがあろうかと思います。スキークラブでも指導者不足、それから競技人口の減少という

ような問題につながっているんですが、それと今中学校の部活動についても外部指導者に委託する

というような流れが全国的にあるようですけども、指導者不足の解決方法として、何か計画や取組

をしているのか、伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  まず、中学校の部活動等の取組ということは先日もマスコ

ミ等で報道されておりましたけれども、現在、白馬中学校の部活についても、白馬村スポーツ協会

のほうで講師の方々のですね協力をすることにより進めているものというのもございます。今後、

そういった傾向がより高まっていきますので、学校での部活が減り、先生方の負担を減らし、その
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中で社会体育でのコーチングというんでしょうか、コーチの部分というのは、ますます増えてくる

という認識でございますので、具体的にそれに向けての対策が今進められているという状況ではあ

りませんけれども、今後そういう方向ということを認識しつつ体制を整えていきたいということで、

考えてございます。 

 それ以外に、例えば、スキーとかのですね、そういうコーチの不足というもの、白馬については、

アルペンはじめ、様々な競技がございまして、コーチの不足ということは過去からの課題で、現在

も解決はされておりません。本当にあらゆる種目の関係者が来るという中で、日々、そのコーチの

確保ということで、今、検討はしていますけれども、その流れの中で、今後も検討していくという

ことでございます。効果的な解決方法がぽんと見つかるという形ではないというところでございま

す。 

 それ以外の、ウインタースポーツ以外のそのコーチにつきましては、本当に様々なスポーツの分

野で活躍する子供たちが増えてきておりまして、白馬にはいなかったような冬以外のコーチという

のも増えてはきていると。実際にスポーツ協会のスポーツ教室の中でも、今までに行なわれていな

かったスポーツ教室が開催されていくというような、冬以外のところについては、そういう明るい

傾向も見られるということでございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問ありませんか。切久保議員。切久保

議員の質問時間は答弁を含め、あと８分３０秒です。 

第４番（切久保達也君）  指導者問題に関してはですね、やはり各スポーツ団体のほうにですね

１度確認をしていただきたいなと思います。いろんなスポーツ団体、必ず、やはり指導者の後継問

題というのが出てきていますので、ぜひ、耳を傾けていただきたいというふうに思っております。 

 次にですね、スポーツには常に怪我などの事故のリスクもあるわけなんですけども、リスクマネ

ジメントとして、どのようなことに取り組んでいるのかということをお聞かせ願いたいんですが。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  リスクマネジメントについてお答えいたします。 

 怪我、具体的には怪我の処理ということでありますけれども、夏のスポーツ、冬のスポーツ、各

団体において、そういったスポーツ障害保険に加入されているという、そういう取扱いでございま

す。それ以外に、特にですね、そういった怪我等のリスクマネジメントについて、白馬独自で、こ

ういうものに取り組んでいるという状況はございません。 

 以上であります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  合宿等でですね来村されたお客様が村の施設を使用している時に救急車

で運ばれたというようなことがあります。そのときにですね指導者の方が施設の場所を言うことが
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できないというような、要するに、例えば北部のグラウンドで行なっていた時にですね、救急車を

呼んだ時に、救急車のほうから、場所はどこですかというようなことを聞かれたときに、見渡して

も、何という施設なのか分からないというようなことがあったそうです。屋内施設はですね入り口

に表記してあるので、分かるかと思うんですが、グランドに関してはですね、なかなか、その辺、

分かるようなものがないというのが、私が見た限りの判断です。 

 あとですねＡＥＤなんですけども、このＡＥＤもですね村の施設にはですね１つずつあったほう

がよいのではないかというふうに思っております。サッカー協会はですねルールで義務づけている

わけではないんですけれども、最近はチームで必ず１つＡＥＤのほうは持って歩くというようなこ

とをやっているようでございます。 

 次の質問なんですけども、白馬村のスポーツですねですね、雨天対策という問題が必ず出てくる

のではないかというふうに思っております。やはり、いろんなスポーツ団体からもですね既に当然

要望が来ているかと思いますけども、その対策として、人工芝グラウンドの要望が多いと思います。

現在のクレーグラウンドからですね人工芝へ変更する考えはないか伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。松澤生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（松澤宏和君）  人工芝のグラウンドへの切り替えということでございます

けども、現在、村が管理するグラウンドでは人口芝のグランドというのはございません。民間によ

りますけれども、野平のところに昨シーズンすばらしいグラウンドがオープンいたしました。私も

こけら落としのイベントのほうには参加させていただきましたけれども、白馬のグラウンドの場合、

多目的ということで、今、土のグラウンド、サッカーをはじめ、野球、陸上、そういったもので利

用が進んでいるんですけれども、今後において人口芝のグラウンドということについて、設置すべ

きかどうかというところも検討はしてございます。ただ、財政的には、そういう費用も当然かかる

ことですので、まだ計画の中に盛り込まれているということは全くございません。でありますけれ

ども、そういった公共の施設での人工芝というのは県内にもございますので、今後の一つの大きな

検討の課題として、今後も取り扱ってまいりたいというふうには思っております。 

 以上であります。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。切久保議員、質問はありませんか。切久保議員。 

第４番（切久保達也君）  時間もないですので、最後にスポーツコミッションのほうの質問させて

いただきます。 

 答弁でですね、白馬村は、ある意味、既にスポーツコミッションのような形で動いている、そん

な村だというような答弁でございました。 

 私もそこはもう十分理解をしているつもりです。その中でですね、なぜ、私がスポーツコミッシ

ョンというところかということなんですけども、白馬村の足りないと思うところのスポーツにです

ね、見るスポーツが上げられると思っております。仲間のプレイしているところを見るのも見るス
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ポーツですが、足りないと感じているのはチケット収入のようなですね興行スポーツイベント、こ

れ、あまり成功はしていないというふうに感じています。 

 大会やイベント、スポーツ合宿などは、プレイヤーが白馬に宿泊や飲食などによる経済効果はあ

るんですけども、イベント自体でですね大きな収益を上げるような構造にはなっていないと。エン

トリーフィーとかですね、僅かなスポンサー料、こういったもので何とか運営をしていくというよ

うな形になってるのが実情かと思っております。 

 白馬にはですね様々なスポーツ施設を所有していますし、いろんなイベントが開催できるかと思

います。隠れた資源もですねたくさんありまして、白馬村はスポーツツーリズムのですね推進に大

変適しているというふうに考えております。これらの資源をですねどのように活用するかというよ

うなものをですね専従のスタッフを置いて、スポーツコミッションのようなですね形でやっていく

ことがですね、今後の白馬の活性化を考える上でもですね、私は重要かなというようなことをずっ

と考えてまいりました。 

議長（太田伸子君）  切久保議員、時間がありませんので、質問に入っていただきますか。 

第４番（切久保達也君）  はい。 

 村長のですね、今までのキャリアの中で、オリエンタルランドでエンターテインメントを学び、

白馬村ではいろんなイベントでＭＣ等をやってまいりました。そういった経験の中でですね、見る

スポーツ、興行という部分で、今の白馬村をどのように感じているかということを最後に伺いたい

と思います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。あと２０秒です。 

村長（丸山俊郎君）  はい。非常にいいイベントがある中で、なかなか持続可能になってないもの

も多いと思いますので、そうした中で、興行的なところをきちんと成り立つようにしていくのはい

い方法だと思いますので、前向きに検討していきたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  質問時間が終了しましたので、第４番切久保達也議員の一般質問を終結いた

します。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０２分  

再開 午前１１時０７分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第５番加藤ソフィー議員の一般質問を許します。第５番加藤ソフィー議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  第５番加藤ソフィーです。まず初めに、丸山村長、就任おめでとうご

ざいます。 

   （「ありがとうございます」の声あり） 
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第５番（加藤ソフィー君）  昨日は、村長、とってもいいことをおっしゃっていました。気候変動

対策においては、優先順位をつけるというよりも、同時進行で行なうことが大事だとおっしゃって

いて、私も全く同感でして、スピード感を持ってですね、いろんなことを同時進行でやっていくべ

きことがたくさんありますが、一緒に協力していきながら、時には厳しく指摘させていただきなが

ら、村民にとって、そして将来世代にとって、よりいい方向へ共に歩んでいければと思っておりま

す。 

 では、質問へ入らせていただきます。 

 近年、村へ移住・定住を考えている方々の一番と言っていいくらいの大きな壁は、住まいが見つ

からないということです。 

 周りの他市町村と比べ、空き物件の情報が少なく、賃貸家賃も上がっており、若い世代や子育て

世代が気軽に移住・定住できる環境ではありません。 

 少子高齢化の中、村の主産業である観光を支える働く人材や未来の税収に関わる子育て世代の住

みやすい環境をつくっていくことは急務です。 

 加えて、ゼロカーボンビジョンによると、村の家庭部門と宿泊部門からの温室効果ガス排出量は

全体の３割にも及んでいるデータが出ています。ゼロカーボンに向けて建物の省エネ化が必要なの

は言うまでもありませんが、これからの白馬村の住まいについて伺います。 

 １、村に空き家バンクがない理由は何ですか。 

 ２、資金調達の難しい若い世代が白馬村に定住するには、条件に合った中古や賃貸物件がなかな

か見つからないがために、新築を建てる選択肢しか残されておらず、それもかなわない場合には村

内に定住するのを諦める傾向にありますが、そのことは承知していますか。 

 ３、今回の選挙における後援会作成動画の子育ての分野で、住まいの確保のために空き家のマッ

チングや県との連携という言葉が出てきましたが、具体的にどのように進めていくお考えですか。 

 ４、省エネは重要施策であり、優先順位が高いとのことですが、住まいの省エネ化はどのように

普及促進していこうと考えていますか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  これからの住まいについて、加藤ソフィー議員より４項目のご質問をいただ

いておりますので、順次答弁させていただきます。 

 １点目の空き家バンクがない理由についてお答えします。 

 初めに、空き家バンク制度の概要は、移住・定住の促進を図るため、各地方自治体等が所有者の

同意を得たエリアの空き家・空き地の情報をウェブサイトを活用するなどして利活用を希望する者

に物件情報を紹介する取組です。 

 平成３０年４月から、それまで自治体ごとに構築され、開示されていた情報を分かりにくい、検

索しにくいなどといった課題を解決するため、全国の自治体を横断して簡単に検索できるよう、国
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土交通省が主導して全国版空き家・空き地バンクが構築されました。 

 運用開始後４年余りが経過しましたが、現在の総参加自治体数は約７８０、全国自治体の約

４５％、登録物件数は約１万１,０００件余りとなっています。 

 なお、令和元年１０月に国が実施した自治体アンケートによると、地方自治体が空き家対策とし

て構築、運営している空き家バンクは、全国の約７割の自治体で既に設置済みであると回答した一

方で、未設置の自治体のうち、特に人口規模の小さい自治体では、予算や人員等の不足を要因とし

て構築できない状況がうかがえるとの調査結果がまとめられました。 

 本村においても、これまで空き家バンクを設置してこなかった理由としては、住環境への悪影響

といった観点から見ると、空き家の所有者が不明で連絡が取れず、建物が適正管理されずに周辺環

境に深刻な影響を及ぼしている特定空き家といった事例や課題がほとんどなかったこと、他方、移

住政策としての観点から見ると、エリアの空き家情報を調査、把握し、貸主との契約内容を精査す

るといった業務、あるいは宅建事業者団体やまちづくり団体及び協力事業者と連携した制度の体制

づくりを構築するといったことは必須とされており、人員が不足していることに加え、運用するた

めの経費の捻出が必要になるといった点が主な要因と捉えています。 

 しかしながら、将来の本村自治体運営と活気ある観光地域づくりを推進していく上で、移住・定

住政策や関係人口、交流人口拡充政策を講じていくことは喫緊の課題であると認識しており、その

一つの手段として、その対象者の生活拠点となる住家をマッチングする仕組みづくりを構築するこ

とは有効な施策政策となり得るものと考えます。 

 また、空き家活用にとどまらず、現在、村の普通財産を活用した移住施策の企画立案に向けて検

討を始めておりますので、関係者間の合意形成の容易さや施策導入後の波及効果を勘案しつつ、施

策を具現化させたいと考えます。 

 ２点目の住居の選択肢がなく、定住を諦める傾向にあることを承知しているかについてお答えし

ます。 

 承知しているか承知していないかの選択であれば、承知しています。村では、令和３年度に村内

への移住希望者を対象にして探している住まいの形態等に対するアンケート調査を実施しています。 

 回答者の実数は約２０人と少ないものの、その傾向として、戸建て中古物件の購入や賃貸及び賃

貸物件を希望する割合が高い傾向にあるとの調査結果が示されています。 

 一方で、本村の住宅事情を見ると、移住希望者が求める価格帯の中古物件数や賃貸物件数の供給

量が限られていること、移住時期が繁忙期と重なると、さらに競争率が高くなること、またとりわ

け世帯の構成数が複数人の場合は、さらに対象物件の数も限られ、生活拠点の確保のハードルが上

がってしまいます。 

 また、近隣自治体と比べて公示価格が高いことから、売手の考え方も総じて土地の価格上昇や支

払賃金の割高傾向につながっているものと思います。 
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 ３点目の空き家のマッチングや県との連携についてお答えします。 

 希望する物件が見つからず、結婚や出産を機に村外に転出してしまう方や白馬村に移住したいと

思いを持ちながらも、実現に至っていない方がいらっしゃることは承知しており、残念に思うとと

もに、行政としても対策を講じるべき重要な課題と認識しています。 

 村内には、通年で居住の用に供されていない、いわゆる空き家が多く存在していますが、村外に

居住する家族等が年に数回帰省したり、別荘代わりに使われたりする建物や未利用でありながら売

ったり貸したりすることを特に望んでおらず、荷物を置いたままにしている建物など、その在り方

は多岐にわたっています。 

 知り合いなど信頼できる人であれば貸してもよいという物件や行政が仲介するのであれば検討す

るという所有者もいらっしゃると思いますので、潜在空き家の所有者への意向調査やリフォーム助

成等のインセンティブも含めて、住みたい人への情報提供や支援ができればと考えております。 

 ただし、ほかの自治体では、先の空き家バンク等によるトラブルもあるようですので、先進的に

取り組んでいる地域を参考にし、所有者、利用希望者、地域の三方よしになるような仕組みを、

１点目の答弁でも申し上げました課題を解決しながら、民間事業者等と連携して取り組みたいと考

えます。 

 また、シェアハウスという概念も、今後は選択肢の幅を広げるため、考えていく必要があるかと

考えております。 

 また、県との連携につきましては、県営住宅の建設や県の補助制度を活用した公営住宅等の整備

の可能性を探りたいと考えております。 

 最後に、住まいの省エネ化の普及促進についてお答えします。 

 家庭への省エネルギー化を進める上で重要な要素である冷暖房エネルギーを少なくするためには、

機器の使い方や省エネ性能の高い機器選択と並んで、住宅そのものを省エネ住宅にすることが大き

な効果につながることは、白馬村ゼロカーボンビジョンの目標達成に向けた施策項目でもうたって

いるところです。 

 この目標達成に向けて、住民、事業者及び行政が具体的に取り組む内容としては、住宅等の新築

時または改築時には、省エネ住宅、環境配慮型住宅、ネットゼロエネルギーハウスといった省エネ

性能の高い住宅になるよう、その啓発に取り組んでいるところです。 

 また、先般、村内建築業組合とは快適な省エネ住宅の普及に向けて、事業者として省エネ普及を

進めやすい施策や地域にとって必要な施策などについて、村への提案と計画共有を申し入れている

ところです。 

 断熱性能が高く、暖かい省エネ住宅の効果は、単にＣＯ２排出削減対策のみにとどまらず、ヒー

トショックや高血圧症の防止及び身体活動の活性化など、住まい手の健康づくりにもつながると言

われていますので、関係団体からの施策要望や既存の国、県の施策も拡充されてきており、これら
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の動向を踏まえながら本村としての施策の在り方を検討してまいりたいと考えます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  この一般質問をするに当たり、９月３日から１週間、私独自のアン

ケート調査をオンラインで行ないました。こちらですね。１５３の回答があり、年代別の内訳は、

２０代およそ１０％、３０代３４％、４０代４０％、５０代以上が１７％という回答の内訳でした。 

 その中で、白馬在住の方は６割ほど、移住希望者は３割ほどいらっしゃいました。住まい探しで

困っていることで一番多かったのがやはり空き家や物件に巡り合わないということで、次に予算が

合わないということでした。この住宅不足、そして家賃や土地が高額で手が届かないということは、

一部の人が感じているのではなく、多くの人たちが感じていることであるということを実感したア

ンケートとなりました。 

 特に、家族で住めるアパートなどの家族が住める間取りがないですとか、そういったものが非常

に少ないということもあり、子育て世代は、まずそこの住まいでつまずき、そして追い打ちをかけ

るように行政側の子育て支援移住施策というのも薄く、定住するのにほかの場所を選んでしまうと

いうことがあるようです。白馬村が移住者や若い世代に対して真剣に向き合ってこなかったことが、

今結果として現れているのではないでしょうか。 

 確認なんですけども、この村の人口の将来展望というものは、人口増加を目指すということで間

違いないでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問の人口の予想と言いますか、推計値のお話だと

思います。これは、国自体が人口減少というのは歯止めがかかりませんので、白馬村も人口減少と

いうところは見込んではおります。 

 ただし、各種施策の中で、どれだけ下がる数を上方修正できるのかということを、各施策を取組

ながらそれを上げるということを目標としておりますので、数値自体は下がりますが、下がる度合

いをどれだけ下げられるのかということを頑張らなければならないという考えでございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  実際にデータで見ても、令和２年、令和３年の転出というのは、転入

を上回っており、人口は今月の９月１日現在、白馬村のホームページで公開されているものは

８,４１４人でありました。 

 第５次総合計画では、令和７年の目標値が８,４７８人と記載されており、令和４年にして既に

下回っているという状況です。ここから持ち返すというか、人口減少は本当に少子高齢化でしてし

まうものだと思うんですけども、先ほど答弁があったように、それをどれだけ食い止めることがで
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きるのかというところは、今何かしらの目標値からも下がってしまっているという現実も受け止め

て、何かしらの策が考えているのか、やっているのかということをお聞きします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  おっしゃるとおり、現在、目標値を下回っている状況にありますが、一方で

コロナ禍というところが大きく影響していることもあろうかと思います。 

 一つは、やはり支援というところが必要になってくる一方で、きちんと生活をしていくための仕

事があるということも非常に重要になってくるんですが、白馬村基幹産業、観光を中心とした産業

がコロナ禍によって非常に影響を受けてしまっているというところも一つ大きな課題になっている

と思いますので、ここを回復させることによってきちんと仕事がある、また収入があるということ

で、若い世代も住める場所にしていくというのも大きな施策の一つだというふうに考えております

ので、こちらに関しては、特にこの冬のインバウンド等の増加を確実にしていくために政府等への

要求を今しているところですが、加えて通年型の観光地になっていくような施策も村として取って

いるところです。 

 ただし、おっしゃるように、そうした中でも、一方で観光が潤うということは、地価の高騰等に

もつながっていくところがありますので、プラスで子育て世代への支援ということは、やはり必要

になってこようかと思いますし、昨日もお話しさせていただいたとおり、子育て世代への支援とい

うことは、支え合いというところの持続可能性では、非常に優先順位としては高い施策になってこ

ようかと思いますので、今後力を入れていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  この白馬村は、コロナ禍で大幅に人口が減ってしまったということは

あるんだと思います。 

 その理由としては、やはり外国籍の方の人口っていうのが、コロナ前は多かったということだと

思います。コロナも経済面だけでなくて、人口の数の変動を見ても、外国から来ている方々に頼り

切ってしまっていた部分があるかと思うんですけども、その点についてはどのように受け止められ

ているのか、お伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  白馬村の観光というところの歴史で見ますと、長野オリンピックというとこ

ろが一つ大きなタイミングにもなっているんですが、そこ前まではスキーブームということもあり、

国内のスキーのお客さんを中心に非常にたくさんのお客さんが来られていたんですが、日本バブル

経済の崩壊ですとか、スキー産業の衰退というところで国内の需要が減ってしまった、そんな中で

海外からのお客さんに目をつけて呼び込んできたというところがありますので、特に海外のお客さ

んだけにフォーカスをし過ぎてきたというよりは、施策の一つとしてそちらに注視をしてきたとい
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うような表現が正しいのかなというふうに思っています。 

 そうした中で、今回のようなコロナ禍というのを経験しまして、やはりどのようなリスクのとき

にもたくさんのお客さんに来ていただけるようなポートフォリオを今後描いていかなきゃいけない

というところは、おっしゃるとおりだと思いますが、一方で、先ほど来、人口減少のお話が出てお

りますとおり、国内の人口というのは減ってきておりますので、需要という意味で言うと、減って

きてしまっているというのは否めない部分があるんですが、その中で通年型のリゾート、滞在型の

リゾートというところを目指すことによって、１泊のお客さんを国内でも２泊３泊にする、夏と冬

しか来なかったお客さんに秋と春にも来てもらう、そういった施策を取っていくことは、今後非常

に重要だと思っていますので、現在、白馬村が取ってきている方向性としては、その形になってき

ているというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  あと白馬村の合計特殊出生率なんですけども、平成２５年から平成

２９年の数値しか分からなかったのですが、１.４６ということで、これは大北圏内で一番低いと

いうことです。 

 人口増加を本気で目指したいのであれば、まず真っ先に必要なことは、若い世代の住まいの確保、

そして子育て支援だと思います。 

 住まいの確保を考えていくときに土地探しを支援して、新築を建てることを推奨していくのか、

それとも空き家の活用をこれからしていくのか、村としてどちらに重きを置いていくのかをはっき

りさせておいたほうがいいとは思うんですけども、そのことについてはどうお考えでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの村の方向性として、土地について考えていくのか、空

き家等の物件について移住との考えで、どちらかというご質問ですけども、あくまでも現状でとい

うことでお答えをさせていただきます。 

 村長答弁にもございましたとおり、空き家の物件というのは、なかなか出ていないというのは、

私も実際に移住相談に行って、あってもすぐ消えてしまうとかっていう話を直接伺っております。 

 現在、取り組んでおりますのは地価、これも民有地については公示価格やいろいろな実例等によ

って価格が上がってるという実態があります。これを民間の方に土地を下げるというのは、やはり

売手の考えもありますので、なかなか難しいかなということを考えれば、一定の方向性とすれば、

土地をどのように考えていくのかというところを少し村としては、現在、フォーカスをしながら、

作業を進めているというのが、先ほどの村長の答弁にもあった内容でございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 
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第５番（加藤ソフィー君）  今は土地ということで進めているということなんですが、これから村

のあらゆる施策において、環境保全の視点を取り入れながら実施していかなければならないと考え

ます。これは、持続可能な世界に誇る山岳リゾートになるためには欠かせません。 

 人口の話、先ほど来ありますけども、人口減少が進んでいく中で、土地ということは、新築を増

やしていくという方向性であるという認識をしたんですが、新築を増やしていくということは、同

時に将来の空き家の数というものも増えてしまう可能性が高くなります。 

 廃屋になってしまったら壊せばいいじゃないかという考えもあるとは思いますけども、それでは

エネルギーや資源の無駄遣いになってしまうかと思います。非常に非効率だと思います。 

 私は、まず既にある建物の活用、すなわち空き家の改修をしながら、活用をしていくべきだと考

えます。家族で住むには大き過ぎる民宿やペンションとかは、先ほど答弁にもありましたけども、

シェアハウスですとか、リフォームして数世帯が住めるように活用するなど、今既にあるものを活

用することが経済的にも資源的にも無駄遣いにはならないと考えます。 

 空き家に対する考え方なんですけども、以前、同僚議員の質問の中の答弁であったんですが、自

分の財産は自分で処理するというのが大前提だということは、もちろん理解できます。 

 廃屋など手入れの行き届かないものを所有者に代わって村が解体とか、活用方法を探すという観

点ではなくて、住みたいのに住む場所がない、もしくは住む場所があるのに改修費や家賃など、そ

こに係るお金が高額で住めないという方たちの支援をするという観点で、使われていない空き家を

有効活用するという考えの下、対応していくというのはいかがでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  先ほど土地に今軸足を置いていると申し上げましたけども、決し

て空き家について手を出していないというところではありませんので、そこは誤解のないようにお

願いしたいと思います。 

 やはり建物、恐らく質問の要旨でもあります空き家バンク等を活用してというのが恐らく趣旨だ

と思いますけども、村長の答弁にもありましたとおり、トラブルという部分も散見されてはいます。 

 というものも価格帯によってになりますけども、例えば空き家バンクを利用したときに登録者の

登録をしていただき、マッチングについては自治体がやると、あくまでも制度の概要で申し上げま

すと、マッチングは自治体がやる、そして実際にこれが気に入ったということで売買に移っていく

ときには、直接宅建事業者または団体等と本人がやるという形になってきますが、ここで発生する

のは、それぞれ買う側にとっては、不動産の媒介料であったり仲介料、こういうのが二重で発生し

てくるということもあったり、その空き家の建物を誰が管理するのか、その管理をお願いするのか

本人がやるのか、これによってもいろいろな経費がかかってくるという部分もあります。 

 ですので、空き家をどのように活用していくのかという点については、一つの例として白馬が空

き家の価格帯が登録はしたんだけど高いと、ただ、当然住むのに当たって改修であったり、リノ
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ベーションをしたいということであると、さらに経費がかかったときに、果たして新築との対比は

どうなるのかというところは、やはり終の棲家を探す上で非常に大切なことかとは思います。 

 それがうまく合うのであれば、当然空き家施策というのも対応していくべきだと思いますし、今、

村で考えているのは、その土地について小さい土地、また不整形な土地であろうと、家を建てると

いうことで移住等をしていただけるのであれば、それも一つの選択肢ということで取り組んでおり

ますので、決して空き家自体の施策に手をつけないということではなく、今の現状の中でどれが

ニーズに合うのかというのを若干判断をさせていただいているというような状況でございます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  空き家バンクもいろいろと問題があるということもありますし、あと

はなかなか空き家バンクを設けている自治体でも、物件がゼロというような自治体も結構私も見て

いてあったんですけども、とはいえ移住者のために、子育て世代のために空き家を探していますと

いうメッセージを村からやはり出さないといけないと思います。そのためにも、空き家バンクを設

けるべきかなということは考えています。 

 先ほど土地の分譲のお話もありましたけども、それはどういうふうに進めていくのか、まだ話が

出た段階だとか、どういう段階であるのかをお聞きします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  現在のいわゆる土地の考え方についてですけども、まずは普通財

産、いわゆる使っていない村有地の土地、特に家が建てられそうな平地、山間地は、これ現実無理

だと思いますので、その村有地については、全部現地確認をしながら、写真等の確認作業は全て終

えております。 

 ここが第一段階ですけども、次はその土地について、家が建てられるのかどうなのかというとこ

ろの判断が必要になってきます。もちろん、いろいろな技術を使えば可能なところもありますけど

も、まずは生活の一番の基本となる水道等が行っていなければ、なかなか給水区域の中でなければ

厳しいと思いますので、そこからの作業がこれから入るということになります。 

 ですので、作業からすると、土地の確認は終わっていますが、これからその状況を見ながら可能

性のある土地にふるいをかけて、それ以外のところは外していくというような作業になってきます。 

 ただ、普通財産につきましても、いわゆる村民共有の財産ということになりますので、これはた

だ単に安価でできるのかということになると、一般論で申し上げると、一般競争入札等で、高値で

売るというのが原則です。 

 ただ、まちづくりや村づくりの基本となるような施策に絡めてやるのであれば、一定の要件を満

たしながら価格をどうするのかというのは必要になってまいりますので、作業からすると、現地の

確認を優先させ、そこから価格帯であったり、どういう処方で進めていくのかというのは議論が必
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要になってくるというところになろうかと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  その土地を分譲するとかっていう話なんですが、それは何世帯くらい

の住まいが提供できるものになるのかということをお伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの質問ですけども、大きな分譲地になるかどうかという

ところは、これからの作業になります。まずは現在の土地について、建てられるのか建てられない

のか、面積的に広く、良い、良好な土地であって、これをいわゆる宅地分譲的にやるということに

なれば、例えば一つの例ですけども、土地開発公社を利用しながら、宅地分譲計画を立てるとか、

それはそこから先になります。 

 今考えているのは、要は全部がそろいながらスタートをするべきものなのか、建てられる土地に

ついては、そういう移住等の施策を考えながら進めていくのか、全部を一度にスタートするという

のは無理だと思いますので、そこら辺の見極めの作業というのを現在進めておりますので、現時点

では何戸分譲とか、そういう言葉はちょっと用いれないということは、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  移住定住は総務課の担当だと思うんですけども、今その移住定住の施

策に取り組んでいる職員というのは何名いらっしゃるのでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  携わっている職員ですけども、正規職員で２名が兼任です。１名、

地域おこし協力隊が専任をしておりましたが、８月末で退職をしており、新たにこの１０月から

１名配置をし、そこでこの引き続きの業務を担っていただくことで進めております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  移住定住施策というのは、本当に重要なことだと思います。地域おこ

し協力隊の方が８月に退職されて、そこから２か月も席が空いてしまうということも、その間職務

が、そのものが止まってしまうということだと思うので、もうちょっと早くに募集できなかったの

かなというのは思うんですけども、そこら辺はどうでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議員ご指摘のところは、私たちもそのとおりと思っておりまして、

間が空かないように募集をかけたんですけども、なかなか適材な方がいなかったということで、先
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ほど２か月と言いましたけども、９月の一月間、１０月の頭から配置しますので、一月間、確かに

空白になった事実はございます。それは無いようにと、努力はしたんですが、結果的に１０月にな

ってしまったということは、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  移住定住ということでですね、知らない土地に来て、早々に土地を買

って家を建てるということはあまりないことかと思います。 

 まずは、アパートなどの仮住まいというものが必要になってきます。少し住んでみて、ここがい

いなとなったときに、初めて家を探し始めたりするかと思うんですけども、その家賃が今高いとい

う声も結構上がっていて、まず村として検討していただきたいのが家賃補助というところなんです

けども、子育て世帯や移住して結婚や子供を将来持ちたい方たちに対する家賃補助ですね、その導

入に関してはどのようにお考えでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  先ほど来お話ししておりますとおり、子育て世代の支援というのは、非常に

重要な施策として私も考えております。 

 具体的に家賃補助ということについて、これまで検討してきたことはないのですが、そういった

制度もほかの自治体等を参考にしながら、今後必要になっていく形になるようであれば、検討して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  ぜひ検討していただきたいと思います。地域柄、若い世代がシーズン

バイト、住み込みバイトで短期的に住むということが体験しやすい村であり、その中で、白馬を好

きになった方たちが移住しにくい環境にあるというのは非常にもったいないことです。 

 そのような方々が移住に結びつくようにですね、索道事業者や宿泊業などの民間と連携して、移

住定住施策を行なっていったほうがいいのではないかと思うんですけども、その点についてはいか

がでしょうか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  ほかの事業者等と連携をしてというところですが、先ほども少し答弁の中で

出ましたけれども、やはり仕事というところが非常に大きく関わってきますので、そうした中では

事業者との連携ということは必要になってくるというふうに考えますので、今後そうしたところと

連携を図りながら、移住定住に結びつくような施策を考えてまいりたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 
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第５番（加藤ソフィー君）  次に、省エネに関してですが、これまでこれからの住まいを考える上

で、白馬村は特に暖房に使うエネルギーが膨大なことから、建物の省エネ化は非常に注目されてい

ます。 

 独自で私もアンケートを行なった質問事項の中に、住まいの省エネのことに関しても盛り込み、

意識調査を行ないました。 

 住まいの省エネ化に関心はありますかというところにですね、あると答えた方が８８％、既に省

エネ住宅であるというのが７％、ないという方が５％ということで、非常に省エネ化への関心が高

いなということが分かります。省エネというのは、快適であるとか、節約になるといったイメージ

が強くついているのだろうなと推測できますが、この関心の高さというものは村としても認識され

ているのか、お伺いします。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  省エネにつきましては、昨年取りまとめた再生可能エネルギー、

いわゆるゼロカーボンビジョンの中でも４つの中の１つの大きな柱として位置づけられており、非

常に高い位置にあるというふうに認識しております。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  答弁の中に省エネに関して何ができるかというところで、事業者等に

何か申し入れているというような答弁があったと思うんですけども、そこら辺をもう少し具体的に

教えてください。 

議長（太田伸子君）  吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  断熱効果等につきまして、どういう方法が考えられるのかという

ことで、村内の建築業組合のほうに話をさせていただきました。というのも、国であり県であり、

いろんな補助制度自体ができてはいるんですけども、村としてそこまで、金額的にどこまで出せる

のかというのは、これは財政状況にもよると思うんですが、どういう内容が背中を押すことができ

るのかというところをもう少し組立てを考えていただきたいということで、６月だったと思います

けども、組合のほうに申入れをしております。それが近々話が出てくると思いますので、それをど

のように考えていくのかというところを今待っているという状況です。 

 当然のことながら、予算編成につきましては１１月頃から始まりますので、その前段までにはあ

る程度方向性や考え方を出しながら、予算編成に臨みたいというのが担当課としての考えでござい

ます。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  ぜひ予算編成に間に合うようにまとめていただきたいと思います。あ
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とですね省エネ、これからの住まいという面で、太陽光パネルの自宅の屋根に設置ということは、

これからの住まいを考える上で重要になってくるのではないかと思います。 

 そのことに関しても意識調査をしてみたのですが、太陽光パネルを自宅の屋根に設置したいです

かという問いに、はいと答えた方は５２％、いいえと答えた方は４８％と、かなり半分半分といっ

たところですね。 

 東京でも太陽光パネル義務化のようなニュースがありましたけども、その住民調査みたいなもの

でも、かなり半分半分の意識だったというように伺っております。このいいえという回答の中で、

その理由を聞きますとですね、太陽光パネルにいいイメージがない、景観を壊す、お金がかかると

いった理由が多く、ほんと雪の多い白馬では難しい、雪害が心配という言葉も目立ちました。 

 先ほども一般質問の中で太陽光パネルの話もありましたけども、この白馬村が太陽光パネルをみ

んなができることですよと言って、ゼロカーボンビジョンブックにも太陽光パネルを推していると

思うんですけども、このちょっと村民との認識の違いというか、イメージがちょっと悪いなという

ところはどのように考えていらっしゃるのかを伺います。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  太陽光パネルの意識調査ということなんですが、今回伺われたのは、家につ

けるというところの意識調査という形でよろしいですか、はい。それに対してイメージがよくない

というのがどのぐらいの割合いるかというのは、我々のほうは今回初めて聞いた形になるかと思う

んですが、一つは、先ほど切久保議員の答弁の中でも、一般質問の中でも出てきたんですが、雪国

ですので、実際に設置したときに本当に機能するかという問題が一つあるというところが導入を躊

躇する要因になっているかというふうに私のほうでは捉えていたんですけれども、景観というとこ

ろもあるようであれば、今後、先ほど壁につけるような話が今出てきているので、新たなそういっ

た取り組みを積極的に村としてもアンテナを高くして取り入れ、それを発信するというようなこと

は必要になってこようかというふうに思います。 

 村としましては、現在、総務課のほうで太陽光の設置の補助が出ていましたり、あと県のほうと

しても太陽光パネル、プラスチック電池といったあたりで補助が出ておりますので、導入に関して

はこちらとしても、ぜひ行なっていけるような推進をしている姿勢は出している形になってはいよ

うかと思います。 

 ただ、その景観に対して、家そのものにつけることに対してネガティブというところに関しては、

あまり把握してない部分がありますので、またそこら辺も情報収集をしてみたいと思います。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  太陽光パネルをこれから村として推進していくという上で、まずは

ルールをつくるべきではないかと思います。ルールがない中でこうやって推進するから、住民の不
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安も大きくなると思うんですよね。白馬村としてどんなような、再生可能エネルギーとしてどうい

う形がいいのかということは、もっと議論をしていく段階にあります。 

 野立ての太陽光パネルというものも、これからどんどん事業者が入ってきて増える可能性もあり

ますし、そういった住民の不安の声というのはしっかりと受け止めて、どのように発信していくの

かということも大事かと思います。 

 あとはホームページの話になるんですけども、昨日の村長の答弁でも、ホームページがちょっと

分かりにくいというか、もうちょっと分かりやすくしていきたいというようなお話もありました。 

 移住定住の欄とかあるんですけど一応、そういうのもなかなか見づらいなというところも感じて

います。移住定住と住まい、家を建てるとか、本当に一緒だと思うんですけども、そこにまたくっ

ついて、県の省エネの補助金であったり、太陽光パネルをつける補助金であったり、全てが連動し

ていることですので、何か一つクリックして、そこで情報が終わってしまうといったデザインにな

っているので、そこはもうちょっと連携して見せていくべきところかなと思いますが、ホームペー

ジに関しては、次の予算で入れていくのか、もうすぐにでもやるのか、そこら辺はどんなように考

えていますか。 

議長（太田伸子君）  答弁を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  今、加藤ソフィー議員がおっしゃったことは、まさに私も同じように考えて

いる部分でして、選挙公約の中でも、広報活動といったところを積極的にという中でも、その取組

が必要であろうというふうに考えています。 

 ちょうど今朝ほども各職員向けの掲示板で、情報発信については、積極的に、丁寧にというとこ

ろをうたったプラス、私たちのほうでも、そのホームページに関しては、今後よりリンク等も含め

て、分かりやすくしていかなければいけないというところを共有したところでして、ちょっとどう

いった形で、予算というところまでは、まだ具体的にはなっていないんですけれども、既にそこに

関しても取り組みたいということは伝えてありまして、積極的に取り組んでいこうと思っておりま

す。 

 庁内、ＤＸ化の一つにもなってこようかと思うんですけれども、いろいろな仕組みがある中で、

ホームページだけ先んじてぱっと切り替えて大丈夫なものかどうかというところも、今、私のほう

でもいろいろと調査しているところなんですが、いずれにしましても、ＳＮＳ等の流動的なほうは、

どんどんどんどんやっていっても全く問題ないほうだと思っていますので、まずそちらを進める中

で、ホームページもなるべく早い段階で、見やすい形で、住民にとって有益な情報をタイムリーに

発信できる形に整えていきたいというふうには考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  これで最後になります。 
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 先ほど観光でもオールシーズンマウンテンリゾート、通年型リゾートを掲げているとおっしゃっ

ておりました。もちろん、経済活動のために、観光が主産業ですので、経済を持ち直すというか、

そういうことも重要かと思います。 

 一方で、通年を通して暮らせる働き手の確保というのも、今、非常に難しい状況ではないかと思

います。他市町村だとか、周辺地域に住みながら白馬で働くといったケースも多いかと思うんです

けども、人口は白馬で囲い込みたいわけではなくて、白馬村で住みたいと思った方がスムーズに住

めるような、そういうシステムがやはり必要かなと思います。 

 白馬村で働く人たちが住みたいのに住めないという状況がある中で、人口減少というのが、先ほ

ど述べたように、加速度を増していて、これは本当に現場の職員の方たちとか、課長の方たちがよ

くご存じだと思います。声もすごい聞いていると思います。なので、これは本当に喫緊の課題かな

と思っております。 

 重ね重ねになりますが、子育て世帯への支援というのは本当に今求められています。今の白馬村

はちょっと子育てがしやすい環境とは思えません。 

 そして、そのような声が多いということをしっかりと受け止めて、課題解決に向けて施策に反映

させていくべきです。厳しい財政状況なのは理解しておりますが、やれない理由を見つけていくの

ではなく、ぜひ子供を増やし、人口増につなげていくためにも、やれる理由をぜひ見つけていって

ほしいです。 

 先人の方たちが観光地として繁栄させてきたからこそ、日本だけでなく、世界中のたくさんの

人々に愛される今の白馬があります。私たちは、後世に何が残せるのか、この地球温暖化を進めて

きた大量生産、大量消費、自然や人を搾取する経済活動をこのまま許容して次の世代に何が残るの

か、立場を超えて一人一人が考えなければなりません。 

 住まいの確保、そしてそれに続いた子育て支援は、気候変動対策とセットで、将来世代の負担軽

減に向けて危機感を持って取り組み、予算の伴った対応をしていただくことを強く要望いたします。 

 これで一般質問を終了いたします。 

議長（太田伸子君）  質問がありませんので、第５番加藤ソフィー議員の一般質問を終結いたしま

す。 

 以上で、日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで、本定例会３日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日から９月２８日までの間を休会とし、その間、定例会会期日程表のとお

り、各委員会、議会全員協議会を行ない、９月２９日午前１０時から本会議を行ないたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、明日から９月２８日までの間を休会とし、そ
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の間、定例会会期日程表のとおり、各委員会、議会全員協議会を行ない、９月２９日午前１０時か

ら本会議を行なうことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。ご苦労さまでした。 

散会 午後 ０時０３分  
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令和４年第３回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年９月２９日（木）午前１０時開議 

（第４日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 常任委員長報告並びに議案の採決 

日程第 ２ 決算特別委員長報告並びに議案の採決 
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令和４年第３回白馬村議会定例会議事日程 

令和４年９月２９日（木） 

（第４日目） 

  追 加 日 程 

日程第 ３ 同意第 ２号 白馬村教育委員会委員の任命について 

日程第 ４ 白馬村選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

日程第 ５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

日程第 ６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

日程第 ７ 議員派遣について 
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令和４年第３回白馬村議会定例会（第４日目） 

 

１．日  時 令和４年９月２９日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   丸 山 和 之      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ２ 番   増 井 春 美      第 ９ 番   松 本 喜美人 

   第 ４ 番   切久保 達 也      第１０番   加 藤 亮 輔 

   第 ５ 番   加 藤 ソフィー     第１１番   丸 山 勇太郎 

   第 ６ 番   尾 川   耕      第１２番   太 田 伸 子 

   第 ７ 番   太 谷 修 助       

４．欠席議員  

   第 ３ 番   横 川 恒 夫 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   丸 山 俊 郎    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者会計室長   長 澤 秀 美 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   田 中 洋 介    上下水道課長   関 口 久 人 

 税 務 課 長   田 中 克 俊    住 民 課 長   太 田 洋 一 

 教 育 課 長   横 川 辰 彦    子育て支援課長   下 川 浩 毅 

 生涯学習スポーツ課長   松 澤 宏 和    総務課長補佐兼総務係長   鈴 木 広 章 

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長          山 岸 茂 幸 

７．本日の日程 

 １）常任委員長報告並びに議案の採決 

 ２）決算特別委員長報告並びに議案の採決 

 ３）追加議案審議 

   同意第２号（村長提出議案）説明、採決 

 ４）白馬村選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について 

 ５）常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

 ６）議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

 ７）議員派遣について 
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８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

１．同意第２号 白馬村教育委員会委員の任命について 
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開議 午前１０時１０分  

 １．開議宣告   

議長（太田伸子君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１１名です。 

 これより、令和４年第３回白馬村議会定例会第４日目の会議を開きます。 

 横川恒夫議員が療養のため、欠席しております。 

 ２．議事日程の報告   

議長（太田伸子君）  本日の議事日程は、お手元に配布してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決   

議長（太田伸子君）  日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決を行ないます。それぞれ常任委

員会に付託されました案件について、順次各委員長より、審査結果の報告を求めます。 

  お諮りいたします。議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）は、分割審

査をしていただいておりますので、常任委員長報告が終了した後に、討論、採決を行ないたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補

正予算（第４号）は、常任委員長報告終了後に、討論、採決を行なうことに決定いたしました。 

 最初に、総務社会委員長より報告を求めます。第９番松本喜美人総務社会委員長。 

総務社会委員長（松本喜美人君）  おはようございます。それでは私のほうから、令和４年第３回

白馬村議会定例会総務社会委員会の審査報告を申し上げます。 

 本定例会において、総務社会委員会に付託された案件は、議案６件、陳情１件です。審査の概要

と結果を報告します。 

 議案第２８号 白馬村認定こども園条例の制定について。 

 しろうま保育園を、教育と保育を一体的に行なう認定こども園に移行すると、両親が共働きでな

い家庭の児童も受入れ可能となるため、認定こども園の設置、名称、位置、類型、定員、入園の資

格、申込み、制限、取消し、保育料、給食費等の条例制定。施行日を令和５年４月１日とし、白馬

村保育所設置条例は廃止するものです。 

 質疑に入りまして、認定こども園と保育園の職員資格はとの問いに、保育所型認定こども園は、

幼稚園と保育の両方の事業となる。保育士資格があれば可能。保育士と幼稚園教諭双方あること好

ましいとの答弁。 

 職員資格以外のメリットはとの問いに、現在共働きでない両親の障がいを有する児童が、私的契

約児として入園し、月額３万円の負担。認定こども園になれば１号認定児、これは両親が共働きで

ない児童を指します。１号認定児は無料となるとの答弁であります。 

 １号認定児の保育時間が１３時まで。２号認定児、これは３歳以上児を指します。３号認定児、
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これは３歳未満児を指します、は、現状保育時間か。クラスの中で、保育時間が異なる園児構成か

との問いに、２号、３号認定児は従来どおり。１号認定児の標準時間は４時間で、白馬幼稚園との

バランスと保育の区切りを総合的に判断した。１３時で１号認定児は退園、延長保育の制度もある

が、クラス内の退園時間が違う園児が出るとの答弁。 

 教育的な保育をするのかの問いに、保育所型はない。教育という言葉は出るが、保育は現状のと

おりとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第２８号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正について。 

 白馬村景観条例等の制定に伴い、白馬村環境基本条例を生活環境や地球環境保全を目的とする理

念条例として整備するため全部改正するもの。条例内容は、条例の位置づけ、目的、基本方針、基

本的施策、推進と取組。令和５年１月１日施行。 

 質疑に入りまして、環境基本法では、環境基本計画の策定を義務づけている。理念条例とした理

由は。環境基本計画の策定を規定しなかったのか。今後計画を策定する予定はあるかの問いに、環

境基本法の環境基本計画の主語は政府。政府は策定義務がある。今回規定しなかったのは、理念条

例ということもあるが、国では地方６団体からの要請を受け、他の活用できる計画があれば代替で

きるとしている。個別計画で対応可能。例としては、ごみ処理では広域ごみ処理計画、森林では農

政の森林計画、再生可能エネルギーでは昨年作成した再生可能エネルギー計画が既にある。これら

を代替えすれば、国のほうでは計画をわざわざつくらなくてもよいという地方６団体の要請を受け、

シフトしてきている。 

 環境基本計画という計画でなくとも、今回の条例でいう森林部門、生涯学習の部門については既

存の条例があるので、そちらで読み取ることができる。基本的には個別計画で対応できると考える。

ただし、水資源については手続等の把握ができなかったため、今回の改正条例に規定し含めた。国

の指導に基づき改正したとの答弁です。 

 基本理念をどこも条例に規定。水保全の維持をどうするのか。地球環境はゼロカーボン計画もあ

る。個別計画を策定するより、環境基本計画一つにしたほうがいいのではないか。しなかった理由

が分からないという問いに対し、個別計画として既に計画があるので、環境基本計画というさらに

まとめた計画を策定するというのは、今のマンパワーを考えても、既存の計画で充足できるという

判断で説明したとの答弁。 

 現行条例で規定しているからよいということではないと思う。水資源関係について、改正条例に

規定する事項がある。水源周辺の保全についての規定が必要ではないか。今回の改正条例の補完ま

たは別制定を必要と考えるとの問いに、条例規定で不足する事項は、必要に応じて対応する。条例

以外でも既存要綱の改正ということで調整もしている。時代の動きによっては追加する場合もある
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との答弁。 

 条文の必要な措置を講ずるの考えとして別に規定することもあるのかの問いに、村長が別に定め

るとあるので、定めることはやぶさかではないとの答弁。なお、副村長からの補足答弁として、本

条例は基本的な事項を規定するもの。今の時代に即したつもり。理念中心型の条例と、政策を列挙

する条例とがあるが、今回は環境に対する基本的な姿勢をうたい込んでいるとの答弁。 

 次に、私見として、理念条例とは基本的な考え方、村の姿勢、取組を規定するものと考える。同

僚委員指摘の不足の事項は、計画、要綱で制定する考えはあるかの問いに、考えはあるとの答弁。 

 理念条例であることは理解。環境基本計画についても、個別計画でも代替え可能と理解。改正条

例には、委任規定もある。今後も意見は出てくると思うが、改正を要する場合、迅速に対応いただ

けるかの問いに、村長よりの答弁であります。具体的なアクションは既存計画、ロードマップが必

要ならば策定していく。本条例は理念条例として考え方を示したもの。気温上昇の抑制などの対策

については、個別の条例、計画になるか迅速に行なっていく必要があるとの答弁。 

 討論に入りまして、反対討論。村民が理解できるか確かめてほしい。可決されてもパブコメ等を

実施し、意見集約し、意見があればそれを反映した条例を次回の議会に提出してほしいので反対。

賛成討論。基本的に賛成。理念条例として大まかな規定となっている。条例制定に向けた勉強会で

は、理念条例ということで除外してきた経過がある。議員から勉強会の意見があれば行なう。議員

からの意見についても反映されるように要望する。次に、反対討論。環境基本条例と環境基本計画

は一体と考える。計画がないので反対。 

 採決したところ、可否同数により、白馬村議会委員会条例第１５条第１項の規定により、委員長

が決することとし、議案第３２号は可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第３４号 白馬村保育料条例の一部を改正する条例について。 

 しろうま保育園を認定こども園に移行することに伴い、保育料等の改正。改正内容は、保育所を

認定こども園に改正。延長保育の区分と料金及び副食費を規定。令和５年４月１日施行。 

 質疑に入りまして、１号認定児について、１６時まで預けると１,３５０円、４５０円掛ける

３時間を要するが、おやつを食べてもこの金額かの問いに、延長単価の４５０円にはおやつ代が含

まれているとの答弁。 

 討論はなく、採決したところ、議案第３４号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第３５号 白馬村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。 

 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正。 

 経過措置を追加し、条例施行日前に受けた恩給担保貸付申込みについて、従前のとおり日本政策

金融公庫・沖縄振興開発金融公庫の貸付業務をできるとするもの。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第３５号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決
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すべきものと決定しました。 

 議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）所管事項。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億４,１７２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を６３億４,５２５万４,０００円とするもの。 

 所管する課ごとに主な補正について報告いたします。なお、全課において４月の人事異動に伴う

人件費が補正されておりますが、説明は省略させていただきます。 

 総務課関係です。 

 財産管理事業２３６万８,０００円の増額は、光熱水費の電気料２００万円の増額。企画一般事

業費３３０万円の増額は、地域交通検討業務委託料３３０万円。民間事業者と連携して地域交通の

現状分析と、今後の全体最適に向けた構想案の策定。財源に、国のデジタル田園都市国家構想推進

交付金２２５万円を活用。ふるさと納税事業２,４２１万１,０００円の増額は、寄附額が当初見込

１億５,０００万円を上回ることが想定されるので、今回、上積み寄附額５,０００万円を見込み、

関係経費の増額措置。 

 非課税世帯等臨時給付金事業２,３５２万５,０００円の増額は、非課税世帯に１世帯当たり

１０万円給付、対象世帯見込数の確定に伴い関係経費の増額措置。給付対象見込数３２０世帯。当

初予算で１００世帯分頭出し。今回２２０世帯分２,２００万円を上積みし、補正後予算額

３,２００万円、給付に関わる事務費も増額。財源は、給付金及び事務費、全額国の補助金。 

 原油高・物価高騰現金給付事業５,３４２万７,０００円の増額は、原油高・物価高騰による経済

的負担軽減を図るため、１世帯合計所得金額３００万円以下を対象に、１世帯１万５,０００円を

現金給付。見込対象世帯数３,４５０世帯、給付見込額５,１７５万円、関係事務費が１６７万

７,０００円。なお、非課税世帯等臨時給付金世帯は対象外。財源は、感染症対応地方創生臨時交

付金５,３０４万３,０００円充当。 

 質疑に入りまして、地域課題マッチング事業について、委託業務の成果品の納品時期と議会への

説明はの問いに、分析と最適化案は年度末までの納品予定。地域交通検討委員会で公表し、議会に

も説明したいとの答弁。３月議会で報告と理解。 

 観光客と住民利用を含め、運行時間帯、ルート等ＡＩ利用の運行表等も出てくるのかの問いに、

今まで行政が実施した公共交通の分析と、これから要する恒常経費、地域ニーズに合わせた交通体

系の提案を希望している。観光課ナイトシャトル、健康福祉課デマンド、教育課スクールバスも実

績として表していく。併せて将来人口、観光客ニーズも踏まえた絵を描きたいと想定。次年度も継

続が必要と考えるとの答弁。 

 子育て支援課関係。 

 児童手当等給付事業１４９万円の増額は、令和３年度分子育て世帯等臨時特別給付金支援事業精

算による還付。しろうま保育園運営事業９９万１,０００円の増額は、光熱水費の電気料９０万
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２,０００円。 

 教育課関係。 

 学校環境整備事業５４０万７,０００円増額は、中学校の防火シャッターに被害防止装置工事

５３９万円。財源に学校施設環境改善補助金１８１万３,０００円充当。南小学校管理事業

１８９万円増額は、光熱水費の電気料６９万９,０００円。備品購入費は、非接触型体温計と大型

扇風機６４万６,０００円。北小学校管理事業１６５万７,０００円増額は、光熱水費の電気料

３８万９,０００円。備品購入費は電子黒板１０９万２,０００円。中学校管理事業３９６万

６,０００円増額は、光熱水費の電気料３０３万５,０００円。備品購入費は、加湿器・空気清浄機

５８万７,０００円。 

 質疑は特にありませんでした。 

議長（太田伸子君）  委員長、健康福祉関係――。生涯学習からお願いしたい。 

総務社会委員長（松本喜美人君）  失礼しました。私、６ページを飛ばしちゃったみたいですので。

子育て支援課関係のところで、改めて説明をさせていただきたいと思います。 

 子育て支援課関係で、しろうま保育園運営事業９９万１,０００円の増額は、光熱水費の電気料

９０万２,０００円。子育て支援ルーム運営事業１０８万３,０００円の減額は、会計年度任用職員

の募集をしたが応募がなかったことによる。 

 質疑は特にありませんでした。 

 生涯学習スポーツ課関係に入ります。 

 スノーハープ維持管理事業９０万４,０００円の増額、及び白馬ジャンプ競技場維持管理事業

３３２万９,０００円の増額は、光熱水費の電気料。体育施設維持管理事業１９４万８,０００円の

増額は、南北グラウンド及びＢ＆Ｇ体育館の光熱水費の電気料１５２万５,０００円。Ｂ＆Ｇ体育

館駐車場の街灯漏電修繕費４２万３,０００円。ウイング２１維持管理費６６５万９,０００円増額

は、光熱水費の電気料２９１万４,０００円。南西の屋根等修繕費３４９万円。 

 質疑に入りまして、村有施設を管理している全ての課で、電気料の増額補正をしている。自治体

へ国からの支援金はあるのかの問いに、情報はない。あれば交付税措置。住民向けが主体との答弁

がありました。 

 健康福祉課関係であります。 

 老人福祉事業９５万５,０００円の減額は、敬老会中止によるもの。高齢者移動支援事業９６万

円の増額は、コロナワクチン接種４回目の実施に伴い、６５歳以上を対象に無料タクシー券の配布。

財源は、コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金６０万円充当。保健福祉ふれあいセンター

維持管理事業９７万７,０００円増額は、光熱水費の電気料。保健予防事業３,７３７万２,０００円

の増額は、コロナワクチン４回目集団接種に伴う医師等の謝礼で１,６７７万５,０００円、接種券

送付の通信運搬費１３１万円、オミクロン株対応のシステム改修電算委託料２２２万８,０００円、
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個別ワクチン接種の健診等委託料６９０万６,０００円。 

 質疑に入りまして、８月に４回目のワクチン接種、オミクロン株に効果があるかの問いに、重症

予防効果があるとの答弁であります。 

 それで先ほどの教育関係のところに戻らせていただきたいと思います。 

 教育課関係の補正予算の内容については、先ほど報告をさせていただきましたので、質疑から再

度報告をさせていただきます。 

 教育課関係の質疑は特にありませんでした。 

 各課の審査が終了し、全体討論はなく、議案３８号は委員長を除く委員全員の賛成により可決す

べきものと決定しました。 

 議案第３９号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）。 

 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４５８万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を１０億１,９５７万１,０００円とするものです。歳入の繰入金１７４万円減額は、財政調整基金

繰入金減額。繰越金１７３万２,０００円増額は、令和３年度繰越金の確定により。雑入の

３８５万円増額は、国民健康保険団体連合会に支払いの療養給付費精算還付金。歳出の賦課徴収費

１６万５,０００円増額は、未就学児に係わる電算委託料。保険給付費負担金等償還金３８４万

２,０００円増額は、県からの普通交付金で県に返還すべき不足額。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第３９号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 陳情第４号 障害者グループホーム、放課後等デイサービスの早期設置についての陳情。 

 提出者は、白馬村神城１１４５４番地、えがおはなさく、代表篠﨑久美子です。受理年月日は、

令和４年８月１８日。陳情内容は、障がい者グループホームの村内設置実現に向けて、積極的な取

組。放課後等デイサービスの村内設置実現に向けての推進。障がい者の実態把握に努め、村の障が

い者・障がい児児童福祉計画の理念に沿った事業推進を要望する陳情です。陳情提出者より趣旨説

明の申出があり、説明終了後に審査を実施。 

 説明者への質疑であります。 

 県が積極的になれない理由は何かの問いに、施設の建設に伴う補助金窓口では、県内各所からの

申請がされているとの答弁。 

 クロスロードの関係者が建設すると聞いていたがの問いに、クロスロードではない別の事業者。

補助金なしで建設しようと名乗りを上げたと担当課から聞いている。この事業者の英断をくみ取っ

ていただきたく提出したとの答弁。 

 施設ができた場合の希望者は何名かの問いに、直接は５名。障がい者全員を網羅しているわけで

はない。将来的には６名との答弁。 

 ３年くらい前から、行政にも要望していたと聞いている。議会にはなかったが、今回陳情された
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理由はの問いに、今回、補助金なしでも建設したい事業者が出たので、このタイミングを外したく

なかったとの答弁。 

 村もグループホームの推進を打ち出している。陳情書を採択するにあたり議会は何をなすべきな

のかの問いに、議会として力添えをいただきたいとの答弁。 

 施設を運営する事業者を公表できるかの問いに、固有名詞は伏せるが、既に大町市でグループ

ホームと就労支援施設を運営されているとの答弁。 

 審査に入りまして、行政への質疑を実施をさせていただいております。答弁者としては、松澤健

康福祉課長、並びに下川子育て支援課長に答弁をいただいております。 

 放課後等デイサービスの確認。通所施設と認識。何名が通っているのか。施設は登録制か。保護

者の送迎かの問いに、小谷村の施設は１日定員１０名。白馬村の登録は数十名なので全員は無理。

その施設は送迎ありとの答弁。 

 本村の放課後等デイサービスの利用者は４０名以上。小谷と大町に通所。大町は人数制限がある

ため、ほとんど小谷へ。増設できないかと考えて、現在のＢ＆Ｇ財団の事業に第三の居場所という

子供の居場所づくりの事業があり、放課後等デイサービスと第三の居場所を併せた形で出来ないか

財団と調整中。候補地としては給食センターの残地を考えたいという答弁。 

 グループホームを、めいてつの村有地が用意できると聞いた。場所と面積はの問いに、オリンピ

ック道路を南に向かい、交差点の先の東側で、２筆で９００平米程、もう１筆あり、３筆合計で

１,４００平米程になるとの答弁。 

 施設があることは好ましい。就労支援の確保も考えてもらいたい。行政は話を進めたいと考えて

よいかの問いに、村にはない施設で、必要とする者もいることから前に進めたいとの答弁。 

 討論に入りまして、村内に必要な施設であり賛成。行政の意思確認もできた。総論的な内容であ

るが採択。 

 採決したところ、陳情第４号は、委員長を除く委員全員の賛成により採択すべきものと決定しま

した。以上で、総務社会委員会の審査等についての委員長報告といたします。 

議長（太田伸子君）  ただいまの、委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第２８号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第２８号 白馬村認定こども園条例

の制定については、委員長報告のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 
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議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第２８号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第３２号の討論に入ります。まず、原案に反対の方の発言を許します。第６番尾川耕議員。 

第６番（尾川耕君）  よろしいでしょうか。反対の討論をいたします。この改正案を初めて読んだ

のは、今定例会の１週間ほど前です。また本議会中に明らかになってきたのが、環境審議会などの

住民が出席する場で意見を求めず、行政のみでつくってきたということです。ほとんど多くの村民

はこの条例を読んだことがないということです。 

 可決されれば公開され、初めて村民が読むことになります。読んだ村民が納得してくれるでしょ

うか。なぜ議会はこの条例を可決したのか。新村長の初めての条例がこれかと問われることは、容

易に想像できます。私は、当然今の条例の理念が引き継がれるものと思っていました。しかし読み

比べると、新しいものは形式的な書かれ方で、心に響くような理念になっていませんでした。 

 今、白馬は環境対策に熱心な村であると全国的に注目が集まっています。また、ニセコのような

開発の嵐の中に既に入り、環境や景観の条例を策定し、私たちの環境を守る政策を始めようとして

います。その点は、非常に評価できます。そこで、この環境基本条例が白馬村の環境と、そして地

球環境を守り、持続可能な社会をつくっていくベースとなる心強い条例で、格調高く品格があるも

のになるなと期待しておりました。 

 しかし、改正案は形式的な印象を受けざるをえませんでした。特に指摘したいのは、現条例にあ

る人間が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを認識するという言葉

や、白馬村の美しい自然環境及び景観が村民の共通の財産である、かつ事業者自身の経済活動の基

盤であるという言葉が全くなくなっていました。 

 村は新村長を迎え、新しい体制になりました。また議会の半分が新しいメンバーです。今まさに

議員一人一人の判断で、この条例が可決されるのか否決されるのか決まります。私たちは村民の投

票によって選ばれました。また、自分の意思でこの場所に立っています。条例というものは、是々

非々で判断されるべきものです。 

 この条例は今年中に成立すれば問題ありません。まずは否決し、新しい改正案を庁内横断的につ

くっていただき、パブコメをすることを望みます。議員の皆様の賛同をよろしくお願いします。以

上です。 

議長（太田伸子君）  次に、原案に賛成の方の発言を許します。第４番切久保達也議員。 

第４番（切久保達也君）  ４番切久保達也です。議案第３２号 白馬村環境基本条例の全部改正に

ついて、賛成の立場で討論いたします。 

 この条例改正にあたり、私個人としましても気候非常事態宣言、ゼロカーボンシティ宣言をした

村として、非常に大事な条例と認識しております。それとともに、ゼロカーボンビジョンの重点施

策に関係する部分は、ロードマップをしっかり作成するべきとの考えは持っております。 
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 その上で、新たな環境基本条例の位置づけは、景観条例及び開発事業の調整等に関する条例の新

規制定に伴い、現行条例を意識しつつ、整理、調整を踏まえた条例の構成と理解し、また基本理念

の考え方として、地球規模の環境問題に対して環境負荷の少ない社会を実現することなどを国、地

方自治体、事業者及び国民の責務を明らかにする環境基本法や循環型社会形成基本法、また水環境

の適正化をうたう水循環基本法を踏まえ、村民の健康と快適な生活環境の確保を目的に掲げる理念

条例としての位置づけはできていると判断します。 

 本条例の改正にあたり、所管課は理念条例が現況のものに漏れることなく、関係各課が個別計画

として審議し、８回にわたる調整、また議会との勉強会、法規審査を経ていることを踏まえ、理念

基本条例として９月定例会に上程という経過をたどっていますので、他の議員におかれましても、

ご賛同いただけますようよろしくお願いいたします。以上。 

議長（太田伸子君）  次に、原案に反対の方の発言を許します。第５番加藤ソフィー議員。 

第５番（加藤ソフィー君）  第５番加藤ソフィーです。反対の立場から討論させていただきます。 

 この条例改正は、ゼロカーボンシティ宣言、気候非常事態宣言をした村として、宣言の後押しと

なるような条例となる改正であるべきです。各宣言の記述がないこと、第４条、村の責務において、

事業者や村民の取組を積極的に支援しなければならないという条文が削除されていることなどから、

村としてこれから気候変動に立ち向かっていくための思いや姿勢は残念ながら感じられません。理

念条例であるからこそ、村が目指す世界に誇る山岳リゾートにふさわしい環境基本条例にするべき

であり、それに値するものではないと判断いたしましたことから、反対の意を表します。 

議長（太田伸子君）  次に、原案に賛成の方の発言を許可します。第９番松本喜美人議員。 

第９番（松本喜美人君）  ９番松本喜美人です。私は議案第３２号に対し、賛成の立場で討論をさ

せていただきます。 

 新たな環境基本条例の位置づけは、景観条例、開発行為の調整等に関する条例の新規制定に伴い、

基本理念を地球規模の環境問題に対応し、環境負荷の少ない社会を実現することなどを目的に掲げ

る理念条例です。この条例の審査過程において、村長、副村長、所管課長より、時代の流れ等によ

って条例、要綱等の改正も調整したい旨の答弁をいただいております。私は、条例の審査において、

明らかに否決の理由は、根拠法令等に抵触する場合というふうに考えます。本条例には、否決理由

がないので賛成です。以上です。 

議長（太田伸子君）  他に、討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３２号 白馬村環境基本条例の全

部改正については、委員長報告のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求めます。 

（少 数 挙 手） 
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議長（太田伸子君）  挙手少数です。よって議案第３２号は、否決されました。 

 議案第３４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３４号 白馬村保育料条例の一部

を改正する条例については、委員長報告のとおり決定することに、賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第３４号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第３５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３５号 白馬村消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定することに、賛成の方の挙

手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第３５号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第３９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は、起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第３９号 令和４年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１号）は、委員長報

告のとおり決定することに、賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第３９号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 陳情第４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。陳情に対する委員長報告は、採択です。陳情第４号 障害者グループホーム、

放課後等デイサービスの早期設置についての陳情の件は、委員長報告のとおり採択することに、賛

成の方の挙手を求めます。 
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（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、陳情第４号は、委員長報告のとおり、採択すること

に決定いたしました。 

 ただいまから、５分間休憩いたします。 

休憩 午前１０時４９分  

再開 午前１０時５４分  

議長（太田伸子君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 続いて、産業経済委員長より報告を求めます。第８番津滝俊幸産業経済委員長。 

産業経済委員長（津滝俊幸君）  第８番津滝俊幸です。それでは、令和４年第３回白馬村議会定例

会産業経済委員会の審査報告をいたします。本定例会において、産業経済委員会に付託された案件

は７件です。付託された議案についての審査の概要と結果を報告します。 

 議案第２９号 白馬村景観条例の制定について。この条例は景観法の規定に基づき、景観計画の

策定、行為の規制、その他良好な景観の育成に関する施策の基本的事項を定めた条例を制定するも

のです。 

 条例の内容は、村、村民等及び事業者の責務、景観計画及びその策定手続、景観法の施行におい

て規定すべき届出行為、事前協議、勧告手続等、景観育成に資する自主活動の認定手続等、景観審

議会についてです。 

 質疑、意見に入り、条例第２条第７項の大規模行為とは何を指すか、また規則を定めるとあるが

その規則はあるか。答弁として、高さ２３メーター超え、太陽光発電施設５００平米以上、土地の

開墾や土石の採取など１ヘクタール以上かつ法面が３メーター以上の開発で、村長が認めるもの

５点を景観の観点から規定。規則は作成され、法規審査委員会で審査されています。 

 条例第１０条、景観育成重点地区について、村ではどこを想定しているか。答弁として、幹線道

路の沿道を考えている、他に住民協定を指定し強化していくことも可能、ただし住民の合意形成が

必要。 

 条例第７条、手続については都計審と景観審の２審議会の意見を聴く、９条では景観審のみから

の意見を聴く、この違いはどこにあるか。答弁として、７条の手続は変更での意見を聴く、９条は

計画提言の判断、案の可否の判断として聴いていく。 

 各条項において、法何条とあるが法が分かりにくい、さらに１４条では法の定める行為が項建て

されているが、１３条では法の行為が項建てされていないので分かりにくい。答弁として、法は景

観法のこと、他の法律を引用していくことからこのようになった、今後検討していく。 

 景観行政団体へ移行していくために必要な条例だが、県との調整は済んでいるか、答弁として、

県へは事前調整し提出済み。 

 討論に入り、賛成討論の１つ目として、複数年かけて検討された条例、分かりにくい部分もある
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が反対するものではない。賛成討論の２つ目として、これからの景観は重要な課題、村民や事業者

等、情報共有や責務の履行が必要。 

 採決したところ、議案第２９号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第３０号 白馬村開発行為の調整等に関する条例の制定について。この条例は国土の均衡あ

る発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として、開発行為の基本となる事項、その他必要

な事項を定めた条例を制定するものです。 

 条例の内容は、白馬村環境基本条例において運用されてきた開発基準等を踏襲しつつ、将来を見

据えた新たな視点の基準を加え、開発調整等に必要な事項を定めます。村、村民等、事業者の責務、

条例の適用範囲及び除外範囲、事前協議及び協定の締結、開発行為の計画について遵守すべき内容、

開発審議会についてです。 

 質疑、意見に入り、審議会の委員の選定について、専門的知見が必要になってくる、人選はどの

ようにしていくか。答弁として、人選は新たにしていく、専門的知見として必要なものは、土木関

係。意見として、偏った人選にならぬよう配慮願いたい。条建ての構成ついて、重要な事項から規

定していくべきと考えるがの質疑に、答弁として、現行の環境条例から考え方を引用してきている、

運用していく中で必要な場合は改正していく。この条例こそ最も重要である、しっかり施行してい

くために、専門的知識を持った職員を雇用していくべきだが、その考えは。答弁として、開発にお

いて、村長の責任が重くなっている、専門的知識は必要だと思っている、雇用を検討していきたい。

これは、村長より答弁がありました。 

 意見として、景観と開発は違う、景観は建物の高さ、色、距離、それ以外が開発、開発指導要綱

は重要なので、分かりやすく説明出来るように策定願いたい。 

 討論に入り、賛成討論として、この条例は景観条例とセットであるので認めなければならないの

で賛成。修正については必ず履行していただきたい。 

 採決したところ、議案第３０号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、議案第３１号 白馬村地区計画等の案の作成手続きに関する条例の制定について。この条

例は都市計画法の規定に基づき、地区計画等の案の作成に関する手続等を定める条例です。 

 条例の内容は、地区計画等の原案の提示方法、説明会の開催、地区計画等に関する意見の提出方

法、申出の方法、申出に対する判断等、申出を踏まえた都市計画審議会への付議についてです。 

 質疑、意見に入り、計画案について、付議しない場合や受け付けない事もあるか。答弁として、

付議はしていく、地区計画は規制強化で、緩和はしない考え。条例第５条第２項について、地権者

が少数で規定する面積以上の場合、申出は可能か。こちらは可能です。 

 採決したところ、議案第３１号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定い



－159－ 

たしました。 

 議案第３３号 白馬村特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例の一部を改正する条例に

ついて。白馬村景観条例制定により、新たに白馬村景観審議会が設置されることに伴い、委員報酬

を規定する条例改正です。 

 内容は、委員報酬、日額６,１００円、半日３,８００円です。 

 質疑、意見はありませんでした。 

 採決したところ、議案第３３号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定し

ました。 

 次に、議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）所管事項です。 

 まず、建設課から。歳入の村営住宅の貸付収入２０万５,０００円減は、公的扶助適用による家

賃収入の減によるもの。質疑、意見はありませんでした。 

 次に、農政課関係。農業総務費１５０万８,０００円減額は、人事異動によるもの、農業振興費

１１５万４,０００円増額は、産地パワーアップ事業補助金を活用しミニトマトのパイプハウス整

備、また神城多目的施設の修繕費が主なもの。林業振興費２０万３,０００円減額は、有害鳥獣被

害対策事業の減額は実績に基づき減額し、森林経営管理制度推進事業は、森林整備基金積立金を減

額し、どんぐり地区のナラ枯れ対策へ充てるもの。地籍調査事業費３６万３,０００円増額は人事

異動によるものです。 

 質疑、意見に入り、住宅地内のナラ枯れは何本伐採するのか。見積りベースで２本、住宅地内な

ので単価が高くなっていると答弁がありました。岩岳地区のナラ枯れは至急対策を講じたほうが良

い、今後どのような対策をしていくのか。県との対策会議を行なう予定、地形的には伐倒薫蒸処理

が難しく、また、搬出も出来ない、費用の補助も含めて検討していく予定。 

 次に、観光課関係。観光総務費４９０万５,０００円の減額は人事異動によるもの。観光施設整

備事業費４１４万３,０００円の増額は、頂上宿舎、八方池山荘の修繕費に損害保険料を充て

２８７万１,０００円増額。八方池山荘建替計画基本設計業務委託料に国立公園内の土地の利用範

囲の測量に５４万円が主なもの。観光宣伝振興費１,０５３万１,０００円増額は、県が行なうオー

ストラリアでのプロモーションへ、村長がトップセールスに参加する旅費に６０万円、ナイトシャ

トルバス運行委託料に９９０万８,０００円が主なもの。ナイトシャトルバスの運行に当たっては、

予約アプリを製作し利用してもらい、ＡＩによる運行を制御していくシステムを試験的に導入する

ものです。アプリは地方創生交付金のグランピング事業のソフト事業の７１５万円を活用し新たに

開発したものを使用していく。乗車料は無料とする。商工振興費１,８７３万３,０００円増額は、

商工会補助対象外人件費負担に７５万円。新型コロナウイルス感染症対策事業プレミアム商品券事

業補助金に１,７９８万３,０００円が主なもの。これまで実施した商品券の２次販売に伴い、７月

１日から８月３１日までに出生者または転入者について優先配布を行ない残余を販売していくもの。
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応募期間は１０月の１日から１０月１４日までで、応募多数の場合は抽選により販売配布していく。 

 質疑、意見に入り、ナイトシャトルバス運行について、実証運行としているがルートやバス停な

ど現状との違いは。答弁として、まだ詳細は決定していない、運行ルートは基軸路線を決定し、

１７時から２２時までの間運行する、村内のタクシー会社３社のジャンボタクシーを利用していく。

ＡＩにより最適ルートと車両、利用時間を選択し利用者に通知していく仕組み。リスク管理など詳

細が決定次第説明していく。 

八方池山荘の追加設計委託料はどこか。今まで委託していた業者と同じ、倉橋建築計画事務所へ追

加発注。測量実施は降雪前までに行なう。環境省では現在の土地利用範囲が明確でないため、環境

省からは村の測量結果を尊重すると聞いている。 

 討論はなく、採決したところ、議案第３８号の委員会所管事項は、委員長を除く委員全員の賛成

により可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第４０号 令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号）です。収益的支出総額

を５１９万６,０００円増額し、２億７,１９０万８,０００円に改め、主な内容は人事異動に伴う

人件費の減額、電気料金高騰に伴う動力費増額や緊急工事及び資材費高騰による工事費の増額によ

るものです。また、予算第４条本文括弧書き中「不足する額９,９３２万３,０００円」を「不足す

る額１億８８３万円」に改め、資本的支出額に９５０万７,０００円増額し、１億５,７６８万

３,０００円に補正するものです。主な内容は人事異動に伴う人件費の減額や緊急工事及び資材費

高騰による工事費の増額です。 

 質疑、意見に入り、新電力会社から中電へ変更契約はしていくか。村全体で一括契約しているた

め、変更となるなら上下水道も同様であると答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第４０号令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号）

は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第１号）、収益的収入に

５４０万円増額し、総額を４億８,３９０万６,０００円に、収益的支出に５３１万８,０００円増

額し、総額を４億８,３８２万４,０００円に改めるものです。主な内容は、収入において一般会計

からの繰入金の贈額、これは資本的収入との組替え。支出においては電気料金高騰に伴う動力費の

増額、凍結等による漏水減免対象の増加による増額です。 

 また、予算第４条本文括弧書き中「不足する額１億１,３４４万３,０００円」を「不足する額

１億２,１０９万５,０００円」に改め、資本的収入５４０万円を減額し、総額を３億５,６８４万

５,０００円に、資本的支出２２５万２,０００円を増額し、総額を４億７,７９４万円に補正する

ものです。主な内容は、収入においては一般会計からの繰入金の減額です。支出では人事異動に伴

う人件費の贈額です。 

 質疑、意見に入り、電力会社の見直し時期はいつかの質疑に、時期の相談は受けていない、確認
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し報告しますという答弁でした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第

１号）は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべきものと決定しました。 

 以上、産業経済委員会の報告といたします。 

議長（太田伸子君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第２９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第２９号 白馬村景観条例の制定に

ついては、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手多数です。よって、議案第２９号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第３０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３０号 白馬村開発行為の調整等

に関する条例の制定については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（多 数 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手多数です。よって、議案第３０号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第３１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３１号 白馬村地区計画等の案の

作成手続きに関する条例の制定については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の挙手

を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第３１号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第３３号の討論に入ります。討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３３号 白馬村特別職の職員で非

常勤のものの報酬に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり、決定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって、議案第３３号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第４０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は、起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第４０号 令和４年度白馬村水道事業会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり、決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第４０号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第４１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は、起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第４１号 令和４年度白馬村下水道事業会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり、決

定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第４１号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、常任委員会において分割審査をしていただきました、議案第３８号の討論に入ります。討

論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は、起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第３８号 令和４年度白馬村一般会計補正予算（第４号）は、委員長報告のとおり、決定する

ことに賛成の方の起立を求めます。 
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（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第３８号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 △日程第２ 決算特別委員長報告並びに議案の採決   

議長（太田伸子君）  日程第２ 決算特別委員長報告並びに議案の採決を行ないます。 

 決算特別委員長より報告を求めます。第１１番丸山勇太郎決算特別委員長。 

決算特別委員長（丸山勇太郎君）  令和４年第３回白馬村議会定例会決算特別委員会の審査報告を

いたします。 

 本定例会において、決算特別委員会は、９月１３日から１６日まで、及び９月２０日の５日間に

わたり、認定第１号から認定第６号までの決算認定案件６件と、決算に付随する議案第３６号及び

議案第３７号を審査しました。 

 各会計の主要な施策の成果説明書を中心に、決算書、監査委員の決算審査意見書及び提出された

説明資料に基づき、事業の成果と効果を主眼に審査を行ないました。 

 以下、審査の概要と結果を報告します。 

 議案第３６号 令和３年度白馬村水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。水道事業会計

の決算に係わる議案で、未処分利益剰余金７,４０５万１,６４２円のうち、７,０００万円を建設

改良積立金として積み立てるものです。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第３６号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 議案第３７号 令和３年度白馬村下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。下水道事業

会計の決算に係わる議案で、未処分利益剰余金４,７１０万８,５２８円のうち、４,０００万円を

建設改良積立金として積み立てるものです。 

 質疑では、一般会計から多額の繰り出しを受けているが、返金はせず積立てるということかの問

いに、将来のために返金せず積立てをするとの答えでした。 

 討論はなく、採決の結果、議案第３７号は委員長を除く委員全員の賛成により、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 認定第１号 令和３年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定について。歳入総額は７０億６６５万

７,０００円で、前年度比６億３,１９０万６,０００円、８.３％の減。歳出総額は６８億

４,８６７万６,０００円で、前年度比６億７,５４６万５,０００円、９％の減。歳入歳出差引額

１億５,７９８万１,０００円から、翌年度へ繰り越すべき財源１,８２４万円を差し引いた実質収

支額は、１億３,９７４万１,０００円の黒字決算となっています。 

 コロナ対策に追われた年度でしたが、例年を上回る税の徴収努力がされたこと、国からの新型コ

ロナウイルス感染症対策の減税補てん特別交付金の大幅増や、特別交付税を含めた地方交付税も伸
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び、コロナ対策の各種事業を実施したものの、積雪量が多かったことによる除雪費の伸びを除いて

は、特に大型事業もなかったことから、財政調整基金、減債基金とも取崩しはなく、財政調整基金

には１億３,０００万円、減債基金に３,５００万円の積み立てをし、両基金の合計額は、過去最高

の１３億８１４万８,０００円となったとの報告がありました。 

 財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度より２.７ポイント減の７４.３％。実質公債費

比率３か年平均は１３.１％、将来負担比率は４０％とのことでした。 

 次に、審査中に出された質疑、意見の主なものだけを、審査した順番で課ごとに報告します。 

 会計室では、ふるさと白馬村を応援する基金の白馬高校の魅力づくりの取崩し額が大きい理由は

の問いに、４年間、地方創生推進交付金や使い道の指定のない寄付がかなりあり、意図的に高校支

援に積み立てていたものを、取り崩して使うことに改めた結果との答えでした。 

 議会事務局では、住民監査請求の内容はに対し、馬畔共有地の借地料の支払期間が民法を超える

期間で契約したことは違法とのもの、監査結果は違法ではないとなったとの答えでした。 

 意見として、３階トイレの洋式化と蛇口の自動水栓化、議会のタブレット導入によるペーパーレ

ス化を要望したいというものがありました。 

 総務課関係では、義務教育基金の最低目標額は、老朽化している小学校校舎は大きな課題で、毎

年度計画的な積立てをに対し、明確な目標は持っていない。使い果たしたに等しい基金残高だった、

積立ては急務で最重要課題としているとの答えでした。 

 移住交流事業について、相談にきて定住した者はいるかに対し、県主催の事業で、公表された数

値では昨年度１０２名の移住があり、ただし、移住相談に参加しての移住者はゼロとの答えでした。 

 地域おこし協力隊員の定着率２５％と低い要因は何かの問いに、最初は高校寮、公営塾に特化し

た結果による、現在は移住定住で募集、期限経過後に就職した者、開業した者などもいる、定着率

は上がっているとの答えでした。 

 ふるさと納税事業の返礼業務に１億円以上要し、受託会社への委託料率は納税額が幾ら増えても

１０％はおかしい、４,０００万あれば村も様々な事業ができる、自主業務に戻すことや、振興公

社、観光局への委託、今の委託先であっても率改定は出来ないかに対し、委託料率については毎回

指摘を受けている、更新時には再検討を要すると考える、現時点では５年間の協定があり困難、受

託先に指摘事項は伝えている、改定時に改善を図りたいとの答えでした。 

 税務課では、エフレジ、クレジットカード納税ですが、村の負担があったと記憶するが、また村

が支払う手数料はに対し、コロナ交付金が認められ全額交付金対象となった、システム使用料は納

税義務者が負担する、カード会社への手数料は１件６６円、口座振替手数料のほうは１１円で、そ

ちらのほうが村はいいが、カード払いは支払えない言い訳が出来ないように実施しているとの答え

でした。 

 外国人不動産情報データベースの運用と国土調査成果の課税への反映についての状況はの問いに、
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データベースの登録情報入力は完了し、追加入力も実施中、支援員が４名に増え、支援員の入力用

マニュアルの作成を検討、国土調査成果課税反映と未評価家屋の課税反映も同時検討しているが、

実施年度は６年度または９年度と考えるが未決定との答えでした。 

 意見としまして、税務課は昨年度よく頑張った、今後とも頑張っていただきたいというものがあ

りました。 

 建設課関係では、凍結防止剤の散布車両は何台か、道路が乾いていても散布しているが無駄では

ないかの問いに、神城委託１台、どんぐり委託１台、直営１台、御意見の様な事がないように直営

化し、昨年度より１,０００万円ほど減額できたとの答えでした。 

 無電中化の緑化については、どの段階で施工するのか、工事費は誰が負担するのか、工事期間中

も一旦緑化をの問いに、緑化計画は駅前検討委員会で検討中、最後に県負担で植栽する、工事期間

中の緑化は意見として伺うとの答え。 

 村営住宅には入居条件に収入要件があった、中には収入が多い者もいるように見受けられる、毎

年の収入を確認し、時に退去の手続も必要ではないかとの問いに、公営住宅法に収入要件が規定さ

れている、建設課からは収入超過の通知をしているとの答え。 

 建築確認申請が民間検査機関に提出されたもののデータは後で村へ来るのか、景観行政団体にな

って、どうやって把握し景観指導するかの問いに、民間検査機関分は今は来ない、上下水道課との

情報共有で把握するようにしたいとの答えでした。 

 意見として、次の無電中化のマスタープランに基づいた整備計画樹立と、不足する緑化について

民地利用をとの意見がありました。 

 健康福祉課関係では、障がい者地域生活支援事業の支援員が少ないと思う、支援員育成システム

の構築が必要ではないかの問いに、地域全体で支える仕組みをしている、人手は不足している、今

後の課題との答え。 

 コロナワクチン接種での副反応の状況、後遺症の報告は、白馬村の累計感染者数はの問いに、国

やメーカーからの情報によれば重篤率は０.００５％で少ない、村の接種の１回目では発熱は

２０名中１人から２人、ほとんどが腕の痛みを経験、後遺症は数名いると聞いている、ただし、国

へ後遺症の補償のための申請した件数はない。累計感染者は、１,２９２名。 

 配食サービスや住宅改修事業に関する広報が不足していないか、白馬メディア以外への補助はの

問いに、補助は意見としていただく、住宅改良事業を利用する際は、包括支援センターの相談員、

民生委員から意見をもらってから申請する、掘り起こしはそれらの協力を得て行なっているとの答

えでした。 

 農政課関係では、営農をやめる者の農地を担い手は受けきれるのか、個人の担い手にも後継者不

足の心配があるがの問いに、担い手の意識調査は未実施、懇談ではこれ以上受け入れられないとの

意見あり、人・農地プランを計画から見直しをしたい、後継者問題は全国な課題との答え。 
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 地場産推進会の今後の活動方針はの問いに、後継者がいない、今年度いっぱいで解散したいとい

う役員の意向、アグリスクールもニーズが変化し、考え直す時期に来ているとの答え。 

 畦畔の草刈りが大変、農地保全は担い手だけでは無理で仕組みを考える必要があり、荒廃地は観

光にも影響するがとの問いに、他地域では草刈り機の購入補助などの施策もあるので、財政とも相

談していきたい、自分の土地は自ら守れと発信して行きたいとの答え。 

 意見としまして、そのためにも小規模農家へのインセンティブを考えてもらいたい、道路の草刈

りも同様で、ボランティアポイントなど工夫した施策をという意見がありました。 

 ナラ枯れがまた目立ってきている、伐採に一般財源が出ていない理由はに対し、財源は森林環境

譲与税を活用、３年度は５８０万円交付され、今年は７００万円、薫蒸するまでには金がかかる、

枯れていない木には薬剤を注入している、二、三年は続くと思われるとの答えでした。 

 意見として、奈良井の管理に費用対効果が見えない、特に南北境の管理幅を決めてきめ細やかに

管理すれば、管理が目に見えてくるというものがありました。 

 住民課では、埋立てごみ最終処分が２系統あるが、一本化は出来ないのかに対し、広域ごみ処理

の大町市グリーンパークは９年度で満杯になる、第３期拡張は広域でやるので、協議のテーブルに

乗せるとの答え。 

 粗大ごみ場の平日開催はできないか、週末は宿などで忙しく、区の作業は日曜日ということもあ

るとの問いに、現在は業者委託、平日は持込み量が確保できるかによる、ニーズ把握をするとの答

えでした。 

 意見として、各国、３４か国から外国人が来ている白馬村、これを学校活動、地域活動などに上

手く利用、活用されたいという意見がありました。 

 観光課では、白馬駅中観光案内所について、利用者数の把握方法は、３年度は利用者も少ないが、

観光局業務として３２０万円支出、白馬館時代は３０３万円でした、今後の案内所の考え方は、併

せてスノーピーク案内所、道の駅の観光案内の利用者数把握はの問いに、駅中観光案内所は対面で

観光案内した人数、駅を目指して来る観光客がいるので継続する、昨年度は準備費用込み、スノー

ピークは観光局で把握、道の駅は把握していないが、観光案内は必要と考えるとの答え。 

 スノーピークランドステーションでのマルシェの実績は、事業全体にＫＰＩと実績とにかなり開

きがある。マルシェはここだけで終わらせず、地域への経済波及効果を生むようにされたい。併せ

て八方尾根開発からも利用者数や売上げ情報の文書での提供をの問いに、マルシェは、３年度は

２１回４９日開催、出店が延べ３１８事業者、売上げは２,１５６万円、来場者数は４万５,０００人

ほど、八方尾根北尾根グランピングは、１,０２３人で１億１,０００万円の売上げ、これは最終日

までに資料提供で分かったことです。 

 ドローン事業が終了した、その実績と今後様々可能性のあるドローン活用の考えはの問いに、

３年間の実績は、７キロの荷物を往復運搬でき、２名で運行できたのが効果、ヘリ輸送のほうがま
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だ有利でドローン運行はしていない、大雪渓の崩落で撮影に使用した実績もある、事業は物資輸送

実証だったが、広がりはあったと思うとの答えでした。 

 教育課では、学校の在り方検討の今後の考え方はの問いに、答申を得た、８月に保護者、教職員

にアンケート、４年生以上の児童生徒にアンケート実施、集計後に報告する、住民向けのアンケー

トも今後実施するとの答えでした。 

 在り方検討会の報告書は、判断を行政に差し戻した形だ、学校統合は、最終的には行政判断かと

思うがいかがかとの問いに、村長からは、私自身まだ決まっていない、意見を聞きながら判断して

いくとの答えでした。 

 スクールバス試験運行について、乗車率６割をどう分析しているか、親の４割は要らないと考え

ているとも考えられるがの問いに、下校の乗車が少ないのは習い事などと考える、登校時はコロナ

感染関係で保護者が乗車させないなどがあった、要らないと考えている保護者がいることも事実、

地区によって温度差がある、特別交付税６割の措置があり、どういう形であれ次年度も運行したい

考えはあるとの答え。 

 意見として、公共交通全体を考えた運行の仕方で検討されたいという意見がありました。 

 給食材料の白馬産の割合が落ちた理由はの問いに、割合は重量で算出、昨年度は地場産ジャガイ

モの品質不良で、急遽ＪＡから数回仕入れた、ジャガイモは重量があるので影響した、仕入れ先は

増えているとの答えでした。 

 子育て支援課では、待機児童はいるか、また一時預かりの減少の原因はに対し、待機児童は４月

１日現在４名、現在は１０名ほど、一時預かり減少は、コロナの影響が大きい、外国人家庭で帰国

できないケースや、ファミリアはくばへ５名入所できたことにもよるとの答え。 

 保育士の状況はの問いに、人手が不足している、要因は育児休業が５名いること、保育業務は長

時間勤務となること、未満児希望が多く、保育士が足りない状況との答え。 

 大町病院の産科休診による影響はの問いに、白馬村は長野医療圏で出産が多い、外国人で電車通

院している人には痛手となっていて、穂高病院まで通院しているとの答え。 

 第２庁舎化している保健センターは狭くないかの問いに、保健センターとしては狭くはないが、

業務の一部を子育て支援センターに移管しているとの答え。 

 意見として、移住者で保育士資格所有者もいる、広い範囲で募集しては、保育士サイトもあるの

で活用されたいとの意見がありました。 

 生涯学習スポーツ課では、ジャンプ競技場、スノーハープの維持費用が高額で推移、利用率の向

上が必要、大会運営の回数で賄うか、クラウドファンディングで賄うなど、一歩進んだアイデアは

ないかの問いに、コロナ禍で減っているが大会開催要望の相談はある、スポンサー収入は集まらな

かった、委員会を立ち上げ検討しているが結果につながっていないとの答え。 

 ウイング２１の受付のオンラインシステム化の状況は、また施設全体に様々設備の不具合がある



－168－ 

がの問いに、導入したい考えはあるが手がつけられていない状況、設備に問題があることは承知し

ていて、改善できることから着手している、順位付けして改修していくしかないので、利用者の声

を反映させ計画的に行ないたいとの答えでした。 

 関連する意見として、ウイング２１は、維持管理計画を策定して計画的に整備されたい、また先

ほどのスノーハープに対する意見として、スノーハープの活用方法こそ専門家の知恵を借りては、

職員では考える時間がないとの意見がありました。 

 課ごとの討論は、いずれの課もありませんでした。 

 全体討論では、基本的には賛成、ただし、ノルウェービレッジの指定管理契約の見直しを行ない、

村民のためになるようになっていってほしい、指定管理者は付随する村有施設を認可外保育所に月

額１０万円、年１２０万円で貸していて、それで指定管理料が賄えてしまっている、指定管理更新

までに契約内容の見直しをすることを要望するというものでした。 

 採決の結果、認定第１号は、委員長を除く委員全員の賛成により原案のとおり認定すべきものと

決定しました。 

 次に、認定第２号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

です。 

 歳入決算額は、１０億３,０４１万５,８７７円で、前年度と比較し５,３１６万５,２８３円

５.４％の増、国庫支出金１１１万円、県支出金は６億７,３４１万９,６７５円、国保税の収納状

況は、現年課税分２億２,０４７万７,２６３円、徴収率９８.７％、滞納繰越分を含む全体では

２億２,８６９万８,６１３円、徴収率９２.９％。 

 歳出決算額は、１０億２,４９８万３,２３５円で、前年度比７,０１９万円余り、７.４％の増。

給付が増加したことにより、保険給付費が６億６,３５２万円余り、前年度と比較し７,１０４万円

余りの増、歳入歳出差引額は、５４３万２,６４２円で、実質収支額も同額との報告でした。 

 質疑、意見では、出産育児一時金は、これで足りているかの調査はに対し、村単独ではしていな

い、新聞報道では足りていないとの報道ありとの答えでした。 

 討論はなく、採決の結果、認定第２号は、委員長を除く委員全員の賛成により原案のとおり認定

すべきものと決定しました。 

 認定第３号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてです。 

 歳入決算額は、１億３６０万８,１９７円で、前年度と比較し１９１万１,５２２円、１.９％の

増。うち保険料は７,９８３万８,６８３円で、現年度賦課分の徴収率は９９.６％。 

 歳出決算額は、１億３０９万５,３０３円で、前年比は歳入とほぼ同じ。保険者は長野県後期高

齢者医療広域連合であるため、歳出の主なものは広域連合負担金１億１４６万円余りで、前年度と

比較し２４８万５,０００円、２.５％の増、これは保険料納付額の増加に伴うものとの報告があり

ました。 
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 質疑、討論はなく、採決の結果、認定第３号は委員長を除く委員全員の賛成により原案のとおり

認定すべきものと決定しました。 

 次に、認定第４号 令和３年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてです。 

 歳入決算額は、４０７万５,５６６円で、使用料８８万６,６３０円と、一般会計繰入金３１２万

５,０００円など。歳出決算額は、４０６万４,９３６円で、歳入、歳出とも前年度比５万

５,０００円余り、１.３％の減。内訳は施設維持管理費と公債費。公債費は前年度と同額との報告

がありました。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、認定第４号は委員長を除く委員全員の賛成により原案のとおり

認定すべきものと決定しました。 

 次に、認定第５号 令和３年度白馬村水道事業会計決算認定についてです。 

 収益的収入は、事業収益が３億１,４０２万２,１１４円、営業収益は２億８,３１５万

８,９３７円で、いずれも０.５％の増。給水口数は１９口の増、年間配水量は２８７万８,０００立

方で、前年度と比較４６万７,０００立方の増、有収率はさらに落ちて４３.８７％となった。 

 収益的支出は、事業費用が２億４,１４６万４４９円で、前年度比４.１％の減。営業費用は２億

２,４２８万１,６１０円で、前年度比１.９％の減。特別損失として過年度損益修正損７６万

７,５１０円の決算額。 

 資本的収入は、６,８２２万９,８９１円で、前年度比４９.４％の増。内訳は、工事負担金、企

業債、出資金、国庫補助金など。 

 資本的支出は、１億５,５０５万５,９８９円で、前年度比１３％の増。これは国道無電中化と県

道工事に伴う配水管布設及び布設替え、ほ場整備での布設、その他地区内での布設替え及び機器更

新工事に伴うもの。 

 収支不足額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資金で補てんと

の報告がありました。 

 質疑、意見では、漏水のおおむねの件数、漏水減免はどの程度あるかの問いに、大規模漏水修理

を昨年度は２か所実施、最近は宅内の漏水が目立ってきている、冬季の管理が悪い外国人施設もあ

る、減免申請は年間おおむね５０から６０件との答え。 

 二股浄水場は、あとどのくらい使用可能か、更新する場合の費用はの問いに、１０年は可能と考

えるが、耐震基準には適合していない、ただし水利権の更新は８年後、更新方法については今後詰

めていく必要がある、浄水場を残すとすれば最低でも数十億円、同規模、同内容で新設する場合は

百億円近くなるのではないかとの答え。 

 二股浄水場の更新に関し、水道ビジョンで更新に関する比較表が示されるのか、比較表など資料

がなければ判断材料がないの問いに、浄水方法について情報を収集中、選択肢は３つほどに絞られ

ていると思っている、今回の水道ビジョンで数字をなんとか示したいとの答えでした。 
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 討論はなく、採決の結果、認定第５号は委員長を除く委員全員の賛成により原案のとおり認定す

べきものと決定しました。 

 最後、認定第６号 令和３年度白馬村下水道事業会計決算認定についてです。 

 収益的収入は、事業収益が５億２,３１２万３,４１９円で、前年度とほぼ同額の数字。営業収益

は、１億７,３３４万１,２４０円で、前年度比２.２％の減、年間有収水量は６９万６,７２１立方

で、昨年度よりもさらに１万６,０００立方メートルの減となった。 

 収益的支出は、事業費用が４億９,４８４万４,９０８円で、前年比３.９％減。営業費用が４億

２,５８４万８,３６１円で、前年度比２.４％減。特別損失として過年度損益修正損１３１万

９１０円の決算額。 

 資本的収入は、３億３,２１８万１,０１６円で、前年度比１２％減。内訳は、企業債１億

１,１２０万円、補助金１億９,４００万円など。 

 資本的支出は、４億５,２９４万２,１４３円、前年度比１０.９％の減。内訳は国県道での工事

と、企業債償還金４億１,８００万円余りである。資本的収支において不足する額は、過年度分及

び現年度分損益勘定留保資金で補てんとの報告がありました。 

 質疑、意見では、未接続者への取組はの問いに、新規加入時から１２か月分の下水道料金を減免

する施策を、本年度と来年度の２か年限定で実施しているとの答え。 

 普及率向上の鍵となる下水道区域での浄化槽設置者名簿を作っているかに対し、正確な数字を持

っていないが、３００世帯から４００世帯、勧奨は重要なことと思っているとの答え。 

 技術職の後継者はどのように考えているかに対し、技術職の後任は早急に決めていく必要がある、

技術のある者は民間に就職してしまう、水道技術管理者でなくても工事全般が分かる職員を増やし

ていきたいとの答えでした。 

 討論はなく、採決の結果、認定第６号は委員長を除く委員全員の賛成により原案のとおり認定す

べきものと決定しました。 

 以上で、決算特別員会の委員長報告を終わります。 

議長（太田伸子君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  質疑がありませんので、質疑を終結します。 

 決算特別委員会に付託された議案第３６号及び議案第３７号並びに認定第１号から認定第６号ま

での採決の方法は起立により行ないますので、あらかじめ申し上げておきます。 

 議案第３６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第３６号 令和３年度白馬村水道事業会計未処分利益
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剰余金の処分については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第３６号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第３７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第３７号 令和３年度白馬村下水道事業会計未処分利

益剰余金の処分については、委員長報告のとおり、決定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、議案第３７号は、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 認定第１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第１号 令和３年度白馬村一般会計歳入歳出決算認定については、委員長

報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、認定第１号は、委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第２号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第２号 令和３年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認

定については、委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、認定第２号は、委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第３号 令和３年度白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いては、委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、認定第３号は、委員長報告のとおり認定されました。 
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 認定第４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第４号 令和３年度白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては、委員長報告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、認定第４号は、委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第５号 令和３年度白馬村水道事業会計決算認定については、委員長報告

のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、認定第５号は、委員長報告のとおり認定されました。 

 認定第６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。認定第６号 令和３年度白馬村下水道事業会計決算認定については、委員長報

告のとおり、認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって、認定第６号は、委員長報告のとおり認定されました。 

 村長から同意案件の申出、白馬村選挙管理委員会から選挙管理委員及び補充員の任期満了に関す

る通知、常任委員長より閉会中の所管事務調査についての申出、議会運営委員長より閉会中の所掌

事務調査の申出があり、議長において受理いたしました。よって、会議規則第２２条の規定により、

議事日程を変更し、追加議案を審議いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議事日程を変更し、追加議案を審議すること

に決定いたしました。 

 ただいまから事務局より議事日程を配付いたします。 

（資料配付） 

議長（太田伸子君）  配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  配付漏れなしと認めます。 
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 お諮りいたします。日程第３ 同意第２号は会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託

を省略いたしたいと思いますが、これについて採決いたします。 

 この採決は挙手よって行ないます。 

 日程第３ 同意第２号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手多数です。よって、日程第３ 同意第２号は、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略することは可決されました。 

 これより同意案件の審議に入ります。 

 △日程第３ 同意第２号 白馬村教育委員会委員の任命について   

議長（太田伸子君）  日程第３ 同意第２号 白馬村教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。 

 お諮りいたします。同意第２号は人事案件でありますので、質疑討論を省略し採決いたしたいと

思いますが、これについて採決いたします。この採決は挙手によって行ないます。同意第２号は、

質疑討論を省略することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（太田伸子君）  挙手全員です。よって同意第２号は、質疑討論を省略し採決することに決定

いたしました。 

 提案理由の説明を求めます。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  同意第２号 白馬村教育委員会委員の任命について。次の者を白馬村教育委

員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によ

り、議会の同意を求めたく存じます。氏名、武田弥生、住所、北安曇郡白馬村大字神城２５４０４番

地２、生年月日、昭和５３年３月１日。 

 以上です。 

議長（太田伸子君）  説明が終わりました。採決いたします。この採決は起立によって行ないます。

同意第２号 白馬村教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに賛成の方の起

立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（太田伸子君）  起立全員です。よって同意第２号は、原案のとおり同意することに決定いた

しました。 

 △日程第４ 白馬村選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について   

議長（太田伸子君）  日程第４ 白馬村選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙についてを議題と

いたします。 
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 本年９月８日付で、白馬村選挙管理委員長から選挙管理委員及び同補充員の選挙を行なうべき事

由が発生する旨の任期満了報告書が議長宛て提出されました。よって地方自治法第１８２条第１項

に規定により、ただいまから白馬村選挙管理委員及び同補充員の選挙を行ないます。 

 お諮りいたします。選挙の方法については地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選に

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選で行なうことに決定いた

しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については議長が指名することにいたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって議長が指名することに決定いたしました。 

 選挙管理委員に、松澤茂徳さん、鷲澤隆さん、嶺村秀さん、長澤素孝さん、以上の方を指名いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員の当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました松澤茂徳さん、鷲

澤隆さん、嶺村秀さん、長澤素孝さんが、選挙管理委員に当選されました。 

 次に、選挙管理委員補充員に第１位横澤英明さん、第２位坂戸弘明さん、第３位松沢吉次さん、

第４位太田裕史さん、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員補充員の当選人と定めること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました横澤英明さん、坂

戸弘明さん、松沢吉次さん、太田裕史さんが、順序のとおり選挙管理委員補充員に当選されました。 

 △日程第５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について   

議長（太田伸子君）  日程第５ 常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題といたします。 

 常任委員長から所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります所

管事務の事務調査事項について、閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－175－ 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継

続調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について   

議長（太田伸子君）  日程第６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題といたし

ます。 

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります議会の運営に関

する事項について、閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りいたします。議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第７ 議員派遣について   

議長（太田伸子君）  日程第７ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本件についてはお手元に配付してあります議員派遣の件の資料のとおり、議

員を派遣することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（太田伸子君）  異議なしと認めます。よってお手元の資料のとおり、議員を派遣することに

決定いたしました。 

 以上で、本定例会に付された議事日程は全て終了いたしました。 

 ここで、丸山村長より挨拶をしたい旨の申出がありましたので、これを許します。丸山村長。 

村長（丸山俊郎君）  令和４年第３回白馬村議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上

げます。 

 議員の皆様には、今月９日に開会し、本日まで２１日間にわたり、提出しました案件につきまし

て、１議案を除き、原案どおりお認めをいただきましたことに厚く御礼申し上げます。 

 本会議及び各委員会、そして今回の定例会は、特に、決算議会として慎重な審議を賜り、誠にあ

りがとうございました。否決されました環境基本条例の全部改正につきましては、環境の保全及び

創造について基本理念を定めそれに関する政策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ

計画的に推進し、もって現在及び将来の村民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを

目的として、上程いたしました。内容をお認めいただけなかったことは、大変遺憾ではございます

が、ご意見を真摯に受け止め、今後検討をしてまいりたいと存じます。 

 私にとって、初議会となりました議会本会議では、一般質問に６名の議員が立たれました。各議

員のご質問を通じて感じましたことは、議員お一人お一人が白馬村の発展を願い、誇りと愛着を強
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くお持ちでいらっしゃるということです。また、ご質問を振り返りますと、次世代に残すべき環境

や将来のあるべき姿を述べられるとともに、村民の生活を少しでもよくしたいという視点からのも

のが多く、貴重なご提言と受け止めることができました。 

 村長就任からまもなく２か月となりますが、まだまだ村政の現状把握が十分でない中、議員の皆

様から各分野における問題点をご指摘いただくことにより、課題の所在が見え認識も深まったとこ

ろです。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の水際対策を巡り、岸田首相は、１０月１１日からの大幅な緩

和策を表明し、インバウンド需要を取り込み、低迷が続く日本経済の再生につなげるとしました。

日本政府観光局の推計によりますと。今年７月の訪日客は１４万４,５００人と、コロナ前の

２０１９年７月の５％にも満たず、今月７日から上限を１日５万人に引き上げましたが、十分な政

策とは言えませんでした。そうした中で観光業界を中心に一層の緩和を求める声が強くあったこと

も後押しし、今回大幅な緩和になりましたことを、私自身安堵しております。 

 一方で、人々の往来の増加は感染拡大のリスクもあり、第８波の到来も予測されることではあり

ますが、感染症対策を講じつつ、社会経済活動の中で生じるリスクとして向き合っていく必要があ

ると考えております。議会開会の挨拶でも申し上げましたが、公約に掲げました各種事項を実現す

るためには、新たな財源の確保も含めた様々な課題に対し正面から向き合うとともに、現実的な視

点も加えていかなければならないと考えております。次世代に誇れる未来ある白馬をつくり上げて

いくため、私の初めての予算編成には、経済状況そして財政状況も勘案しつつ、方針を定めてまい

りたいと考えております。 

 議員の皆様におかれましては、健康には十分ご留意の上、村政発展のためますますのご活躍を祈

念申し上げ、閉会にあたりましての御礼の挨拶とさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

議長（太田伸子君）  これをもちまして、令和４年第３回白馬村議会定例会を閉会といたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

閉会 午後 ０時０８分  
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